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点検・評価報告書の策定にあたって 

 

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「法」という。）」において、各教育

委員会は、毎年、教育行政事務の管理及び執行状況について点検・評価を行い、その結果

に関する報告書を議会に提出するとともに、公表することが規定されています。 

 本報告書は、効果的な教育行政の推進と市民への説明責任を果たすため、法第２６条の

規定に基づき、令和元年度事務の管理及び執行の状況についての点検評価を行ったもので

す。 

 御一読いただき教育委員会の取組についてご意見等をお寄せください。 

 北本市教育委員会は、今後も市民の皆様の生涯に亘って学び続ける教育環境の整備・充

実を図るとともに、「共に学び 未来を拓く 北本の教育」の推進に努力してまいります。 

 

 

   令和２年 ８月 
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１ 趣  旨 

 

平成１８年１２月２２日に教育基本法が改正され、新しい教育理念の下、地方におけ

る教育行政の中心的担い手である教育委員会の体制強化を目指した、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（以下「地教行法」という。）も一部改正が行われ、平成２０年

４月からすべての教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行状況につ

いて点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに

公表することが義務付けられました。 

また、点検評価を行う際には、学識経験者の知見の活用を図ることができるとも規定

されています。 

 北本市教育委員会では、この法律に基づき、教育委員会の事務の点検評価を実施し、

更なる改善・改革を推し進め、期待される教育行政に応えてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 点検評価の対象及び方法 

 

（１）点検評価の対象 

北本市教育委員会では、教育基本法第１７条第２項に基づき、中長期的な視点に立

って北本市教育のあるべき姿を示し、総合的・体系的な教育施策を進めていくことを

目的として、第２期北本市教育振興基本計画（以下、「第２期計画」という。）を策定

し、教育行政施策を推進しています。 

このことから、点検評価の対象は、第２期計画に掲げられた施策としています。 

 

（２）点検評価の方法 

第２期計画は、６つの基本目標に基づく施策を体系化しています。 

このため、点検評価では、第２期計画に掲げられた施策を対象とし、具体的には、

計画を年度ごとに実効性あるものとするために策定した「令和元年度教育行政の重点

【参考】 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により

教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定に

より事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況に

ついて点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提

出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験

を有する者の知見の活用を図るものとする。 
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施策」に沿って推進した３０の施策に基づく事業の実施状況について、点検評価を行

うこととしました。 

点検評価の実施に当たっては、施策ごとに示された取組に対するその実施状況を参

考としました。 

また、教育に関し学識経験を有する方から、各施策に関する評価をいただくととも

に、全体を通しての講評をいただきました。 

 

（３）外部評価者 

   地教行法第２６条第２項の規定に基づき、学識経験を有する評価者（外部評価者）

として、以下の２名の方に評価・講評をいただきました。 

  

 埼玉大学名誉教授 清 水   誠 （敬称略） 

 

【略 歴】 昭和５１年 埼玉大学教育学部附属中学校 教諭 

      平成 ３年 埼玉県教育局北足立北部教育事務所指導課 指導主事 

      平成 ７年 埼玉県教育局指導部指導第一課 主任指導主事 

      平成 ９年 埼玉大学 教育学部 助教授 

      平成１５年 埼玉大学 教育学部 教授 

      平成２０年 埼玉大学教育学部附属小学校 校長 

      平成２２年 東京学芸大学大学院 連合学校教育学研究科 教授 

      平成２７年 埼玉大学 名誉教授 

      平成２８年 国際学院埼玉短期大学 教授・学長補佐 

      平成２９年 国際学院埼玉短期大学 教授・副学長 

（現在に至る。） 

 

 元埼玉県教育局南部教育事務所 所長 金 子 美智雄 （敬称略） 

 

【略 歴】 昭和５１年 埼玉大学教育学部附属小学校 教諭 

      平成 元年 埼玉大学教育学部附属小学校 副校長 

      平成 ６年 大宮市立栄小学校 校長 

      平成 ９年 埼玉県教育局北足立北部教育事務所 所長 

      平成１１年 埼玉県教育局南部教育事務所 所長 

      平成１３年 所沢市立所沢小学校 校長 

      平成１６年 埼玉県公立小学校校長会 会長 

      平成１９年 埼玉栄中学・高等学校 副校長・校長 

      平成２３年 淑徳大学教員養成支援センター 特任教授 
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３ 令和元年度の基本理念及び基本目標と施策 

 

  令和元年度の北本市の教育における基本理念及び基本目標と施策は次のとおりです。 

 

【基本理念】 

   共に学び 未来を拓く 北本の教育 

 

【基本目標及び施策】 

Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成 

施策１ 確かな学力の育成と指導方法の工夫・改善 

施策２ 時代の変化や社会の変化に対応する教育の推進 

   施策３ 「知・徳・体」の基礎の確実な習得の取組 

施策４ 進路指導・キャリア教育の推進 

   施策５ 本物にふれる事業の推進 

施策６ 共生社会の形成に向けた特別支援教育の推進 

 Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成  

   施策１ 基本的人権を尊重する教育の推進 

  施策２ 人権啓発活動の推進 

  施策３ 心の教育の推進 

   施策４ ボランティア・福祉教育の推進 

   施策５ 生徒指導・教育相談体制の充実 

施策６ 児童生徒の健康の保持増進 

施策７ 運動習慣の形成と体力向上の推進 

施策８ 安全教育の推進と安全管理の徹底 

Ⅲ 質の高い学校教育の推進 

施策１ 小中一貫教育（学校４・３・２制）をはじめとした異校種間連携の推進 

   施策２ 地域に開かれた特色ある学校づくり、信頼される学校づくりの推進 

     施策３ 教職員の資質の向上 

施策４ 教育環境の整備・充実 

施策５ 学校経営の改革推進 

 Ⅳ 家庭・地域の教育力の向上 

  施策１ 家庭教育に関する学習機会の充実とＰＴＡ活動の推進 

   施策２ 地域の教育推進体制の充実 

施策３ 子供の読書活動の推進 

施策４ 地域活動室事業と学校応援団の活動の推進 
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Ⅴ 生涯学習の支援 

施策１ 生涯学習による生涯学習のまちづくりの推進 

  施策２ 学習施設の整備・運営の充実 

    施策３ 文化芸術活動の推進 

Ⅵ 文化財保護の推進 

施策１ 文化財保護の調査と研究 

  施策２ 文化財の保存と管理 

  施策３ 文化財の啓発と活用 

    施策４ 郷土芸能の継承と支援 

 

※生涯スポーツ関連事務は市長部局所管事務となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 第２期北本市教育振興基本計画 ～ 
【施策の体系図】 
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４ 点検評価結果の構成 

 

  点検評価の結果については、「５ 施策の取組状況」において、基本目標のもとに設定

した施策ごとの「主な取組」「教育委員会の自己評価」「取組評価」「課題・方向性」を掲

載しています。また、「６ 評 価」において、施策ごとの自己評価及び外部評価者評価

を総括的に掲載するとともに、外部評価者による全体を通しての講評を掲載しています。 

 

＜「５ 施策の取組状況」における凡例＞ 

「事業」 

 第２期計画の各施策の「■主な取組」における事業を示しています。 

 「個別取組」 

   第２期計画に基づき策定した、「北本市教育行政の重点施策」に係る個別取組事項を

示しています。 

「令和元年度 取組状況・実績」  

上記「個別取組」対応する令和元年度の主な取組状況及び実績を示しています。 

「所管課」  

「個別取組」における令和元年度の所管課を示しています。【凡例：教総→教育総務

課、学教→学校教育課、生学→生涯学習課、文化財→文化財保護課】 

「教育委員会の自己評価」及び「取組評価」 

  「令和元年度 取組状況・実績」に対する教育委員会の自己評価を示すとともに、

次の評価記号を用いて、その評価基準を表しています。 

  「ｓ」期待水準を大幅に上まわる成果を挙げている。 

  「ａ」期待水準を上まわる成果を挙げている。 

  「ｂ」期待する成果を挙げている。 

  「ｃ」期待する成果が十分に得られていない。 

「課題・方向性」 

各施策の事業に係る課題や次年度以降の施策の方向性を示しています。 

 「計画書」 

   第２期計画において掲載されている施策のページを示しています。 

 

＊「５ 施策の取組状況」に記載されている用語の意義については、第２期北本市教育

振興基本計画８４ページから８９ページまでの用語解説の説明を御参照ください。 
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５ 施策の取組状況 

 

 

基本目標Ⅰ 

確かな学力と自立する力の育成 

 

基本目標Ⅱ 

豊かな心と健やかな体の育成 

 

基本目標Ⅲ 

質の高い学校教育の推進 

 

基本目標Ⅳ 

家庭・地域の教育力の向上 

 

基本目標Ⅴ 

生涯学習の支援 

 

基本目標Ⅵ 

文化財保護の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～外国語活動の様子～ 
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※平成３０年２月に策定した計画の概要版を参考掲載しています。 

 



　　　　施策１　確かな学力の育成と指導方法の工夫・改善

　　　　施策２　時代の変化や社会の変化に対応する教育の推進

　　　　施策３　「知・徳・体」の基礎の確実な習得の取組

　　　　施策４　進路指導・キャリア教育の推進

　　　　施策５　本物にふれる事業の推進

　　　　施策６　共生社会の形成に向けた特別支援教育の推進

基本目標Ⅰ
確かな学力と自立する力の育成

　教育の質を充実させるための土台づくりとして、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を進め、これからの
時代に求められる資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的に学び続けることができるようにします。
　また、時代の変化や社会の変化に対応する教育を推進するとともに、義務教育９年間における学びと育ちの連続性を重視した
教育及び進路指導・キャリア教育を推進することにより、児童生徒の「生きる力」をはぐくみ、一人一人の自己実現を支援しま
す。
　さらに、様々な道の専門家にふれる事業を推進することにより、児童生徒の豊かな感性をはぐくむとともに、特別な教育的支
援を必要とする子供たちに対する支援、指導体制等の整備を推進します。
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事
業

個別取組
令和元年度

取組状況・実績

施策１　確かな学力の育成と指導方法の工夫・改善 P27

○各学校におけるカリキュラム・マネジメントの確立

・地域や学校の実態及び児童生徒
の心身の発達段階や特性を十分考
慮し、教育内容や時間の適切な配
分、必要な人的・物的体制の確
保、実施状況に基づく改善をとお
して、教育課程に基づく教育活動
の質の向上に努めます。

・市内全中学校区で研究している小中一貫教育（学校４・３・
２制）において、各中学校区の児童生徒の発達の段階とともに
地域の実態に即した教育課程の実現を目指し、学校訪問や研修
会、研究発表等で各校に指導しました。
・各学校の教育課程の実施状況を適切に把握し、授業時数等の
量的確保とともに、質的向上を目指して各校に指導しました。
・新学習指導要領の全面実施に向け、外国語・外国語活動、プ
ログラミング教育をはじめとする教育課程に係る研修を実施し
ました。
・地域とともにある学校、社会に開かれた教育課程の実現を目
指し、学校運営協議会の研究に取り組みました。

学
教

・各学校の教育指導計画、学習指導
案や研究発表において、小中一貫教
育の視点の深まりが見られました。
・各学校の教育課程の実施において
は、授業時数の適切な量的確保とと
もに、質的向上ができました。
・各種研修会においては、カリキュ
ラム・マネジメントや教科等横断的
な視点で教職員の資質向上を図るこ
とができました。

ａ

・小中一貫教育を要として、社
会に開かれた教育課程の実現に
向け、教育活動の質の向上を目
指した研修や指導を重ねていき
ます。
・地域とともにある学校の実現
に向けた研究をさらに進めてい
きます。

○新たな教育課題に対応した教員養成と指導力向上研修

・主体的・対話的で深い学びの実
現に向けた授業改善を図り、教師
の指導方法について研修会を実施
します。

・市内学力向上推進委員会で「主体的・対話的で深い学び」の
視点からの学習過程の改善を伝えるとともに、学校訪問や教科
研修会等において、効果的な指導内容・指導方法の工夫を教員
に伝えました。
・学びジョンプロジェクトで道徳科と外国語活動・外国語の指
導方法を研究し、その取組の成果を全校の教員に広めました。

学
教

・研修会の実施により、教員が指導
方法を見直すと同時に、「主体的・
対話的で深い学び」を意識した授業
展開を心がけるよう、意識改善に努
めることができました。

ｂ

・「主体的・対話的で深い学
び」の視点から学習過程を改善
し、どのように学ばせるかを意
識した授業改善に努めていきま
す。

・学び続ける意欲や思考力・判断
力・表現力などを含めた確かな学
力を確実に身に付けさせるため、
意欲喚起や言語活動の充実を目指
した指導の内容と方法を工夫し、
改善を図ります。

・言語活動の充実、思考力・判断力・表現力の育成、さらには
学力向上課題解決プランとの関連など、各小・中学校が特色を
生かした教育課程を編成し、実施しました。
・全小・中学校で研究授業、研究協議を実施し、効果的な指導
方法の工夫について検討しました。

学
教

・全国、県の学力・学習状況調査の
結果分析を確実に実行させ、各校の
課題を掴ませ、課題に沿った手立て
を考えさせるとともに、研究授業・
研究協議を通して、言語活動を充実
させる効果的な指導方法を広めるこ
とができました。

ｂ

・各小・中学校の学力向上課題
解決プランを見直し、取組や実
践を活かすとともに、新学習指
導要領を見通し、さらなる言語
活動の充実、思考力、判断力、
表現力の向上を目指した教育課
程の編成をしていきます。

基本目標Ⅰ　確かな学力と自立する力の育成

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価

取
組
評
価

課題・方向性
計
画
書



○義務教育９年間における学びと育ちの連続性を重視した小中一貫教育（学校４・３・２制）の推進【※令和元年度重点項目】

・児童生徒の発達段階やその特性
に応じて、適切に支援します。

・小学校における教科担任制を推進するため、非常勤講師を配
置し、高学年の理科を専科で担当させたり、中学校教員が小学
校に出向き、算数、音楽、外国語活動や道徳を担当したりと、
発達段階に合わせた授業の実践を行いました。

学
教

・小・中合同研修会や互いの授業参
観を通じ、９年間の連続性を重視し
た指導を推進し、研究を深めること
ができました。

ａ
・９年間を見通した学びや育ち
の連続性を高めるため、合同研
修の内容を深め、系統的な教育
課程の編成を進めていきます。

・児童生徒や教員相互の交流を活
性化し、互いの学校文化の理解、
子供の指導に関する情報の共有化
などを図ります。

・児童生徒の交流を図るため、毎学期の合同あいさつ運動、バ
スケットボール指導（４月）、部活動体験（７月）、小中合同
レク（７月）、陸上競技指導（１０月）、歌声交流会（１１
月）、６年生１日体験入学（３月）などを実施しました。ま
た、教員間交流と相互理解を深めるため、小・中合同研修会を
夏季休業中に１回、各学期に１回以上実施し、情報共有を図り
ました。

学
教

・教科担任制、小・中相互乗り入れ
による授業及び指導、児童生徒どう
しの交流等の実施により、相互理解
がより一層深まり、「中１ギャッ
プ」の軽減につながり、中学校１年
生の不登校生徒が昨年度に比べ３人
減少しました。

ａ

・当該事業に基づく「中１
ギャップ」の軽減への効果、及
び中２段階での不登校軽減への
効果についても、引き続き研究
していきます。

○きめ細かな学習指導を展開するための少人数学級の充実

・小１、小２における３０人程度
学級、小３、小４における３５人
程度学級を実施し、個に応じた指
導や発達段階に応じた指導を行う
ことで、規律ある態度の育成や学
力向上を図ります。

・小学校１校に１人の市費採用教員を配置することにより、少
人数学級を編制し、個に応じた指導や発達段階に応じた指導を
実施しました。基本的な生活習慣や規律を身に付ける発達段階
である小学校の低中学年においてきめ細かな指導をすること
で、学力向上にもつながるよう指導を行いました。

学
教

・中学年における少人数学級の実施
に伴い、きめ細かな学習指導や個に
応じた指導が実現し、児童の規律あ
る態度の育成や学力向上を図ること
ができました。

ｂ
・市費採用教員の配置に変わる
取組により、きめ細かな指導を
展開していきます。

・少人数学級での研究授業を実施
することで、教師の指導力を高
め、学力向上へつなげます。

・市費教員を配置した学校では、研究授業及び研究協議を２回
実施しました。研究協議では、校長及び市教委より授業改善の
ための指導・助言を行いました。

学
教

・研究授業及び研究協議を通して、
指導力の向上を図ることができまし
た。

ｂ
・県の少人数学級編制に係る研
究指定を受け、研究授業を実施
し、教師の指導力の向上を高め
ていきます。

○学力調査や満足度調査など各種調査を活用した児童生徒の実態把握と実効ある対策の実施及び評価

・各小・中学校で学力の課題を設
定し、実効ある対策と学力向上プ
ランをもとに、授業の工夫をする
とともに、学力向上推進委員会で
その達成度を評価します。

・各小・中学校において、全国、県の学力・学習状況調査の結
果を受け、学力向上プランを見直し、それに基づいた取組を行
いました。
・各小・中学校の具体的な取組の共有化を図り、学力調査を活
用した実効ある対策の実施を促進するため、各校代表者を集め
た学力向上推進委員会を開催しました。（７月、２月開催）

学
教

・各小・中学校において学力の課題
解決に向けて、検証改善サイクルに
基づいた取組を進めました。また、
学力向上推進委員会で、優れた実践
の共有化を図り、授業の工夫改善に
つなげることができました。

ｂ
・課題解決に向けて、学力向上
プランの見直しを行い、プラン
に沿った実践を行っていきま
す。

・学校生活を調査するアンケート
を実施することで、児童生徒一人
一人の状況、クラス全体の状況を
把握し、学級経営の改善を図ると
ともに、学力向上やいじめ、不登
校などの課題の解決を図ります。

・小学校では「なかよしアンケート」、中学校では「生活アン
ケート」という名称で、学校生活の悩みや家庭の様子が分かる
アンケート調査を全児童生徒から行いました。夏休みを除いて
毎月行い、児童生徒一人一人の実態把握ができました。アン
ケートの内容を、担任・学年主任・管理職による複数の目で
チェックし、児童生徒の支援・見守りに関する情報を学校全体
で共有しました。

学
教

・定期的にアンケート調査を行うこ
とで、児童生徒が抱える悩みや家庭
環境などの把握に効果的でした。
・調査内容で、担任等が気になるこ
とがあったら、すぐに聞き取り調査
を行うことができ、早期発見・早期
対応を行うことができました。

b

・登校児童生徒のアンケート調
査は確実に実施できています
が、不登校児童生徒に関して
は、アンケートの送達確認が困
難な部分もあるため、家庭と協
力・連携のもと、実施していき
ます。
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○地域の教育力を活用した夜間補習「ナイトスクール」及び土曜日・長期休業日における補習の推進【※令和元年度重点項目】

・児童生徒一人一人の学力の向上
を図るために、各小・中学校の実
態に合わせて、学習支援のボラン
ティアの協力を得るなど、地域の
教育力を活用した補習を実施しま
す。

・市内各小・中学校において、約１０回の土曜補習を開講し、
延べ2573名の参加児童生徒に対して、学習習慣の定着や基礎学
力を高めるための学習支援をすることができました。
・補習にあたり、各校教職員のみならず、学習支援ボランティ
アの協力を得て実施しました。

学
教

・地域の方や教員ＯＢの講師の方と
の連携を図り、充実した学習指導を
行うことができました。

ｂ

・今後地域の教育力をこれまで
以上に活用するために、市ホー
ムページや広報誌を活用するな
ど募集に係る周知の仕方に工夫
を加えていきます。

・学ぶ意欲を支え、学力の向上を
図ることを目的に、中学生の希望
者を対象とした夜間補習「ナイト
スクール」を、教員ＯＢ等の協力
のもと実施します。

・中学校４校の３年生を対象に、学ぶ意欲と学力の向上を図る
ためのナイトスクールを、月に２回程度、合計１９回実施し、
３７人が受講しました。
・講師は地域の方や教員の他、教員ОＢにも依頼し、個の課題
に対してきめ細かく支援することができました。

学
教

・中学３年生を対象に、基礎学力の
定着の充実を図ることができ、地域
の方・教員・教員ＯＢの協力から講
師人数を充実させ、個別指導による
学習を進めることができました。

ｂ

・年間の学習プラン・教材・講
師確保など検討しながら、学力
向上が急務な生徒に焦点を当て
た計画を進めるほか、不登校の
生徒も参加できる体制を整えて
いきます。

施策２　時代の変化や社会の変化に対応する教育の推進 P29

○国際理解教育の推進

・ＡＬＴを計画的に配置するとと
もに、ＡＬＴを活用した企画を立
案・実施し、児童生徒のコミュニ
ケーション能力を高めさせる英語
教育の充実を図ります。

・様々な出身国のＡＬＴを４人任用し、小学校で週１.５日、中
学校では週２日配置しました。
・月例ＡＬＴミーティングを開催し、課題について情報共有を
するとともに、適宜ＡＬＴに対して指導助言を行いました。
・夏季休業中を利用し、小学校５・６年生を対象に「イング
リッシュ・サマー・プログラム（ＥＳＰ）」を２日実施し、外
国語の興味関心を高め、コミュニケーション能力を育成しまし
た。

学
教

・ＡＬＴの研修を月１回の頻度で計
画的に行い、効果的な活用を行うこ
とができました。
・「ＥＳＰ」は、ＡＬＴが主体的に
企画立案・運営することで、ＡＬＴ
の教育実践力を高め、参加した児童
及びボランティアとして参加した中
学生の全員から「楽しかった」とい
う感想を得られました。

ａ

・ＡＬＴ配置事業については、
令和２年度から配置業務委託に
切り替え人数も４名から６名に
増えるため、新学習指導要領が
全面実施されることも含め、効
果的なＡＬＴの活用の在り方に
ついてより一層研究してまいり
ます。

・わが国の伝統文化を理解し、尊
重する態度をはぐくむとともに、
諸外国の文化に対する理解を深
め、広い視野をもった児童生徒を
育てる教育を推進します。

・小学校の外国語活動や中学校の英語の授業、総合的な学習の
時間等をとおして外国の文化に対する理解を深め、国際性を養
うと共に、視野を広めることができました。

学
教

・小学校では主に英語によるコミュ
ニケーション活動の中で外国の文化
や習慣に関して理解を深めることが
でき、中学校では英語の授業に加
え、総合的な学習の時間で国際理解
を取り上げ、個々の課題意識に基づ
いて調査・まとめ・発表活動を行う
ことができました。

ｂ

・小中一貫教育の観点から英語
教育に系統性を持たせ、総合的
な学習の時間においては各中学
校区ごとに取り上げた内容を共
有し発展性のある実践を行いま
す。
・オリ・パラと関連させ、受け
入れる２か国の伝統や文化への
理解を深める教育を推進しま
す。

・小学校段階からの外国語活動を
さらに推進するために、長期休業
期間等を活用した、児童・教職員
対象の外国語活動研修を実施しま
す。
【※令和元年度重点項目】

・８月の研修では、各小学校の取組について情報交換を行い、
指導方法の共有化を図るとともに、中学校の英語科教諭にも参
加を依頼してＡＬＴとＨＲＴ（学級担任）の効果的な連携の在
り方に関するワークショップ型研修を行い、実践的指導力を育
成しました。
・２月の研修では、小学校における「パフォーマンス・テス
ト」推進のために、２学期中に撮影した「英語専科指導教員」
の授業実践の映像をもとに協議を行い、ロールプレイを通して
実際の指導方法を身に付けることができました。

学
教

・研修を充実させたことで、外国語
活動、外国語の授業において、指導
方法が全小学校で共有化することが
できました。
・小学校教員が中学校教員の専門的
な知見に触れ、合同研修すること
で、教科化に向け、専門性を高める
ことができました。

s

・小学校の外国語の教科化に鑑
み、長期休業中に研修を行い、
校内での中核となる教員を育成
していきます。
・英語専科教員の配置により、
小学校の英語教育の質を高め、
専科ではない担任の英語指導力
の向上を図ります。



○情報教育の推進

・情報モラル教育の徹底を図るた
め、教職員対象の研修会を実施し
ます。

・情報セキュリティーポリシーに基づく研修会等を各校におい
て、年度当初、各学期末、夏季休業中に行いました。

学
教

・健全育成会議やいじめ非行防止
ネットワークチーム会議において、
ＳＮＳ上のトラブルに関する事例や
「ネットいじめ」について取り上
げ、対策の在り方等について指導を
行いました。

ｂ

・倫理確立委員会等を活用し、
各校の情報セキュリティポリ
シーに則った、教職員の情報セ
キュリティの意識の向上を図り
ます。

・児童生徒に対して、情報モラル
を含めたネットトラブル等の防止
に関する指導を積極的に実施しま
す。

・児童生徒に対し、技術・家庭科、道徳、特別活動等の授業の
中で、情報モラル・ネットトラブル対策等の指導を行いまし
た。また、通信各社による出前授業等を活用し、親子でともに
スマートフォンの使い方やＳＮＳのトラブル等について考える
機会を全小・中学校で設けました。

学
教

・情報モラル教育について、授業だ
けでなく、生徒指導部会と連携し、
全校朝会や学年集会でネットマナー
の指導を行い、ネットトラブル対策
を実施しました。

ｂ

・ネットトラブルは、ＳＮＳ内
の見えない部分で多発し、深刻
化していることから、情報モラ
ル教育の啓発を家庭にも広めて
いきます。

・情報機器等を活用した情報の共
有化を図り、校務の効率化と効果
的な授業の実現を図ります。

・校務支援システムの活用促進を図るため、管理職や新採用、
転入教職員向けの研修会を行いました。
・校務の適切な効率化を目指し、小学校における新学習指導要
領に対応したシステムのカスタマイズを行いました。

学
教

・各学校の教職員全員が校務支援シ
ステムを活用できる環境を整えられ
るよう、研修を実施できました。
・システムのカスタマイズにより、
各校の教職員の負担軽減につながり
ました。

ｂ
・新しい時代を見据え、関係課
と連携しながら情報機器等のさ
らなる充実を図って行きます。

・インターネットなど多様なメ
ディアを活用した教育の充実を図
ります。

・各教科において、インターネットをはじめとする各種メディ
アを積極的に活用しました。
・社会科での地域調べ、総合的な学習の時間での調査活動等に
おいてインターネットなど多様なメディアを活用しました。

学
教

・プログラミング教育については、
夏季休業中と３学期に研修会を計画
的に開催し、各校における推進者を
育成するとともに、プログラミング
教育の実践事例を蓄積することがで
きました。

s

・プログラミング教育の推進を
継続しつつ、ＩＣＴの整備計画
に基づき、１人１台環境におけ
る効果的な教育実践の在り方に
ついて研究していきます。

○環境教育の推進

・学校生活や家庭生活で、自然を
大切にする思いをはぐくみ、限り
ある資源を安全に、かつ、大切に
活用する循環型社会を目指すため
の教育を推進します。

・児童生徒の環境問題についての意識の高揚を図るため、各
小・中学校において、埼玉県が進めるエコライフＤＡＹにおけ
るエコライフに係る取組を実施しました。
・児童生徒の家庭生活や環境への関心を高めるため、エコ
キャップ、牛乳パック等の回収を児童会・生徒会を中心に実施
しました。中でも牛乳パック回収は、全小・中学校で取り組み
ました。

学
教

・エコキャップ回収やエコライフＤ
ＡＹの取組を通して、児童生徒のリ
サイクルや省エネといった環境問題
に対する意識の向上がみられまし
た。

ｂ

・様々な活動と各教科をリンク
し、活動のみにならないように
注意し、環境教育への児童生徒
の意欲を一層高められるように
します。

・自然に対する関心を高めさせる
とともに、地域の人々と連携し、
学校緑化運動や自然学習センター
等の施設を活用した自然にふれあ
う教育を推進します。

・児童生徒の自然に対する意識や関心を高めるため、全小・中
学校において、動植物の飼育・栽培、花壇の整備などの各種体
験活動、学校農園の充実などの学校ファームの取組を実施しま
した。

学
教

・学校ファームは全小・中学校で実
施し、自校で収穫した農作物を給食
で使用するなど、児童生徒の生活に
身近な取組ができ、自然環境や食物
に関する意識が高まりました。

ｂ

・学校ファーム等環境保全に係
る取組を継続し、児童生徒が常
に環境問題への意識を持てるよ
うにします。
・中丸小学校に委嘱された県事
業の成果を各校に広めます。
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○学校図書館教育の充実

・児童生徒の望ましい読書習慣の
形成を図るため、学校の教育活動
全体をとおして、多様な指導の展
開を図ります。

・朝読書の習慣化の他、図書に関わる集会や児童会・生徒会活
動等を各学校で計画し、多様な視点で読書習慣の形成を図りま
した。
・学校図書館の学習情報センターとしての機能を充実させ、授
業等での調べ学習の推進を図りました。

学
教

・全小・中学校で、調べ学習で学校
図書館を活用しているとともに、児
童会・生徒会活動を中心として展示
やイベント等を実施し、読書習慣の
形成を図りました。

ｂ
・各学校の図書館が、市立図書
館とも連携しながら児童生徒の
読書習慣の形成を図るシステム
づくりも検討していきます。

・読み聞かせや朝読書等により、
読書活動のきっかけをつくり、習
慣化を図ります。

・全小・中学校で、朝読書に取り組みました。
・小学校においては、地域の教育力を生かしながら本の読み聞
かせを行い、読書に親しむ機会を設けました。

学
教

・朝読書や読み聞かせを中心とし
て、児童生徒の読書の習慣化が図れ
ました。

ｂ
・保護者からは学力向上のニー
ズも高く、読書の推進との両立
を図りながら推進していく必要
があります。

・全校に専門的な知識をもつ司書
教諭を配置するとともに、学校図
書館の充実のために司書教諭の有
効活用に努めます。

・各校における読書推進や学校図書館教育の充実を図るため、
司書教諭配置基準に則り、司書教諭を配置しました。（全１２
校中１１校で発令）
・専門的知識を有する司書教諭、図書主任、学校図書館指導員
が連携しながら学校図書館を運営するよう指導しました。

学
教

・学級数の規定による配置義務９校
に対して、１１校に司書教諭を配置
しました。
・学校図書館においては、司書教諭
と図書主任、学校図書館指導員が連
携して運営するよう指導しました。

ｂ

・各学校、地域の実態に応じて
最大の教育効果を生み出す学校
図書館教育の実践に向け、今後
も司書教諭の有効活用を図って
いきます。

・全校に指導員を配置し、読書環
境の整備と質の高い読書活動の推
進を図ります。

・全小・中学校に学校図書館指導員を配置しました。
・人のいる温かみのある学校図書館、読書・学習情報センター
としての機能をもつ学校図書館の充実を目指し、学校図書館指
導員研修会を年３回行いました。

学
教

・年３回の学校図書館指導員研修会
においては、専門家による講演の
他、実践事例の共有、人権教育に係
る研修など、様々な視点で学校図書
館指導員の資質向上を図りました。

ｂ
・学校図書館の資質向上は十分
図れていますが、蔵書管理の電
子化など、読書環境をより整え
ていく必要があります。



施策３　「知・徳・体」の基礎の確実な習得の取組 P31

○「学力」・「規律ある態度」・「体力」の基礎的･基本的な内容を確実に身に付けさせる教育の推進

・児童生徒が「読む・書く」・
「計算」の基礎的・基本的な知識
及び技能を確実に身に付けること
ができるよう指導体制や指導方法
の工夫・改善を行い、教育活動の
充実に努めます。

・継続的な取組を通して、各小･中学校の学力向上プランで基礎
学力向上の取組を重視して実施しました。
・市学力向上推進委員会において、県の効果ある取組の紹介
や、各中学校区における各校の取組発表・研究協議を行いまし
た。ＰＤＣＡサイクルを意識し、基礎学力を確実に身に付ける
ことができるよう、指導方法の改善を行いました。

学
教

・市内学力向上推進委員会で取組の
普及・啓発を行った結果、各小・中
学校での取組が充実し、教育課程の
工夫に成果があがりました。
・各小・中学校に県のコバトン問題
集等ワークプリントの活用実践が充
実してきました。

ｂ

・学校訪問の際、検証結果で定
着が不十分であった分野の取扱
を丁寧に行うよう指導していき
ます。
・各小・中学校に県のコバトン
問題集等ワークプリントの継続
した活用を促していきます。

・学習指導要領の趣旨に沿って、
育成を目指す資質・能力を明確化
します。

・言語活動の充実の対応などを行うとともに、南部教育事務所
や市教委による各小・中学校への学校訪問等をとおして、学習
指導要領の趣旨に沿った取組を適切に行っているかの確認を行
いました。特に、小学校では、道徳の教科化及び外国語活動の
実施に向けて、指導内容・指導方法の確認をしました。

学
教

・学力向上プランの作成見直しを行
うことで、指導内容、指導方法の見
直しを図りながら、児童生徒に付け
させたい力を確認することができま
した。

ｂ
・学習指導要領の趣旨に沿っ
て、授業を進められるように、
学校訪問や、各研修会で確認し
ていきます。

・児童生徒に基本的な生活習慣や
学習習慣を確実に身に付けさせる
ことができるよう、指導体制や指
導方法の工夫・改善を行い、学級
経営を中心とした教育活動の充実
に努めます。

・教育に関する３つの達成目標の理念を基に、規律ある態度の
育成を目指すため、小中一貫教育を通して実施された小・中共
通した生活習慣（学級経営を軸に）や学習習慣を身に付ける取
組が研究・実践されました。

学
教

・小中一貫教育を通して、生活のき
まりの共通化を図ったり、発達の段
階に合わせた内容にしたりするなど
の具体的な工夫がみられました。

ｂ

・発達の段階の違いを考慮し、
学習環境のユニバーサルデザイ
ン化を継続させ、児童生徒の学
習環境を整えていきます。

・礼儀正しく人と接する習慣を身
に付けるため、各小・中学校であ
いさつ運動を実施します。

・各小・中学校において、あいさつ運動を毎月実施しました。
・全中学校区で小・中合同のあいさつ運動を行いました。

学
教

・小・中合同あいさつ運動などで
も、活動の振り返りを取り入れ、取
組の意味や大切さなども理解して行
えるような改善がみられました。

ｂ

・あいさつ運動などは形骸化さ
せず、小中連携を通して、中学
生があこがれの存在となり、自
尊心を高められるよう工夫して
いきます。

・「体力」について、児童生徒一
人一人の体力向上目標値を設定す
るなど、体力向上に取り組みま
す。

・新体力テストの個人結果を児童生徒一人一人に確認させ、自
己の体力の把握したり自己の体力に応じた目標を持たせたりす
るよう各小・中学校へ指導しました。また、自己の体力に応じ
た課題が克服できるような活動を授業に取り入れるよう各小・
中学校へ指導しました。
・これまでの自身の伸びを感じ取れるよう、個人結果は毎年度
貼りためていくよう各小・中学校へ指導しました。

学
教

・各小・中学校において、児童生徒
一人一人に目標を持たせて運動させ
ることができました。
・授業においては児童生徒の課題に
応じた場の設定が小学校だけではな
く中学校でもみられました。

ａ

・授業において、児童生徒の課
題に応じた場の設定をするだけ
ではなく、児童生徒一人一人の
状況に応じた声掛けや指導を教
員が行えるよう、研修を通して
教員の意識を高めていきます。
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○知識の理解の質を高め、確かな学力を育成する教育の推進

・児童生徒一人一人の学力の向上
や生きる力を育てるため、発達段
階と各小・中学校の実態を踏まえ
ながら、地域の教育力を活用した
学習の支援を実施します。

・児童・生徒の発達段階に応じた指導を研究するために、各
小・中学校を４つの中学校区に分け、学校や地域の実態に応じ
た研究を進めました。各小・中学校において、学校や地域の実
態に応じた、地域の力を学習指導に生かす取組を実施しまし
た。

学
教

・各中学校区の実態に合わせた研修
を、小・中学校が連携しながら行う
ことができました。
・地域の力を学習指導に取り入れ、
昔遊びや棚田づくりなど、地域の伝
統を学校教育に取り入れることがで
きました。

ｂ

・今後も、中学校区における小
中一貫教育の中で、学習指導の
研究を進めていくとともに、よ
り積極的に地域の力を学習指導
に取り入れていきます。

施策４　進路指導･キャリア教育の推進 P32

○積極的な進路相談の実施

・児童生徒が明確な目的意識を
もって、主体的に自己の進路を選
択できる能力を身に付けられるよ
う、発達段階に応じたキャリア教
育を実施します。

・発達段階に合わせ、将来への夢や希望を持たせるとともに、
将来なりたい職業に就くための課題を持たせながら、キャリア
教育を推進しました。特別活動などの授業では職業調べをして
調べた内容を新聞でまとめるとともに、発表を行いました。

学
教

・特別活動の授業で望ましい職業観
をもたせ、自己の将来の夢や希望を
持たせることができました。また、
キャリアチャレンジ推進事業を通し
て、より具体的で実践的な職業観を
育むことができました。

ａ

・特別活動の授業における授業
実践を各校で共有する研修の機
会を設けるとともに、キャリア
チャレンジ受入事業所の選択肢
をより広げ、進路選択につなが
るよう工夫していきます。

・生徒がより適切で主体的な進路
選択を実現できるよう、進路指導･
進路相談を実施します。

・各中学校において、卒業後の進路選択を適切に行えるよう
に、保護者・生徒・学校との三者面談を実施するとともに、進
路に係る教育相談を必要に応じ実施して、主体的な進路選択が
実現できるように支援しました。

学
教

・各中学校、全学年で保護者・生
徒・学校の三者で面談を行い、適切
な進路選択ができるよう指導しまし
た。また、キャリアチャレンジ推進
事業を通して、自己のキャリアにつ
いて主体的に考えられる生徒が増え
ました。

ｂ

・校内の進路指導計画をさらに
充実させ、学年ごとに計画的な
進路指導・キャリア教育を行
い、生徒や保護者の状況に合わ
せた進路相談を実施していきま
す。

○家庭や関連機関との連携の強化

・学校だより、家庭教育講演会等
で進路選択に関する家庭での教育
を啓発・支援します。

・家庭におけるキャリア教育を啓発するため、各中学校におい
て、「学校だより」等による進路指導・進路情報の提供を行い
ました。
・子育てについて保護者に情報提供するとともに、家庭におけ
る進路教育を啓発するため、小・中学校保護者を対象に、家庭
教育講演会を実施しました。

学
教
・
生
学

・「学校だより」等を活用して、保
護者に情報提供するとともに、家庭
教育講演会を開催したことで家庭に
おけるキャリア教育の意識を高める
ことができました。

ｂ

・進路だよりの発行や家庭教育
講演会の開催を通して、今後も
情報共有及び啓発に努めます。
また、家庭の状況によっては、
スクールカウンセラーやスクー
ルソーシャルワーカーを活用し
た啓発等も進めていきます。

・職業に関心をもたせるため、地
域の職業人による講演会等を開催
します。

・児童生徒に自分の夢や希望を実現するために何をするのが望
ましいのかを深く考えさせ、働くことの意義などに関心を持た
せるため、それぞれの分野で活躍している方を講師として招
き、講演会等を実施しました。

学
教

・各小・中学校でそれぞれの分野で
活躍している方を講師として招き、
講演会を開催することができまし
た。

ｂ

・各小・中学校から歴代講師の
情報を集め、教育委員会として
データベース化することで、今
後市内で情報を共有しながら、
より効果的な講演会を開催でき
るよう支援していきます。



○職場体験の充実

・企業や施設などにおける職場体
験を関係機関と一体となって実施
し、実践的な職業教育を充実させ
ます。

・生徒の職業観についての意識の高揚を図るため、全中学校２
学年で市内及び近隣市町の店舗や企業、施設などにおける３日
間の職場体験を実施しました。

学
教

・職場体験事業を実施することで、
生徒は職業観がさらに深まる機会と
なりました。また、地域経済推進課
と連携して新規事業所の開拓し、生
徒の選択の幅を広げることができま
した。

ａ
・地域連携を強化し、様々な職
種での体験が可能となるよう、
今後も取組の充実を図っていき
ます。

○職業教育･産業教育の推進

・社会人や職業人として、自立で
きるよう､地域や産業界と連携･協
力し、望ましい職業観･勤労観を育
成します。

・児童生徒が望ましい職業観や勤労観をはぐくむため、各小学
校において工場見学、各中学校において職場体験を実施しまし
た。
【訪問先】
小学校：グリコの工場、中学校：北本市内の商店や施設

学
教

・実際に見学や体験をすることで児
童生徒に望ましい職業観や勤労観を
はぐくむ一助となりました。

ｂ
・市内にある工場の見学を積極
的に取り入れ、地域との連携を
図ります。

施策５　本物にふれる事業の推進 P33

○学校クラスコンサートの実施

・児童を対象に、ピアノ、フルー
ト、バイオリン等の演奏者を招
き、クラスごとのミニ演奏会を実
施します。息遣いを感じるほど近
くで演奏を聴くことにより、音楽
性を高めるとともに感動する心を
養います。

・全日本ピアノ指導者協会に依頼し、演奏者を派遣していただ
きました。各小学校の４年生を対象に音楽室におけるミニ演奏
会を実施しました。
（各小学校１回開催）

学
教

・プロの演奏者による生演奏を間近
で感じることによって音楽性を高め
るとともに、児童が豊かな心をはぐ
くむ一助にすることができました。

ｂ
・各小学校との日程調整につい
て連携を図り、円滑な演奏者の
派遣を計画的に実施していきま
す。

・様々な職業や経歴の方を講師に
招き、直に生き方の指針や社会人
としてのマナーなどを学びます。

・生き方の指針や社会人としてのマナーなどを直に学ぶため、
北本中学校で「ふれあい講演会」を実施しました。（ジオラマ
アーティスト：瀬川たかし氏）

学
教

・芸術や工芸の分野の専門家を招
き、ふれあい講演会をとおして生き
方や社会人のマナーを学ぶことがで
きました。

ｂ
・中学生にとってこれからの生
き方の参考になるよう、多様な
分野の第一線で御活躍の講師の
人選を計画的に行います。

16
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○こころの教育推進事業の実施（ふれあい活動）

・小学校にスポーツをはじめ、さ
まざまな分野の専門家（プロ
フェッショナル）の方々を招き、
学校内でのふれあい活動、教員対
象の研修会を行うことで、児童の
豊かな感性をはぐくむとともに、
教員の教科指導力の向上を図りま
す。

・小学校２校において、芸術の道の専門家として弦楽四重奏団
を招き、コンサートやふれあい活動をとおして、児童の豊かな
感性をはぐくむとともに、自らの生き方を考えるきっかけとし
ました。

学
教

・専門家の指導や生き方から児童が
一生懸命学ぶ姿が見られ、普段は体
験することができない貴重な学習の
機会にできました。

ｂ
・児童の豊かな感性をはぐくむ
とともに、教員の指導力の向上
も図れるような事業の工夫につ
いても検討していきます。

○日本の音楽（民謡）にふれる教室の実施

・市民団体等と協力し、民謡で使
用する楽器に直接ふれ、演奏を体
験するなど、通常の授業では体験
できない民謡の世界を学びます。

・北本市民謡協会の協力を得て、小学校４年生音楽の民謡を学
ぶ単元で、全小学校において、民謡の中で用いる楽器に実際に
ふれる体験を通して、日本の伝統芸能を味わうことができまし
た。

学
教

・北本市民謡協会の協力により、通
常の授業では体験できない民謡の世
界を４年生の児童が学ぶことができ
ました。

ｂ
・今後も民謡協会と連携のも
と、ゲストティチャーとして招
き、日本の伝統芸能にふれる重
要な機会を提供していきます。

施策６　共生社会の形成に向けた特別支援教育の推進 P34

○心のバリアフリーを進める教育の推進

・支援籍を置くことで、特別支援
学校（学級）と市内小・中学校の
教職員が連携し、障がいのある児
童生徒の教育的ニーズに合った支
援計画を立て、その計画を基に特
別支援学校と市内小・中学校の児
童生徒が一緒に学び、交流を深め
ます。

・支援籍を希望する特別支援学校に通う児童生徒が、居住する
区域の小・中学校に支援籍を置き、その小・中学校の児童生徒
と年１回から２回の交流を行いました。近隣の特別支援学校と
連携して支援籍の基礎名簿を作成しました。

学
教

・支援籍を置く学校で、通常学級と
特別支援学校の児童生徒が交流し、
障がいを抱えた人への正しい理解を
深めるとともに、交流をとおして支
援籍の児童生徒が所属感を持つこと
ができました。

ｂ

・支援籍学習に対する理解をさ
らに深め、特別支援学校に通う
児童生徒の個にあった支援の方
策を、在籍校と支援籍校で共有
するため、一層の連携を図りま
す。

○障がいのある児童生徒への社会で自立できる自信と力をはぐくむ教育の推進

・幼児期からのきめ細かな支援体
制で、個に応じた指導を実践しま
す。

・児童発達支援センターにおいて保護者向けに就学支援につい
ての話（６月、１回実施）をするとともに、保護者に対して
小・中学校の特別支援学級への見学会を実施しました。また、
相談があった幼児の行動観察を行うため、保育園や保育所、幼
稚園に行き、実態の把握を行いました。

学
教

・児童発達支援センターと市教委で
連携し、保護者との相談や保護者が
特別支援学級を見学したりすること
で、個に応じた支援体制づくりの一
助となりました。

ｂ

・障がいのある子供の保護者
は、大きな悩みを抱えている
ケースがあるため、情報提供と
意思疎通により、個に応じた支
援策を立てていきます。

・個に応じた支援計画をもとに継
続した指導を実践します。

・障がいのある子供のニーズ、保護者の願い、支援の目標、支
援を行う者や機関の役割分担、支援の内容や効果の評価方法を
考え、個に応じた支援計画を作成し、継続性のある支援を行い
ました。

学
教

・保護者との面談を行い障がいのあ
る子供の教育的ニーズに応じた支援
について検討し、就学相談もスムー
ズに実施できました。

ｂ
・障がいを抱えた児童生徒が継
続した支援を受けられるよう、
県作成のサポート手帳を活用し
ていきます。



○特別支援学級や通級指導教室の特性を生かした特別支援教育の充実【※令和元年度重点項目】

・特別支援学級や通級指導教室に
おいて、保護者との合意形成に基
づき合理的配慮を実施し、一人一
人に応じた個別の指導を行い、適
切な支援に取り組みます。

・児童生徒の状況に合った適切な支援を行うため、各小・中学
校において、個に応じた個別の指導計画を作成・活用し、指導
に取り組みました。指導計画の作成に当たっては、保護者と十
分に連携し、同じ方向性で足並みを揃えて支援できるように取
り組みました。保護者との合意形成率は昨年度より９ポイント
上回り８７％でした。

学
教

・児童生徒の個に応じた指導計画を
作成するに際し、保護者面談や電話
相談等を繰り返し、必要に応じて見
直しを行うなど、丁寧な対応を重ね
ながら、保護者との合意形成を図る
ことができました。

ａ
・個別の支援を充実させるため
保護者と連携を図り、施設や支
援員の効果的な活用を推進して
いきます。

○特別支援学級及び通常の学級における支援員の有効活用【※令和元年度重点項目】

・特別支援学級における支援が必
要な児童生徒の補助として、特別
支援学級のある小・中学校に支援
員を配置し、教育活動の充実を図
ります。

・特別支援学級における個に応じた教育活動の充実及び児童生
徒に対しきめ細かな対応を図るため、特別支援教育支援員を配
置しました。
（小・中学校合計２７人《通級指導教室を含む》）
（特別支援学級１学級あたり0.85人配置）

学
教

・学級担任と支援員が、児童生徒の
状況に応じて役割分担し、きめ細か
な指導と個に応じた支援を行うこと
で、効果的な学習指導が実施できま
した。

ｂ
・支援員の配置を計画的に行
い、個に応じたよりきめ細かな
指導計画や支援計画を立て、実
践していきます。

・通常学級における支援が必要な
児童への補助として、各小学校に
支援員を配置し、教育活動の充実
を図ります。

・各小学校の実態に応じ、一人一人のニーズや支援の必要性を
把握したうえで、適切な人事配置を行いました。
（学力向上支援員　小学校１６人（１校あたり１～３人配
置））

学
教

・支援を要する児童が学習に向かえ
るための直接的な支援を行うこと
で、基礎学力の定着を図りました。

ｂ
・支援員の配置を計画的に行
い、個に応じたよりきめ細かな
指導計画や支援計画を立て、実
践していきます。

○ＬＤ・ＡＤＨＤ・自閉症スペクトラム障害等の児童生徒の理解と指導の充実

・特別支援教育コーディネーター
を配置し、研修により資質の向上
に努めます。

・ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等の児童生徒の理解を深める
とともに、速やかな保護者対応を可能にするため、各小・中学
校に特別支援教育コーディネーターを計１２人配置しました。
また、特別支援教育コーディネーターについて、県主催の研修
に小学校教員１名、中学校教員１名を派遣しました。

学
教

・全小・中学校に特別支援教育コー
ディネーターを配置し、校内の特別
支援教育の推進役となりました。配
慮を要する児童生徒への適切な支援
の実践を図ることができました。

ｂ

・児童生徒の様子を理解し、個
に合った支援を確立するため、
騎西特別支援学校や川島ひばり
が丘支援学校のコーディネー
ターと計画的に連携していきま
す。

・各小・中学校における特別支援
教育に関する研修の充実を図りま
す。

・発達障害の基礎理解について学ぶため、県福祉部と県教育委
員会の共催の幼保から小学校へ支援をつなぐ特別支援教育研修
に参加しました。

学
教

・各小・中学校の特別支援担当教員
が発達障害の基礎理解について学ぶ
特別支援教育研修に参加しました。

ｂ

・各小・中学校の特別支援担当
者が発達障害の理解をさらに深
めてもらい、引き続き各小・中
学校の特別支援教育の充実を
図っていきます。
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○適正な就学相談・就学支援の推進

・就学支援委員会において、より
良い就学先について検討します。

・児童生徒のよりよい就学先について検討するため、就学支援
委員会を開催しました。
（全体会５回開催・専門委員会１回開催）

学
教

・就学支援委員会では、保護者との
面談だけではなく、専門員が児童生
徒の行動観察を行い、児童生徒への
より良い支援ができました。

ａ
・各児童生徒の状態に応じ、児
童生徒の様子を理解し、個に
合った支援を確立していきま
す。

・専門的な立場の方や就学に係る
専門委員の参観のもとで、適切に
就学先を判断し、保護者に対して
支援を行います。

・各小・中学校及び特別支援学校のコーディネーターや医師等
を就学支援委員会委員として任命しました。それぞれの立場か
らの意見を伝え、子供一人一人の就学先を慎重に審議するとと
もに、保護者との面談も含めた支援を実施しました。

学
教

・細かな観点から児童生徒の就学先
についての情報を収集して、就学支
援委員会でよりよい支援を検討し、
保護者との合意形成のもと、就学先
を決定することができました。

ｂ
・医師や騎西特別支援学校及び
川島ひばりが丘支援学校のコー
ディネーターと引き続き連携し
ていきます。

○インクルーシブ教育システムの構築やユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくりの推進

・インクルーシブ教育システムの
構築に向け、個別の教育支援計画
や基礎的環境整備の充実を図りま
す。

・障がいの有無に関わらず、個に応じた指導や支援ができるよ
うに、必要に応じて、個別の支援計画を作成しました。

学
教

・配慮を要する児童に対して、一年
ごとに途切れてしまう支援ではな
く、継続的な支援ができました。

ｂ
・保護者の願いや、児童の実態
に合わせた指導や支援ができる
ように、支援計画を随時見直す
よう指導していきます。

・教室内の掲示物などを含め、ユ
ニバーサルデザインの視点を取り
入れた学習環境や授業の改善を図
ります。

・障がいの有無に関わらず、誰でも学習しやすい環境を目指
し、教室掲示や授業展開について改善を図りました。

学
教

・教職員の意識の高まりが見え、ど
の児童生徒にとっても学習しやすい
教室環境となりました。

ｂ
・ユニバーサルデザインについ
て、継続して指導していきま
す。



　　　　施策１　基本的人権を尊重する教育の推進

　　　　施策２　人権啓発活動の推進

　　　　施策３　心の教育の推進

　　　　施策４　ボランティア・福祉教育の推進

　　　　施策５　生徒指導・教育相談体制の充実

　　　　施策６　児童生徒の健康の保持増進

　　　　施策７　運動習慣の形成と体力向上の推進

　　　　施策８　安全教育の推進と安全管理の徹底

基本目標Ⅱ
豊かな心と健やかな体の育成

　幼児から高齢者に至るそれぞれの年代において、相手を思いやる心、感動する心など、人権を尊重する意識を育て、差別のな
い社会を目指すため、人権啓発活動の推進を図ります。
　学校においては、他人を思いやる心や公共の精神を養うため、特別の教科道徳を要とした心の教育やボランティア・福祉教育
の充実を図るとともに、いじめや不登校、暴力行為などの問題解決に積極的に取り組みます。
　また、児童生徒の健康の保持増進、体力向上などを図るとともに、交通安全や防災などの安全教育の推進に努めます。
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事
業

個別取組
令和元年度

取組状況・実績

施策１　基本的人権を尊重する教育の推進 P37

○人権教育推進体制の充実

・小・中学校における人権教育全
体に係る計画を整備し、その充実
を図ります。

・全小・中学校の教育指導計画の中に、人権教育を位置付けま
した。
・人権教育が、学校における全ての教育活動を通じて行われる
よう、指導しました。

学
教

・各学校の人権教育の指導計画が、
系統的・計画的に児童生徒の人権意
識の高揚につながるものとなりまし
た。

ｂ

・様々な人権課題の解決に向
け、児童生徒の人権意識を高め
るとともに、教職員に対しても
指導力向上を目指した研修会を
実施します。

・小・中学校において児童虐待対
応の中心となる教職員などの研修
を充実し、家庭や地域の関係機関
と連携を深め、児童虐待を防止し
ます。

・各学校の教職員研修では、県教育委員会作成の対応マニュア
ルや研修資料を活用するよう指導しました。
・県主催の児童虐待対応研修会に参加し、その内容を全小・中
学校に伝達し、教職員の資質向上を図りました。

学
教

・県教育委員会の研修資料等を、全
小・中学校で活用することで、学校
内での共通理解を図ることができ、
組織的に児童虐待防止に取り組む体
制づくりを推進できました。

ｂ

・学校は児童虐待防止に極めて
重要な場所であることを教職員
が深く理解し、共通行動のもと
に組織的対応ができるよう、今
後も研修に努めます。

○学校教育及び社会教育における人権教育の推進

・小・中学校における人権教育研
修会を実施し、教職員の人権意識
の高揚を図ります。

・各小・中学校における人権教育を推進するため、各校の人権
教育担当者による人権教育推進委員会を年４回開催しました。
・人権意識の高揚のために、若手教員を対象にした現地研修を
実施しました。
・県主催の南部地区人権教育実践報告会に参加し、各校でその
内容を報告し共有する研修会を実施しました。

学
教

・各小・中学校においては、人権教
育推進委員会や南部地区人権教育実
践報告会の研修内容を周知し、教職
員の人権意識の高揚を図りました。
・人権教育の指導計画に基づき、計
画的・効果的な研修を行いました。

ｂ

・様々な人権課題を数年単位の
計画で網羅できるよう研修内容
を見直し続けるとともに、各校
の人権教育の指導者を育成して
いきます。

・各種の人権課題に応じた社会教
育講座や各公民館における人権教
育研修会を実施します。

・地域における人権教育推進者の育成のための生涯学習人権講
座研修会（6月～11月に4回開催、延べ142人参加）、公民館ごと
に行う公民館等における人権教育研修会（9回開催、延べ340人
参加）、小・中学校ＰＴＡにおける人権教育研修会（11回開
催、延べ339人参加）を実施しました。

生
学

・生涯学習人権講座研修会で、子ど
も、高齢者、インターネット、同和
問題の人権についての講座を開催
し、市民の人権意識の高揚を図るこ
とができました。

ｂ

・人権講座の内容を工夫し、さ
らに多くの講座参加を促進し、
家庭でも、親子で人権を考えて
いくことができるよう、人権を
テーマにした映画の上映や研修
実施を推進していきます。

・児童生徒の豊かな心や人権感覚
をはぐくむため、体験活動や参加
体験型の学習を取り入れた、人権
感覚育成プログラムを普及しま
す。

・人権教育推進委員会にて人権感覚育成プログラムの紹介、実
践事例等を紹介し、各校で活用を推進しました。
・各校で人権感覚育成プログラムを用いた授業研究を行い、よ
り良い活用方法について探究しました。

学
教

・教職員の指導力の向上を図ること
ができ、児童生徒の人権感覚の育成
につながりました。

ｂ
・各校の人権感覚育成プログラ
ムを用いて指導できる指導者を
今後も積極的に育成していきま
す。

・同和問題に関する学習意欲の喚
起及び理解を深めるための学習を
実施します。

・同和問題に対する理解を深めるため、生涯学習人権講座研修
会で同和問題についての講座を設け、実施しました。
（11月26日開催、29人参加）

生
学

・同和問題に係る生涯学習人権講座
研修会をとおして、市民の人権意識
の高揚を図ることができました。

ｂ
・幅広い世代に同和問題をテー
マに人権教育を行うことができ
るよう、今後も研修会を実施し
ていきます。

基本目標Ⅱ　豊かな心と健やかな体の育成

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価

取
組
評
価

課題・方向性
計
画
書



○男女共同参画社会の確立に向けた教育の推進

・男女共同参画を推進するため
に、各種セミナーや講演会を実施
します。

・小・中学校において、人権作文を書く際に男女共同参画に係
る意識啓発を指導しました。
・人権教育推進委員会をはじめとした人権教育に係る研修会に
おいて、男女共同参画について取り上げ、各校の教職員の意識
高揚を図りました。
・男女共同参画に対する理解を深めるため、生涯学習公民館等
人権講座研修会で男女共同参画についての講座を実施しまし
た。（1月17日開催、118人参加）

学
教
・
生
学

・人権作文では、様々な人権課題の
中で男女共同参画について考える機
会もつくりました。
・男女共同参画に係る生涯学習公民
館等人権講座研修会をとおして、市
民の人権意識の高揚を図ることがで
きました。

ｂ

・各小・中学校の人権教育にお
ける男女共同参画に関する内容
の位置付けと実践、人権教育研
修会の内容のさらなる充実を図
り、教職員の意識啓発を行って
いきます。
・幅広い世代に男女共同参画を
テーマに人権教育を行うことが
できるよう、今後も研修会を実
施していきます。

・次世代を担う子供たちへの男女
共同参画の意識づくりをするた
め、学校や家庭における男女の人
権を等しく尊重する男女平等教育
を推進します。

・全小・中学校で、人権教育の指導計画に男女平等教育を明確
に位置付けるよう、指導しました。
・各小・中学校において、社会科や特別の教科、道徳をはじめ
として、教科等横断的な視点で男女平等教育を実践するととも
に、男女平等に関する資料を配布するなど、学校や家庭教育で
推進するよう指導しました。

学
教
・
生
学

・男女混合名簿の使用をはじめ、学
校のあらゆる教育活動において男女
平等を意識できています。
・人権作文や人権メッセージなどの
実施をとおして、児童生徒の人権尊
重を基盤とした男女平等の意識を育
むことができました。

ｂ

・人権教育は学校の全教育活動
をとおして行うこと、教科等横
断的な視点で系統的・計画的に
行うことを意識し、今後も推進
していきます。

施策２　人権啓発活動の推進 P38

○人権教育啓発資料の刊行

・人権教育啓発資料「ふれあ
い」、北本市人権教育推進委員会
広報「けやき」、人権文集「じん
けん」を発行します。

・家族で読める話や親しみやすい資料で構成した人権教育啓発
資料「ふれあい」を24,600部、人権推進の活動の様子を紹介し
た北本市人権教育推進委員会広報「けやき」を24,600部発行し
て全戸配布を行いました。また、児童生徒の人権作文を集めた
人権文集「じんけん」を5,200部発行し、全児童生徒へ配布しま
した。

生
学

・成人対象の各種人権教育啓発資料
を作成するとともに、児童生徒を対
象とした人権作文を市民に配布する
ことにより、市民の人権意識の啓発
が図られました。

ａ
・人権教育啓発資料について、
より多くの人々に読んでもらえ
るよう編集内容に工夫を加えて
いきます。

○北本市児童憲章「北本っ子未来へのちかい」の普及啓発【※令和元年度重点項目】

・小・中学校、公民館等に掲示
し、市民への周知・啓発を行いま
す。

・北本市児童憲章の周知及び市民の啓発を図るため、各小・中
学校並びに中央公民館及び各地区公民館等において北本市児童
憲章を分かりやすい場所に掲示しました。

生
学

・北本市児童憲章を各小・中学校や
公民館等の公共施設の分かりやすい
場所へ掲示し、多くの方に憲章の周
知を図ることができました。

ｂ
・北本市児童憲章について、引
き続き児童生徒のみならず、市
民への周知・啓発に努めます。
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施策３　心の教育の推進 P39

○特別の教科道徳における学習指導の工夫【※令和元年度重点項目】

・私たちの道徳や彩の国の道徳な
ど、各種資料を効果的に活用する
とともに、教科化に伴い、話し合
いの形態などを工夫することで、
答えが一つでない道徳的課題につ
いて、一人一人の児童生徒が発達
段階に応じ、自分自身の問題と捉
えて自身と向き合うための「考え
る道徳」、「議論する道徳」へと
転換を図ります。

・道徳の教科化に伴い、授業の質的転換を引き続き図るため、
各校で授業研究等に取り組むよう指導しました。
・市立教育センター主催「学びジョンプロジェクト」の研究
テーマの１つとして設定して各校の研究推進者を中心に研究を
進めました。
・南部地区道徳教育研究協議会では、市内小・中学校２校を会
場に５つの研究授業を行い、教員の指導力向上を図りました。
・学校と家庭の共通理解により道徳教育を推進するため、家庭
用「彩の国の道徳」を小学校１学年児童の全家庭へ配付しまし
た。

学
教

・各小・中学校において、全教育活
動をとおして道徳教育を推進し、授
業研究にも取り組みました。
・学びジョンプロジェクトや南部地
区道徳教育研究協議会においては、
全小・中学校の担当教職員が参加
し、各校教職員の指導力向上に大き
く寄与しました。

ａ
・新学習指導要領の全面実施に
伴い、道徳教育の一層の充実を
図っていきます。

○特別活動の充実【※令和元年度重点項目】

・心の教育を推進し、奉仕体験活
動、文化芸術活動などの特別活動
の充実を図り、児童生徒の感性を
磨き、豊かな情操を養います。

・各小・中学校において、様々な学校行事、奉仕体験活動、文
化芸術活動などを年間計画の中に位置づけ、計画的に実施しま
した。また、事後の振り返りを行ったり、他の授業を関連付け
たりし、児童生徒の情操を養いました。

学
教

・各行事、活動を年間計画に位置付
けることで、児童生徒の情操を養う
機会を確実に設けられました。

ｂ

・各行事、活動で身に付けさせ
たいこと等を明らかにし、各
小・中学校の児童生徒の実態に
沿った教育活動ができるよう指
導を継続していきます。

○部活動運営と活動内容の充実【※令和元年度重点項目】

・異年齢交流の中で生徒同士、生
徒と教員が支え合い、認め合い、
高め合う人間関係の構築を図ると
ともに、自主的・自発的に参加
し、活力ある部活動の展開を推進
します。

・定めた方針に則り、平日及び休日の部活動を効率的・効果的
に行うために生徒同士、生徒と教員が協力して行うことができ
ました。各校で精査した大会やコンクールを目標とし、積極的
に活動し、参加する中で生徒が活躍しました。各中学校におい
ては、県大会出場者、入賞者に対して壮行会を行うなど、互い
の健闘を認め合いました。

学
教

・効率的、効果的な部活動の運営方
法を検討することができ、その中で
県大会等への出場者、入賞者を輩出
することができました。また、その
結果を学校だより等で知らせたり、
校内で互いに健闘を認め合ったりす
ることができました。

ｂ

・今後もより効率的、効果的な
運営方法の検討を進めるととも
に、生徒同士、生徒と教員が互
いに認め合うことができるよ
う、各校で部活動に取りめるよ
う指導助言していきます。

・部活動指導の協力、援助を目的
とし、専門的な指導ができる指導
者を配置し、充実した部活動を推
進します。

・指導者の専門的な技術指導をとおして生徒にスポーツや文化
等のすばらしさを指導するとともに、社会生活でのマナー、エ
チケット等の心の指導も行うため、各中学校の部活動に対し
て、地域の人材を外部指導者として配置しました。（２９人配
置）

学
教

・教員と外部指導者が協力、連携
し、生徒に技術指導を効果的に行う
ことができました。また、運動、文
化等の楽しさや喜びを味わわせると
ともに、連帯感や責任感等を涵養す
ることができました。

ｂ

・専門的な指導の充実と教員の
負担軽減等を考慮し、人間性豊
かで優れた指導力をもつ外部指
導者の確保に、今後も努めてい
きます。



○体験的な学習等の推進

・豊かな心をはぐくむため自然体
験や農作業体験、職場体験などの
体験活動を推進します。

・児童生徒の豊かな心をはぐくむため、各小・中学校で学校
ファームでの農業体験、総合的な学習の時間における地域の方
とのふれあい活動、自然体験学習を実施したほか、各中学校で
は、市内各所での３日間の職業体験活動を実施しました。

学
教

・地域の方の協力を得て、農業体
験、職場体験等を実施したことによ
り、農業や食及び職業に対しての興
味を持つ児童生徒がみられるように
なりました。

ｂ
・農作業の初期段階と収穫だけ
でなく、作物の成長過程にも目
を向けた体験活動を実施しま
す。

○北本ふれあい家族の日の取組の実施

・１０月第１土曜日を「北本ふれ
あい家族の日」と名付け、児童生
徒から家族で取り組んだ作品、家
族にまつわる作品を募集すること
で、家族のふれあいを深めたり、
家族のあり方を考えたりするきっ
かけとします。

・児童生徒から家族で取り組んだ作品、家族にまつわる作品を
募集し、発表する「北本ふれあい家族の日」を上尾法人会北本
支部との共催により実施しました（１０月）。本事業の趣旨を
踏まえた作品が1,301点出品され、その中から特に優秀な２６点
の作品を「ふれあい家族賞」として選び、表彰するとともに、
市内の金融機関において展示しました。

学
教

・北本市文化センターの1階ロビー
において作品展を実施し、例年以上
の方々に来場いただくことができ、
親子で作品を観覧するなど、家族の
絆を深める一助となりました。
（参加人数約300人）

ｂ
・出品点数の減少がみられるこ
とから、夏休み前の周知を徹底
し、特に標語部門への出品を働
きかけます。

○こころの教育推進事業の実施（こころの授業）

・小学校に教科や技能の専門的な
経験や知識をもった非常勤講師を
配置し、専門的な授業や教員対象
の研修会を行うことで、児童の豊
かな感性をはぐくむとともに、教
員の教科指導力の向上を図りま
す。

・小学校２校に、理科教育に精通した非常勤講師を配置し、理
科実験教室の開催をとおして、児童の豊かな感性をはぐくむと
ともに、教員の指導力の向上も図りました。

学
教

・普段の授業では体験することがで
きない理科の魅力を感じ、児童の主
体的に学習に取り組む態度の向上に
寄与しました。

ｂ

・高い技能と豊富な経験、知識
を持ち合わせた講師は貴重な存
在であり、教員の指導力向上の
観点からも事業の継続をしてい
きます。

○彩の国教育の日の普及・推進

・教育に対する関心と理念を深め
るとともに、家庭、学校及び地域
社会の連携の下に教育に関する取
組を推進する「彩の国教育の日」
の普及・推進に努めます。

・家庭や地域との連携を深めながら、各小・中学校で内容に工
夫をこらし、「学校公開日」や「音楽発表会」、「交流会」な
どの充実した活動が行われました。

学
教

・家庭や地域から多くの方々に参加
していただき、学校教育に対する関
心と理解を一層深めてもらうことが
できました。
・児童生徒が地域の方々との交流を
深めるよい機会となりました。

ｂ

・小中一貫教育をより推進する
観点から、小・中学校が連携し
て行う取組を充実させるととも
に、家庭や地域に対して開かれ
た学校づくりを目指します。
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施策４　ボランティア・福祉教育の推進 P41

○ボランティア・福祉に係る体験的教育活動の推進

・児童生徒の発達段階に応じ、乳
幼児・高齢者・障がい者等との交
流活動や施設訪問等をとおして、
思いやりの心をはぐくみます。

・総合的な学習の時間等でボランティア及び福祉教育に関する
体験的な授業を行いました。学校や地域の実態に応じて、車い
す体験、アイマスク体験、点字体験等の学習を行いました。

学
教

・児童生徒の自主性や自発性が育
ち、教育活動において、主体的に学
習に取り組めるようになりました。
児童生徒の社会性が育ち、ボラン
ティア活動の意識が高まり、社会参
画への契機となりました。

ｂ

・引き続き、ボランティア活動
や福祉体験への参加を促すた
め、学校内における体験活動を
行い、組織づくりと推進体制の
整備を行います。

○関係団体との適切な連携

・地域の福祉施設などの関係団体
との連携により、福祉に関する体
験活動の充実を図ります。

・地域の福祉施設などの関係団体と連携し、車いす等を借り
て、各小学校で総合的な学習の時間の中で体験活動を実施しま
した。

学
教

・福祉に関する体験活動を実施する
ため、地域の福祉団体と連携を図
り、協力を得ながら進めることがで
きました。

ｂ
・児童にとって福祉について理
解を深める有意義な体験である
ことから、この活動を継続して
いきます。

施策５　生徒指導・教育相談体制の充実 P42

○児童生徒･保護者等との信頼関係に基づく指導の充実

・子供たちの目線に合わせた指導
を、保護者との連携を図りながら
実施します。

・全小・中学校において、なかよしアンケート・生活アンケー
トを毎月実施しました。それを受けて、必要に応じ保護者に連
絡をとり、家庭と連携を図りました。

学
教

・児童生徒や保護者等とのコミュニ
ケーションを大切にすることによ
り、話しやすく居心地のよい学級、
風通しのよい保護者との関係の確立
が図られました。

ｂ

・引き続き教育相談の充実を図
るため、学校からの情報提供、
担任と保護者間の連絡等をとお
して情報共有し、共通理解のも
と、一貫した指導を行います。

・コミュニケーションを大事に
し、家庭と情報を共有化して、す
べての児童生徒の成長を第一とし
た指導を行います。

・教育相談の実施、学校ホームページなどによる学校からの情
報発信、担任と保護者における連絡等、学校と家庭間における
情報共有・共通理解のもと、一貫した指導を行いました。

学
教

・小中一貫教育が生かされ、児童生
徒の情報共有、共通理解が図られ、
連携して対応することができまし
た。

ｂ

・引き続き、児童生徒・保護
者・地域とのコミュニケーショ
ンを大事にしながら情報共有
し、発達段階に即し、一貫した
指導を行います。



○教職員の共通理解に基づく組織的な不登校対策の推進【※令和元年度重点項目】

・いじめ、不登校等の問題に対し
て、「どの子供にも」「どの学
校、学級でも起こりうる」との認
識のもと、全職員が共通理解・共
通行動で対応し、その変容、見届
けを大切にします。

・いじめ、不登校等の問題に対し、「どの子供にも、どの学
校、学級でも起こりうる」という認識のもと、全職員が共通理
解・共通行動で対応し、各校で実施している生徒指導委員会、
教育相談部会及びさわやか相談員との連絡会の開催などをとお
して、問題解決に取り組みました。
・毎月の欠席状況調査から児童生徒の状況把握に努め、教職員
向けの不登校未然防止リーフレットを作成し、組織全体の意識
向上を図りました。

学
教

・各校での生徒指導委員会の実施、
北本市配置の身近な相談員及び教育
相談担当者連絡会議の開催、さわや
か相談員との連絡会の実施等をとお
して、児童生徒の情報を共有し、職
員間の共通理解・共通行動が図られ
ました。

ｂ
・いじめ、不登校等について、
小・中学校の実態や児童生徒一
人一人の発達段階に応じ、個別
の問題に対処していきます。

・いじめの早期発見のためにアン
ケートを毎月実施し、適正ないじ
めの認知、被害者の立場に立った
指導と１００％の解消を目指しま
す。

・いじめの実態の把握と早期解消を図るため、各小・中学校に
おいて、なかよしアンケート・生活アンケートを通して、いじ
めについて実態把握をしました。
（夏休みを除く年１１回実施）

学
教

・なかよしアンケート・生活アン
ケートを実施し、いじめ等の早期発
見に努めることができました。

ｂ
・いじめや不登校に対して早期
に発見、早期に対応できるよう
継続して指導していきます。

○教育相談体制の充実

・教育センターにおける学校生活
になじめない児童生徒の教育相
談、学習支援を推進し、学校での
学習に復帰できるように支援しま
す。

・教育センターのステップ学級において、学校へ登校できない
児童生徒の学習支援を実施しました。

学
教

学校へ登校できない児童生徒がス
テップ学級に通うなど、子供たちの
居場所として重要な役割を果たしま
した。

ｂ
・今後も児童生徒の友人関係や
教職員との良好な信頼関係が築
けるよう、学習支援を実施して
いきます。

・生徒の不登校、いじめ等に早急
に対応するため、中学校における
さわやか相談員による教育相談活
動を推進します。

・生徒の不登校、いじめ等に早急に対応するため、各中学校に
さわやか相談員を４人配置しました。

学
教

・不登校やいじめ等にかかわる児童
生徒や保護者に対しての働きかけを
迅速に、かつ、誠意をもって行うこ
とができました。

ｂ
・多感な時期である中学生が、
気軽に相談できるよう、教育相
談を継続していきます。

・児童生徒の様々な悩みに対応す
るため、中学校に配置しているス
クールカウンセラーの専門的な知
識を活用し、教育相談活動を実施
します。

・県費により４人配置しているスクールカウンセラーの専門的
な知識を活用し、教育相談活動を実施しました。

学
教

・生徒や保護者の悩みに対して、親
身になって相談業務を行うことがで
きました。

ｂ
・さわやか相談員とスクールカ
ウンセラーが連携した多面的な
サポートを、引き続き実施して
いきます。

・児童生徒の家庭、友人関係等に
おける諸問題の解決を図るため、
スクールソーシャルワーカーの活
動を推進します。

・児童生徒が抱える問題行動の背景にある諸問題の解決に当た
るため、スクールソーシャルワーカーを１人配置しました。

学
教

・問題を抱える児童生徒の対応につ
いて、教育と福祉の両面に対してス
クールソーシャルワーカーが働きか
けを行うことができました。

ｂ

・学校教育と福祉の連携を図り
ながら取り組んでいきます。多
くの関係機関の連携による多面
的なサポートを引き続き実施し
ていきます。
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○義務教育９年間を見通した学校間連携の推進【※令和元年度重点項目】

・中１ギャップを解消するために
小・中学校教員の連携・交流を深
め、児童生徒理解を促進し、児童
が安心して中学校に進学し、順調
に中学校生活を送れるよう支援し
ます。

・中１ギャップ解消に向けて、学校４・３・２制による兼務教
員を活用し、小・中連携を日常的に実施しました。
・夏季合同研修会や小・中教員の相互授業参観を実施し、連携
と交流を行いました。また、全中学校区毎の実態を踏まえ、発
達段階における課題解決や義務教育９年間を見通した教育課程
の工夫、生徒指導等に特色を生かした取組を校区毎に実施しま
した。

学
教

・学校４・３・２制の研究として、
各中学校区において研究主題を設定
し、義務教育９年間を見通した教育
課程の編成や、中１ギャップの軽減
を図る生徒指導の実践等に取り組み
ました。

ａ
・各中学校区で効果のある取組
を共有し、各中学校区の実態に
合わせて市内全体で共通行動を
図っていきます。

・各中学校区の取組を充実させ、
児童の中学校入学への不安の解消
と中学生が憧れの存在として自尊
心を高められるようにします。

・児童生徒の交流を図るため、あいさつ運動、部活動体験（７
月、各中学校１日～３日）、小中合同サミット（７月）、歌声
交流会（１１月）などを実施しました。例年実施している小学
生の中学校授業参観、６年生１日体験入学（３月）などは新型
コロナウイルス感染症防止のために実施しませんでした。
・昨年度採択した「北本スマイル宣言」をとおして「“Ｙｅ
ｓ”デー～失敗をおそれずに前向きに取り組む日～」をスロー
ガンとして、各中学校区において、良い先輩・後輩関係を築い
ていくための取組が実施されました。

学
教

・学級満足度調査の結果から、他市
に比べて、本市の中学１年生は調査
者対象学年の中で、満足度が最も高
い割合を示しました。（６１％、全
国平均に比べ２０％上回る）
・“Ｙｅｓ”デーのスローガンのも
と、継続して各中学校区で決めた具
体的な取組を実施することができま
した。

s

・各中学校区で効果のある取組
を共有し、児童生徒の自尊心を
高める取組及び良い先輩・後輩
関係を築いていく取組を進めて
いきます。

○校内指導体制の整備と関係諸機関との適切な連携

・健全育成連絡協議会を開催し、
学校同士の連携やＰＴＡ、地域、
警察、児童相談所との連携を深め
ます。

・児童生徒健全育成連絡協議会を年４回開催し、学校間におけ
る情報交換やＰＴＡ、地域、警察、児童相談所等と情報を共有
し、連携を深めました。

学
教

・児童生徒健全育成連絡協議会を定
期的に開催し、各学校の状況や取組
などの情報を共有することができま
した。

ｂ

・非行・問題行動が減少傾向に
ある中で、教育相談の充実とと
もに、「積極的な生徒指導体
制」を各校で取り組めるよう、
働きかけていきます。

・市内共通の生徒指導項目を定
め、統一した生徒指導の基本を徹
底するとともに、各小・中学校へ
の支援を充実させます。

・統一した生徒指導の基本を徹底するため、各中学校区におい
て共通の生徒指導項目を定めました。
・夏季合同研修会（８月）において生徒指導体制に係る共通項
目を策定し、小・中学校間の生徒指導体制の共通理解を深めま
した。
・小中一貫教育を推進し、各中学校区において共通理解を図
り、共通行動のさらなる強化を図りました。

学
教

・小中一貫教育の効果が表れ、生徒
指導体制の連携を図ることができま
した。

ｂ
・小中一貫教育をさらに推進
し、小・中学校における生徒指
導面での共通行動を実践してい
きます。



施策６　児童生徒の健康の保持増進 P44

○学校保健活動の充実【※令和元年度重点項目】

・各小・中学校の保健計画を基
に、学校保健委員会の充実、家庭
や学校医等との連携を図りなが
ら、基本的な生活習慣を確立する
など、子供たちの健康の保持増進
のための組織的な活動を推進しま
す。

・各小・中学校の保健計画に基づき、児童・生徒の基本的な生
活習慣の確立や疾病予防等に努めました。
・学校歯科医と連携のもと、学校歯科保健活動を推進し、児童
生徒の歯・口の健康づくりに努めました。
・各校で健康課題について協議し、家庭・学校医等と連携して
学校保健委員会を開催しました。

学
教

・全小・中学校においてフッ化物洗
口を実施し、口腔内の健康の保持増
進に対して、児童生徒、教員、保護
者の意識を高めることができまし
た。
・全小・中学校で学校医や家庭と連
携し、学校保健委員会を小学校では
年２回、中学校では年１回実施する
ことができました。

ａ

・組織的に健康の保持増進を図
るため、各小・中学校ごとに作
成した保健計画の見直しと改善
を図るよう指導します。
・児童生徒自らが、自分の体や
健康に関心をもち、適切に管理
できる能力を養えるよう、健康
診断等の結果をフィードバック
し、活用していきます。

・保健教育を効果的に進め、子供
たちが生涯をとおして自らの健康
を管理し、改善していこうとする
実践力を育てます。

・保健学習・指導に係る専門的知識の習得を図るため、県主催
の研修会に教員を派遣しました。
（保健主事研修会１２人、新任保健主事研修会６人）

学
教

・教員を研修会に派遣して指導力向
上を目指し、各小・中学校の保健教
育を効果的に進められ、児童生徒の
健康の保持増進を図ることができま
した。

ｂ
・今後も各種研修会へ教員を派
遣し、指導力向上を図り、各
小・中学校での保健教育を効果
的に進めていきます。

○学校環境衛生の維持管理

・学校環境衛生基準等に基づき、
各教室、飲料水、プール等におけ
る衛生の維持管理に努めるととも
に、放射能汚染から児童生徒を守
ります。

・学校環境衛生の維持管理を図るため、各小・中校で学校薬剤
師の指導・助言のもと、検査項目を精査し、給食室検査・空気
検査・ダニ検査を行いました。
・プール使用前の汚泥の放射線量を測定し、0.23μSv／ｈ未満
であることを確認しました。

学
教

・学校環境衛生基準等に基づき、学
校薬剤師の指導・助言のもと、給食
室検査・空気検査・ダニ検査を実施
し、学校環境衛生の維持管理を総合
的に行うことができました。

ｂ

・学校環境衛生基準等に基づ
き、検査項目を精査し検査を実
施し、今後も学習環境の確保に
努め、児童生徒が安全に学習が
できる環境を保っていきます。
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 ○食育の推進

・子供たちに望ましい食習慣を身
に付けさせるため、学校と家庭が
連携し、朝食欠食をはじめとする
食に関する課題の解消に取り組み
ます。

・各小・中学校で給食だよりを発行し、栄養バランスや規則的
な食事、朝食の大切さ等を伝え、望ましい食習慣が身に付くよ
う児童・生徒や保護者への啓発に努めました。
・栄養士部会による、食に関する啓発紙の発行や、早寝・早起
き・朝ごはんに係る啓発、給食集会の実施など、各小・中学校
で、朝食欠食ゼロに向けた活動を支援しました。
（朝食欠食率（小５）0.6％（中２）0.35％）
※県推奨1.0％未満　※Ｈ３０全国体力・運動能力、運動習慣等
調査より

学
教

・栄養教諭や学校栄養職員の専門性
を生かし、授業や給食中等で食につ
いて指導することができ、組織的・
計画的に食育を推進しました。ま
た、朝食欠食率も減少傾向になりま
した。

ｂ

・朝食欠食率に関し、引き続き
家庭への啓発を行っていきま
す。
・バランスよい食生活を実践で
きるよう、学校の教育活動全体
で継続的に取り組み、家庭との
連携をさらに強めていきます。

・栄養教諭や学校栄養職員、養護
教諭等の専門性を活用し、食物ア
レルギー対応マニュアルの整備と
アナフィラキシー対応研修会の実
施により、対応と体制づくりの共
通理解を図るとともに、食育の充
実に努めます。

・全校栄養士配置により、学校給食での食物アレルギー対応を
実施できました。また、該当児童生徒の保護者と学校との面談
により、情報・対応の共有化を図りました。
・埼玉県央広域消防署と連携し、該当児童生徒の情報共有を行
い、万が一の事態に適切に対応できるようにしました。
・食物アレルギー対応研修会を開催し、各小・中学校における
対応と体制づくりに活用させました。

学
教

・学校給食における食物アレルギー
対応について、各小・中学校で共通
認識に基づく対応マニュアルを整
備・改善するとともに、研修会を実
施し、教職員の知識・理解を深め、
学校での対応について、充実を図る
ことができました。

ｂ

・学校給食における食物アレル
ギー対応について、市主催の研
修会を継続していきます。
・食物アレルギー対応を全校に
おいて継続実施し、該当児童生
徒の情報を埼玉県央広域消防署
と共有していきます。

・学校における食育の推進者の指
導力を向上させるため、授業研究
会や研修会の充実を図ります。ま
た、県教育委員会等が開催する講
習会等へ職員を派遣します。

・栄養教諭や学校栄養職員を県主催の研修会等に派遣しまし
た。（彩の国学校給食研究大会４人、食育推進リーダー育成研
修会３人、食育指導力向上授業研究協議会多数参加）

学
教

・食育研究を進めた西小学校・栄小
学校の取組を市内で共有し、各校の
取組に生かすとともに、各種研修会
等へ職員を派遣することができまし
た。

ｂ
・各小・中学校において学校教
育全体で食育を計画的に取り組
むよう指導していきます。

・保健学習や保健指導の充実を図
り、手洗いや給食着着用など衛生
習慣確立の徹底を図ります。

・児童生徒の身近な生活における健康・安全に関する基礎的内
容の理解を深めるため、各小・中学校で年間指導計画に基づく
保健学習を進めました。また、健康な生活への理解を深め、正
しい行動様式を身に付けるため、各小・中学校で年間指導計画
に基づく保健指導を進めました。

学
教

・自身の体や環境を清潔で衛生的に
保つ等、保健学習や保健指導で学習
した内容を給食指導でも実践するこ
とにより、衛生習慣の確立を図るこ
とができました。

ｂ
・衛生習慣の確立を図るため、
今後も家庭との連携を密に図る
ように努めます。

・給食主任部会や学校栄養士会を
とおして、学校給食における地産
地消を推進し、食と農に対する関
心を高め、食文化への理解を深め
ます。
【※令和元年度重点項目】

・児童生徒の食の関心と理解を深めるため、学校給食食材につ
いて、桜国屋をとおして地場の野菜を購入し、栄養士による献
立工夫のもと、地場産食材の使用品目数・使用回数を増やすよ
う努めました。
・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う学校休校により３月は
給食の提供がありませんでしたが、前年比で654㎏の増となりま
した。
（令和元年度：小学校5,417㎏、中学校2,810㎏）

教
総

・学校給食で使用した地場産物を、
献立表や校内放送等を通じて紹介す
ることで、児童生徒の「食と農」へ
の関心を高め、郷土を愛する心をは
ぐくむことができました。

ｂ

・地場産の野菜や果物は天候等
に左右されやすく、数量の確保
が難しいこともありますが、引
き続き、生産者団体等と調整を
図りながら、地場産の食材の品
目及び使用を増やしていきま
す。

・学校給食衛生管理基準に基づく
学校給食施設及び設備の衛生管理
に努めるとともに、安全な食材の
提供に努めます。
【※令和元年度重点項目】

・学校給食調理従事者の衛生管理に対する意識啓発を図るた
め、外部職員を講師とした衛生講習会を実施しました。
（８月、１回開催、86人参加（前年度比5人減）
・給食食材の放射性物質に係る検査を定期的に行い、児童生徒
が給食を食する前に確認するとともに、その結果を市ＨＰに公
表しました。

教
総

・学校給食法第９条の「学校給食衛
生管理基準」に基づき、学校給食の
適切な衛生管理を図るため、給食調
理従事者（栄養士・調理員等）の細
菌検査及び衛生講習会を実施し、衛
生管理体制の徹底化と意識啓発を図
るとともに、児童生徒に安全な給食
を提供することができました。

ｂ

・調理従事者の衛生管理に関す
る知識向上を図るため、引き続
き衛生に関する研修会等を実施
し、安全な給食の提供を行いま
す。



○性に関する指導の推進

・担任、保健体育科教員、保健主
事、養護教諭等、学校保健担当者
への研修の実施や情報提供などに
より、子供たちの心と体のバラン
スに配慮した性教育に努め、性感
染症の理解や予防、適切な行動選
択への意識啓発を図ります。

・県主催の「性に関する指導」実践推進委員として、中学校の
養護教諭を１名派遣しました。
・体育主任会や学校保健担当者会議等で県の指導内容を伝達
し、各小・中学校で児童生徒の実態や発達段階に応じた性に関
する指導を進めました。

学
教

・担任、保健体育科教員、保健主
事、養護教諭等、学校保健担当者へ
の情報提供や研修の実施などによ
り、児童生徒の実態に応じて、心と
体のバランスに配慮した指導を計画
的に行うことができました。

ｂ
・指導力の向上を図るため、引
き続き学校保健担当者の研修会
への積極的な派遣を進めていき
ます。

○喫煙、飲酒、薬物乱用防止教育の推進

・喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関
する啓発資料の活用等を図り、教
職員の意識啓発に努めます。

・県の研修会に教員を１人派遣し、参加者をとおして所属校に
内容や資料を周知伝達するように努めました。
・喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する視聴覚教材（教育ビデ
オ・ＤＶＤ等）の学校貸出しについて整備・周知しました。

学
教

・各小・中学校で薬物乱用防止や非
行防止について指導することで、喫
煙、飲酒、薬物乱用は健康を害する
という意識を児童生徒に持たせるこ
とができました。

ｂ

・喫煙、飲酒、薬物乱用防止に
ついて、保護者や地域の方へも
リーフレット等を配布し、啓発
を積極的に行いながら、学校・
保護者・地域と連携を図りま
す。

・保健学習を中心に、教員からの
一方的な知識の伝達ではなく、児
童・生徒が自ら考え、適切な判断
ができるよう主体的・対話的で深
い学びを推進します。

・児童生徒の興味・関心を引き出すことができる分かりやすい
資料、視聴覚教材、体験的活動を取り入れるなど指導方法の工
夫を行い、児童生徒が自身の課題として捉え、主体的に学習に
取り組むことができるようにしました。

学
教

・授業において児童生徒の興味関心
を高める工夫を入れ、児童生徒が自
身の健康について主体的に考え、他
と意見交換をし、今後の生活にいか
すことができるよう、授業改善を図
りました。

ｂ
・小・中学校における体育授業
研究会（保健領域）へ多数の教
員を派遣し、指導法の研究及び
伝達を継続していきます。

・児童生徒の発達段階に応じて、
学校・家庭・地域及び関係機関と
連携し、効果的な薬物乱用防止教
室を実施します。

・各小・中学校において埼玉県警の非行防止指導班（あおぞ
ら）や保健所の薬物乱用防止指導員等を講師として、薬物乱用
防止教室及び非行防止教室等を実施しました。小学校では主に
高学年を対象として、中学校では全校生徒を対象として行われ
ました。

学
教

・各小・中学校で実践している薬物
乱用防止に関わる集会に、保護者・
地域への参加呼びかけを全校で行
い、広く啓発を行いました。

ｂ

・学校保健委員会等でも薬物乱
用防止を扱い、薬物乱用教室に
保護者・地域の方への参加を呼
びかけ、学校・家庭・地域が連
携して薬物乱用防止に取り組み
ます。

施策７　運動習慣の形成と体力向上の推進 P46

○児童生徒の体力向上の取組

・児童生徒一人一人の体力向上目
標値を設定するなどして、主体的
に運動に取り組ませるとともに、
学校・家庭・地域が連携し、体力
向上に取り組みます。

・新体力テスト（５・６月実施）の個人結果を児童・生徒及び
保護者に知らせ、自己の体力に応じた目標、課題を設定し、達
成に向けた取組ができるようにしました。
・総合評価で上位３ランク（Ａ、Ｂ、Ｃ）の割合が、小学校は
76.2％、中学校は83.9％となりました。
※県平均（小学校83.7％、中学校85.0％）

学
教

・体力プロフィールを活用し、児童
生徒各自が体力向上目標値の設定・
達成に向けた取組について、体育・
保健体育科授業を中心に教育活動全
体をとおして行うことができまし
た。

ｂ

・小学校高学年や中学校では、
授業の中でも目標値を意識させ
ることで、さらなる体力向上を
目指します。
・児童生徒の体力向上に向けた
継続的な取組を推奨し、家庭・
地域と連携して実施していきま
す。
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○学校体育の充実【※令和元年度重点項目】

・各校の体力向上推進委員会にお
いて、児童生徒の体力の現状と課
題を明確にするとともに、具体的
な解決策を検討・実践し、検証及
び改善に生かします。

・児童生徒の体力の現状や各小・中学校の実践の情報共有を図
るため、体力向上推進委員会を３回開催しました。
・児童生徒の体力の向上を図るため、各中学校区において、新
体力テストの結果を基に体力の実態を分析し、中学校区共通の
体力課題項目を明確にして、具体策を講じました。
・次年度以降の参考資料とするため、各小・中学校の体力向上
に係る実践を冊子にまとめ活用します。

学
教

・体力向上推進委員会を活用し、各
小・中学校の取組を充実させるとと
もに、研究推進校の研究発表や授業
研究会をとおして教員の指導力を高
め、児童生徒の体力の向上を図るこ
とができました。

ａ

・引き続き、児童生徒の体力の
向上を図るため、新体力テスト
の結果を基に、児童生徒一人一
人の伸びを確認するとともに、
これまでの取組の検証を行って
いきます。

・各校の体力課題を明確にし、体
力向上のための研究実践を推進す
るとともに、その取組や成果につ
いて北本市体力向上推進委員会で
共有し、各学校に広めます。

・各小・中学校、各中学校区における体力課題を設定し、体力
向上のための研究及び実践に取り組みました。
・体力向上推進委員会において、効果のある取組を共有し、各
小・中学校、各中学校区において活用しました。

学
教

・市独自で各小・中学校の体力分析
を行い、児童生徒の実態をより正確
に把握させ、これまでの取組の振り
返りと今後の取組について検討する
材料とすることができました。

ａ

・次年度も、各中学校区ごとに
体力課題の明確化と重点課題を
設定し、継続的な取組として確
立させ、課題解決のための具体
策を授業内で講じ、児童生徒の
体力向上と運動に対する意欲向
上を図ります。

・体育の授業研究会の研究結果を
活用するとともに、教員の専門的
な指導力を高めるための講演会や
講習会を充実します。また、県教
育委員会等が開催する講習会へ教
職員を派遣します。

・教職員の意識の高揚を図るため、体育指導・体力向上等に係
るリーフレットを作成しました。
・小学校教員を県の講習会（水泳運動系、幼児期の運動遊び、
体つくり運動系、器械運動系、ボール運動系、保健領域）に、
中学校教員を県の講習会（柔道）に派遣しました。
・小学校の体育授業の指導力を高めるため、県主催の実技指導
者講習会に派遣した教員を指導者として、実技指導講習会を実
施しました。

学
教

・県の講習会を基に、市で実技講習
会を実施することで、教員の指導力
向上を図ることができまし。また、
新学習指導要領を見据えた各小・中
学校における体育運営計画を立案す
る助けとなりました。

ｂ

・各種研修会へ教員を派遣し、
教員の指導力を向上させ、各
小・中学校における児童生徒へ
の指導を充実させられるよう努
めます。

・武道などの体育授業に地域の人
材を活用し、専門的な技術指導の
充実を図ります。

・武道の基礎基本の定着と安全管理の徹底を図るため、市内各
中学校の保健体育科における武道の授業において、経験豊かな
地域の専門的指導員を活用し、ティームティーチング等、複数
体制による指導を行いました。

学
教

・中学校において武道外部指導者を
活用することで、安全かつ効率的な
指導が実施できました。

ｂ

・柔道連盟及び剣道連盟との連
携を密にし、今後も各中学校の
武道の授業の安全性を確保し、
効果的な指導が行えるよう努め
ます。

○体育的活動の充実及び外遊びの奨励

・体を動かす心地良さや友達と交
流する楽しさを実感できる体育的
活動を充実させるとともに、休み
時間の外遊びを奨励します。

・全小学校の６年生が参加する球技大会（バスケットボール、5
月）及び体育大会（陸上競技、１０月）を実施しました。
・縄跳び大会、ドッジボール大会、球技大会、持久走大会、強
歩大会など各小・中学校の実態に応じた体育的行事を計画的に
実施しました。
・自校の体力的な課題を解決する運動や基礎的基本的な動きが
身に付く運動、仲間と交流する運動などを取り入れた、業前運
動や体育朝会等の体育活動を各小・中学校の実態に応じて実施
しました。
・各小・中学校において休み時間の外遊びの奨励をしました。

学
教

・球技大会及び体育大会をとおし
て、全小学校の６年生がスポーツに
親しみながら、体を動かす心地よさ
にふれ、仲間と交流する楽しさや競
い合う楽しさを味わうことができま
した。
・各小・中学校の取組により、児童
生徒の運動に親しむ場や機会が増え
ました。

ｂ

・各小・中学校において、体育
的活動の充実や外遊びの奨励を
継続していくとともに、運動好
きな児童・生徒の育成に努めま
す。



○運動部活動の充実

・中学校運動部活動の指導の充実
を図るために、外部指導者を活用
するとともに、運動部活動の顧問
を県教育委員会等主催の実技指導
者講習会に積極的に派遣します。

・各中学校の部活動に対して、専門的技能を有する地域の人材
を外部指導者として派遣し、教育活動の一環として顧問教師の
指導に対する技能面での援助を行いました。
（外部指導者２９人、指導回数911回）

学
教

・各中学校において積極的に部活動
外部指導者を活用することができ、
顧問教員に対し技術面での援助がで
きました。

ｂ

・部活動の指導の充実を目指
し、今後も外部指導者の活用を
図るとともに、部活動指導員の
活用に関しても調査・研究を進
めていきます。

・学校の実態などに応じて、近隣
の学校と合同で運動部を組織する
複数校合同部活動の取組を支援し
ます。

・生徒が短時間で集中して部活動が行えるよう、効果的な指導
法についての情報提供を行いました。

学
教

・「北本市の部活動の在り方に関す
る方針」に則り、部活動の効率的、
効果的な取組について情報共有する
ことができました。

ｂ
・部活動の取組について今後も
検討を続け、部活動がより効果
的なものになるよう努めていき
ます。

・夏季休業日等において、小学校
６年生の部活動体験を実施し、児
童の部活動に対する関心及び意欲
を高めます。

・小学生の中学校の部活動に対する興味や関心を高めるため、
各中学校において、夏季休業日中に校区の小学校６年生を対象
とした部活動体験及び部活動見学会を実施しました。（７～８
月）

学
教

・各小・中学校が連携を密にし、計
画的に部活動体験等を実施すること
ができました。

ｂ
・計画的及び効果的な実施を目
指し、各小・中学校において継
続して実施していきます。

○児童対象の運動教室の開催

・器械体操や陸上競技、水泳等の
専門家を講師に招き、児童の運動
に対する興味・関心を高めるとと
もに、技能等の基礎・基本の定着
を図ります。

・運動への意欲と技能の向上を図るため、西武ライオンズアカ
デミーコーチ、スタッフ計６名を講師として招き、第１４回運
動教室「投げて打って～だれでも楽しめる！！～ベースボール
体験」（初心者向け）を開催しました。
（６月、小４～６年児童３２人参加）

学
教

・専門家による指導により、投げ
る、打つ、捕ることに対する興味関
心を高めるとともに、基本動作を身
に付けることができました。

ｂ
・今後も内容を検討し、専門家
を講師に招いて運動教室を実施
していきます。

施策８　安全教育の推進と安全管理の徹底 P48

○交通安全の推進

・通学路の安全点検と学校ボラン
ティア等と連携した登下校時の安
全指導、定期的な安全点検をはじ
め、保護者と連携しての点検等を
きめ細かに実施し、改善します。

・各小・中学校で通学路の合同点検を実施するとともに、当該
点検で確認した改善すべき箇所について、現場の状況確認を
行った上で関係部署と連携し、対策を計画して可能な箇所から
の改善に着手しました。

学
教

・通学路の安全点検結果に基づき、
各小学校の通学路の安全を再確認す
るとともに、児童及び教員の安全に
対する意識を高めることができまし
た。

ｂ
・青色回転灯装備車両による下
校時間の安全パトロールを計画
的に実施し、児童生徒の見守り
を強化していきます。

・通学路を含む児童生徒の身近な
地域安全マップを作成し、授業で
活用することにより、地域の状況
を再確認し、交通安全の意識を高
めます。

・児童生徒の交通安全の意識の向上を図るため、各小・中学校
において地域安全マップを作成しました。毎年見直しを図るこ
とで、危険個所の改善要望にもつながり、安全な登下校が実現
できました。

学
教

・各小・中学校で安全マップを作成
し、危険個所を児童生徒に周知する
ことで、事故防止と危険予測の意識
を高める事ができました。また、ス
クールガードリーダーや学校ボラン
ティア等の協力により、安全な登下
校指導が実施できました。

ａ
・交通安全教育を着実に推進
し、交通ルールの遵守とマナー
を重んじる心を育んでいきま
す。
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・児童生徒が自転車の正しい乗り
方や走行について学ぶため、スケ
アード・ストレイト教育技法等に
よる自転車安全教室や交通安全教
室を実施します。

・自転車の正しい乗り方等を学習するため、各小学校で自転車
安全教室を実施（１学期）するとともに、各中学校では自転車
登校の生徒を対象に、安全点検や交通安全指導を実施しまし
た。また、危険を予測・察知するため、動画や写真を用いた授
業を展開しました。北本中学校と宮内中学校で計画していたス
ケアード・ストレイト教育技法による自転車安全教室について
は、京都で起きた事故を受け、中止しました。

学
教

・スクールガード養成講習会におい
て、各中学校区ごとに、通学路にお
ける危険箇所の共通点や危険予知の
ための取組などを共有することがで
きました。

ｂ

・スクールガード養成講習会で
共有した、中学校区ごとの通学
路の危険箇所や危険予知のため
の取組の内容を、市内全体に広
めて、さらなる自転車の安全強
化を図ってまいります。

・児童の声による下校放送を継
続・充実させ、児童自身及び地域
の安全に対する意識を高めます。

・くらし安全課と連携し、児童の声による下校見守りのお願い
放送を計画的に実施しました。

学
教

・計画的に実施することで、交通安
全に対する児童の意識を高めること
ができました。一方、新型コロナ拡
大防止のため、新たな放送を録音す
ることができませんでした。

ｂ

・児童の声による下校見守りの
お願い放送を計画的に実施し、
児童及び地域の方への安全に対
する啓発を引き続き行っていき
ます。

○防災教育の推進

・災害時に適切な行動を取ること
ができるような児童生徒の育成を
目指し、避難訓練を充実します。

・災害時に適切かつ安全に避難できるよう、各小・中学校で避
難訓練を実施しました。（各小・中学校３回以上実施）
また、北本中学校区では、小中合同引き渡し訓練も実施しまし
た。

学
教

・各小・中学校で避難訓練を実施す
ることで、災害時に迅速かつ安全に
避難する意識が高まりました。

ｂ
・児童生徒が災害時に避難する
場合の避難経路の確認と避難方
法について、あらゆる場面を想
定して実施していきます。

・北本市危機管理指針との整合性
を図り、様々な災害を想定した防
災マニュアルの見直しと充実を図
ります。

・各小・中学校において、児童生徒が帰宅困難な場合を想定し
た対応や竜巻発生時等の緊急災害における対応を確認するとと
もに、その対応の見直しを図りました。

学
教

・児童生徒が帰宅困難な場合を想定
した対応や保護者への引き渡しを確
認することで対応についての見直し
を行うことができました。

ｂ
・各小・中学校の防災マニュア
ルの見直しを継続実施し、災害
の規模にかかわらず、自助・共
助の精神を育てていきます。

○生活安全の推進

・教職員の危機管理意識を高める
ため、定期的な研修や掲示物等の
ユニバーサルデザイン化を行い、
非常時における適切な判断・行動
ができるよう指導します。

・教職員の危機管理意識を高めるため、各小・中学校の安全教
育担当者が県主催の学校安全教育指導者研修会（７月、１２人
参加）に参加し、その内容を共有するために、夏季休業日等を
利用して校内研修などを実施しました。

学
教

・連絡協議会において、各校の課題
及び取組を共有し、各中学校区にお
いて課題や方向性に関し検討するこ
とができました。

ｂ
・各種研修会へ教員を派遣し、
各小・中学校において、その内
容を生かした安全教育がより推
進できるよう努めていきます。

・防犯教室の実施により、緊急時
における教職員及び児童生徒の対
応を指導します。

・児童生徒及び教職員の防犯意識の向上を図るため、小・中学
校において、県警察本部や管内警察署に協力を得ながら、防犯
教室を実施しました。

学
教

・定期的に研修を実施することで、
教職員の危機管理意識を高める事が
できました。

ｂ
・今後も警察等を協力し、児童
生徒と教員の防犯意識、危機管
理意識を高めるよう努めていき
ます。

・施設設備の点検・改修を行うと
ともに、危機管理マニュアルの作
成と見直しを行います。
【※令和元年度重点項目】

・各小・中学校で「危機管理マニュアル」を見直し、それに基
づき、毎月、施設設備の安全点検を、打診や視診等で確認する
ことで、修繕の必要箇所の早期発見に努め、児童生徒が安心し
て生活できるようにしました。

学
教

・各小・中学校において危機管理マ
ニュアル見直しを図りました。 ｂ

・教育総務課と連携を密にし、
各小・中学校の施設設備の点
検、改修を計画的に実施できる
よう情報共有していきます。

・不審者対応等、学校・家庭・地
域が連携した児童生徒の安全確保
を徹底します。

・不審者情報があった際、各校にＦＡＸ等で連絡し、各校から
のメール配信により保護者へ情報提供・周知を行うよう指導し
ました。また、不審者情報が入り次第、速やかに青パト（青色
回転灯装備車両）によるパトロールを実施しました。

学
教

・青パトによる定期的な見回りとと
もに臨時休業中の臨時の見回り活動
を行い、市内の安全情報をキャッチ
することができたと同時に防止対策
につながりました。

ａ
・不審者情報の共有や青パトで
の見守りを継続し、児童生徒の
安全を守る活動を継続します。

・あんしんまちづくり学校パト
ロール隊（スクールガード）の活
動を推進します。

・各小学校にスクールガードリーダーを１人配置するととも
に、スクールガードリーダーの資質向上を図るための研修会を
実施しました。また、各小・中学校の教職員が児童生徒の下校
の見守りを行いました。

学
教

・地域や保護者と連携し、校区内を
パトロールすることで、学校・家
庭・地域が連携して児童生徒を見守
る体制を整えられました。

ｂ
・学校・保護者・地域の連携を
密にし、児童生徒の見守りを強
化していきます。



・通学路の指定、帰宅が遅い時の
安全確保などの児童生徒への指導
を徹底します。

・児童生徒の登下校時の安全確保のため、各小学校や市教委及
び警察による通学路の合同点検を実施しました。
・各小・中学校において、各学期の始業式や終業式で、安全指
導に関する話を必ず入れ、児童生徒の登下校時の交通安全や防
犯意識の啓発を図りました。

学
教

・合同点検結果を学校へ伝え、危険
箇所等の把握ができました。
・各小・中学校において安全指導の
徹底を図ることができました。

ｂ ・通学路を中心に安全点検を継
続実施し、改善に努めます。

・ＩＳＳ認証歴を持つ学校におけ
る取組を市内各小・中学校に継承
し、各学校の実態に応じた取組を
行います。

・児童生徒の安全について、各小・中学校の取組（各種マニュ
アル等）の情報交換をしました。そして、各小・中学校で児童
生徒の実態に応じて、今まで実践している取組を基に、さらに
強化すべき取組や必要となる取組等について検討しました。

学
教

・各校の実態に合わせ、校内での怪
我防止・安全点検・防災教育を推進
し、ＩＳＳ活動を継承することがで
きました。また各校の実態に応じ
て、避難訓練の実施方法の工夫校の
取組や成果を他校へ発信し、情報を
共有することができました。

ｂ
・連絡協議会を通じた情報共有
化により、さらに質の高い危機
管理に努められるよう引き続き
取り組みます。

＊ ＩＳＳ ・・・ （体及び心の）ケガ及びその原因となる事故、いじめ、暴力を予防することによって、安全で健やかな学校づくりを進め、また児童生徒が中心となって活動することで、自ら

の安全を守る意識、能力を高めていくことを目指す活動に対する国際認証取得を目指す活動をいう。International Safe School の略。
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　　　　施策１　小中一貫教育（学校４・３・２制）をはじめとした異校種間連携の推進

　　　　施策２　地域に開かれた特色ある学校づくり、信頼される学校づくりの推進

　　　　施策３　教職員の資質の向上

　　　　施策４　教育環境の整備・充実

　　　　施策５　学校経営の改革推進

基本目標Ⅲ
質の高い学校教育の推進

　各小・中学校のホームページ等を利用した情報発信や学校協議会等の効果的な活用により、地域に開かれた特色ある学校づくり、信頼さ
れる学校づくりを推進するとともに、教職員研修の一層の充実、人事配置の改善、人事評価制度の活用等を図ることにより、一人一人の教
職員の資質の向上や総合的な学校力の向上を図ります。
　また、学校施設をはじめとした、安全で快適な教育環境の整備を推進します。
　さらに、幼稚園・保育園・小学校及び小・中学校の連携や小中一貫教育、また、小中高連携事業（ＫＩＳＥＰ）を推進し、子供たちの幼
児期から義務教育９年間を見通した教育活動を行います。

の安全を守る意識、能力を高めていくことを目指す活動に対する国際認証取得を目指す活動をいう。International Safe School の略。



事
業

個別取組
令和元年度

取組状況・実績

施策１　小中一貫教育（学校４・３・２制）をはじめとした異校種間連携の推進　※計画書では「学校４・３・２制（小中一貫教育）をはじめとした異校種間連携の推進」 P51

○小中一貫教育（学校４・３・２制）に係る教育活動の推進【※令和元年度重点項目】

・小・中学校において、小学校１
～４年の４年間、小学校５・６年
と中学校１年の３年間、中学校
２・３年の２年間をくくりとした
それぞれの発達段階に応じた教育
活動を柱に、９年間を見通した教
育課程を編成するとともに、児童
生徒の交流などをとおし、中１
ギャップや発達の早期化に対応す
る施設分離型の小中一貫教育を推
進します。

・中学校区ごとに研究体制組織づくりを充実させ、交流行事、
一部の授業形態の小・中統一化、教室掲示の統一化等、校区毎
に特色ある研究主題を設定し、小中一貫教育をさらに推進しま
した。
・中学校区ごとに夏季合同研修会や小・中学校教員の相互授業
参観を実施し、小・中学校教員の相互の連携や積極的な交流を
行い、義務教育９年間を見通した教育課程の工夫、生徒指導等
に特色を生かしました。

学
教

・各中学校区での児童生徒の交流を
はじめ、教職員合同研修や研究、兼
務教員による授業や相互授業参観等
を重ねたことで、学級満足度調査で
全国平均を大きく上まわる結果等
（実施した６学年平均で約１６％上
回る）が得られ、学校４・３・２制
の取組の成果が確認できました。

s

・各中学校区で成果の出た取組
をさらに深化できるよう、各校
区の実態に合わせて市内全体で
共有し、精査した取組を推進し
ていきます。

・学校・家庭・地域がそれぞれの
立場から教育活動にかかわり、
小・中学校における義務教育９年
間をとおした指導方法の系統性を
図り、児童生徒の生きる力の育成
を図ります。

・中学校区ごとに研究体制組織づくりを充実させ、小・中学校
教員の相互の連携や積極的な交流を行い、義務教育９年間を見
通した教育課程の工夫、生徒指導の推進、相互授業参観の実
施、学校応援団等地域の協力を得て一貫教育をさらに推進しま
した。

学
教

・学校の様々な取組のみならず、学
校応援団といった地域の方との協
力・連携等が加わることで、より小
中一貫教育を推進し、学級満足度調
査で全国平均を大きく上回る結果等
が得られ、学校４・３・２制の取組
の成果が確認できました。

ａ

・各中学校区で成果の出た取組
をさらに深化できるよう、各校
区の実態に合わせて、学校・家
庭・地域が密に関わりながら、
義務教育９年間を見通した教育
を推進していきます。

○少人数学級を実現する市費採用教員、学校４・３・２制推進非常勤講師の活用

・小学校１・２年生における３０
人程度学級、小学校３・４年生に
おける35人程度学級を行うことに
より、少人数学級によるきめ細か
な指導を行います。

・小学校１校に１人の市費採用教員を配置して少人数学級を編
制し、個に応じた指導や発達段階に応じた指導を実施しまし
た。

学
教

・低学年における少人数学級の実施
に伴い、きめ細かな学習指導や個に
応じた指導が実現し、児童の規律あ
る態度の育成や学力向上を図ること
ができました。

ｂ
・市費採用教員に変わる取組に
より、きめ細かな指導を展開し
ていきます。

・小学校５・６年生における教科
担任制や小学校と中学校の教員の
交流を可能にする非常勤講師を配
置し、学力向上や「中１ギャッ
プ」の軽減、不登校児童生徒の減
少を図ります。

・小学校８校に８人の非常勤講師を配置し、小学校５・６年生
における教科担任制（理科）を実施しました。
・学習内容の系統性や連続性を踏まえて、授業方法を工夫改善
しました。
・中学校区ごとに夏季合同研修会や小・中学校教員の相互授業
参観を実施し、教員の相互の連携や積極的な交流を行った結
果、中学校１年生における不登校の人数が３人減少しました。

学
教

・各中学校区での児童生徒の交流を
はじめ、教職員合同研修や研究、兼
務教員による授業や相互授業参観等
を重ねたことで、学級満足度調査で
中学校１年生の満足度が全国平均を
２０％上回る結果が得られたこと
が、中学校における不登校生徒の減
少（昨年度に比べ１５人減少）につ
ながりました。

s

・各中学校区で成果の出た取組
を深化できるよう、各校区の実
態に合わせて市内全体で共有
し、精査した取組を推進してい
きます。また、引き続き不登校
児童生徒の軽減に努めていきま
す。

計
画
書

基本目標Ⅲ　質の高い学校教育の推進

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価

取
組
評
価

課題・方向性
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○幼保小連携及び小中高連携（ＫＩＳＥＰ）等、異校種間連携の推進

・幼稚園・保育園（所）・小学校
間の連携を深めることにより、小
１プロブレムの解消を目指しま
す。

・幼保小連携教育を推進し、小学校教員による保育参観の実施
や各小学校を会場とした幼保小連絡協議会を実施しました。幼
稚園・保育園（所）と小学校教員の相互の連携や積極的な交流
を行いました。

学
教

・幼保小連携教育を進め、園児や児
童だけでなく、教員の積極的な交流
に取り組み、効果をあげることがで
きました。

ｂ
・一部の教員の担当とならない
よう、教職員が一体となって連
携を図っていきます。

・北本高等学校の協力によるＫＩ
ＳＥＰの活動をとおして、小・中
学校と高等学校との連携を図りま
す。

・関連学校長による推進委員会を開催し、取組の検討を行いま
した。
・各中学校に対し、北本高等学校教員による出前授業の実施や
スポーツ交流を実施したほか、北本高校と小学校との交流事業
（あいさつ運動、陸上練習）に取り組みました。

学
教

・小学校と高校、中学校と高校等、
異校種間の連携を進め、双方にとっ
て教育的効果を上げることができま
した。

ｂ ・重要性と有用性を啓発、働き
かけをしていきます。

施策２　地域に開かれた特色ある学校づくり、信頼される学校づくりの推進 P53

〇学校協議会、外部評価委員会の効果的な活用

・保護者、教職員、地域の有識者
や企業、関係機関や団体の代表な
どで組織する学校協議会で、児童
生徒の健全育成、学校教育の充
実、学校・家庭・地域の連携など
について協議し、学校教育のより
一層の充実と発展を図ります。

・学校教育の充実、学校・家庭・地域の連携などについて各学
校で協議するため、各小・中学校で保護者や地域の代表、教員
で構成される学校協議会を開催しました。
（各小・中学校３回程度開催）

学
教

・学校協議会を計画的に実施し、各
委員から学校の教育活動の取組につ
いて意見や助言をいただき、各小・
中学校の教育活動の向上、発展を図
ることができました。

ｂ

・学校協議会委員、外部評価委
員の両方を兼ねている方や再任
の方が多いことから、より多く
の協力者の確保について各学校
に働きかけていきます。

・各小・中学校に置く外部評価委
員会の評価を基に、より良い教育
活動を実施していくための成果の
検証と改善について、継続的に実
施します。

・学校運営等について協議するとともに、学校の評価結果に基
づき学校の教育活動等の成果を検証し、教育の一層の充実と改
善を図るため、各小・中学校で保護者や地域の代表で構成され
る外部評価委員会を開催しました。
（各小・中学校３回程度開催）

学
教

・学校の自己評価をもとに外部評価
委員に学校の教育活動を評価してい
ただき、次年度の学校経営や教育活
動の方策の改善を図ることができま
した。

ｂ

・学校協議会委員、外部評価委
員の両方を兼ねている方や再任
の方が多いことから、より多く
の協力者の確保について各学校
に働きかけていきます。

○教育課程の積極的な公開と学校・家庭・地域が一体となった教育の推進

・教育課程の計画・実施・評価の
段階を積極的に公開し、学校とし
ての説明責任を果たします。

・各小・中学校においてシラバス（＊）を保護者等に公開する
とともに、学校評価をとおして教育課程の計画・実施について
の評価を行い、その評価結果を公開しました。

学
教

・児童生徒、家庭。地域の実態に
合った教育課程を各校で計画し、保
護者や地域の理解を得ながら教育活
動を実施できました。

ｂ

・保護者や地域への情報の積極
的な公開とともに、連携・協働
の観点からも「地域とともにあ
る学校」の実現に向け、よりよ
い教育課程の編成について指導
していきます。

＊ シラバス ・・・ 各小・中学校で作成する、教科の年間授業時数、各学期及び各期間の大まかな学習内容、評価の観点並びに評価方法が示された学校の授業計画をいう。



〇学校・地域の特色を生かした学力向上・生徒指導対策の推進

・地域に開かれた学校づくりのた
めの教育環境を整えます。

・各小・中学校において、保護者や地域の方との連携を深め、
学校公開及び親子ボランティア活動を実施するとともに、学校
応援団との連携を図り、開かれた学校づくりを行いました。

学
教

・各小・中学校とも学習指導要領に
則り、創意工夫しながら、学校応援
団との連携を図り、開かれた学校づ
くりを行うことができました。

ｂ

・「社会に開かれた教育課程」
の推進に努め、カリキュラムマ
ネジメントのもと、地域の力を
学校の教育活動に生かしていき
ます。

・豊かな心をはぐくむための体験
活動の充実を図ります。

・児童生徒の豊かな心をはぐくむため、体験農園（各小学校）
や学校ファーム（各小・中学校）での農業体験、総合的な学習
の時間での地域の方とのふれあい活動（各小・中学校）、自然
体験学習（各小・中学校）、職業・職場体験を行いました。

学
教

・各学校で体験活動の充実を図り、
特別支援教育においては、学校
ファームの活動を効果的に活用しま
した。

ｂ
・体験活動を充実させ、児童生
徒の豊かな心を育んでいきま
す。

〇ホームページ等を利用した情報発信の推進

・小・中学校において、自校を紹
介するホームページを定期的に更
新します。

・各小・中学校のホームページを活用することで、学校情報や
児童生徒の活動状況についての情報発信を行いました。

学
教

・各小・中学校でホームページを定
期的に更新するよう努め、学校だよ
りを掲載するなど、積極的に情報を
発信するようになってきました。

ｂ

・学校間において更新の頻度に
ばらつきがあるため、定期的な
更新作業を啓発するとともに、
見る側のニーズに合った内容に
なるよう、企画・発信します。

・保護者や地域に対して学校の活
動に係る情報を発信することで、
学校運営の改善を図ります。

・各小・中学校において、学校だよりや学年だよりを定期的に
発行し、保護者や地域に向けた情報発信を行いました。
・開かれた学校づくりを推進するため、各小・中学校において
学校公開を行いました。（各小・中学校３回程度実施）

学
教

・学校だより・学年だよりを各校で
各月１号以上の頻度で発行し、保護
者や地域への情報発信と公民館掲示
を行いました。また、学校公開も学
期に一度程度のペースで行いまし
た。

ａ

・学校ホームページの在り方に
ついて、機会を捉えて指導する
とともに、今後も継続的に学校
公開を実施し、学校だより等の
発行を行います。

〇コミュニティ・スクールの導入・推進

・保護者、地域住民、教職員、関
係機関や団体の代表などで組織す
る学校運営協議会で、子供たちや
地域の未来に向けて、学校・家
庭・地域が社会総掛かりで当事者
意識をもって取り組めるよう協議
し、学校教育のより一層の充実と
発展を図ります。

・西小学校をコミュニティスクールのモデル校に指定し、成果
と課題について他の小・中学校に示しました。
・西小学校運営協議会を５回開催しました。

学
教

・学校運営協議会を計画的に実施
し、各委員で学校の課題を共有した
上で、具体的な意見や助言をいただ
き、教育活動の向上、発展を図るこ
とができました。

ａ

・モデル校での実践をもとに、
コミュニティスクールを導入す
る学校数を増加させ、連携・協
働による取組の充実を図りま
す。
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施策３　教職員の資質の向上 P54

○教職員研修の充実

・各小・中学校の教職員間での研
修を推進し、教職員相互の連携と
指導力を高めます。

・小中一貫教育により小学校教員が中学校（３人）に、中学校
教員が小学校（６人）に兼務しました。また、教職員の相互連
携と指導力を高めるため、各中学校区での小中一貫教育（学校
４・３・２制）に係る合同研修会及び小・中学校の教員の相互
授業参観（各校１～２回程度開催）を開催しました。

学
教

・各中学校区で児童生徒の学習状況
を把握し、課題を共有することで、
９年間を見通した系統性を意識した
授業を展開することができました。

ｂ

・家庭学習において小・中学校
で取組の差が見られますので、
情報共有をしながら、家庭への
啓発を含めた取組の推進をしま
す。

・若手教職員研修や教員のライフ
ステージに応じた研修など、教職
員の年齢や経験に応じた研修を充
実させ、指導力の向上を図りま
す。

・教職員の指導力と資質向上を図るため、若手教員のための教
師力ビルドアップセミナーを実施（年１９回、延べ392人参加）
するとともに、学校の中核となる教員を対象とする学びジョン
研修会を実施（年８回）しました。

学
教

・長期研修教員や在外教育施設派遣
教師を講師として招聘し、学級経営
の在り方、支援を要する児童生徒へ
の接し方などを講演していただきま
した。

ａ

・業務改善は、教員が生き生き
と児童生徒と向き合うためにも
最重要課題であるため、継続し
て講演や体験型研修を行いま
す。

・市立教育センターにおける教職
員対象の各種研修会の充実を図り
ます。

・生徒指導教育相談中級研修会（８月３回、延べ３０人参加）
を実施しました。
・北本教育「学びジョンプロジェクト」研究（年間8回実施、発
表会実施）を実施しました。昨年度に引き続き、外国語活動・
外国語と特別の教科道徳を研究しました。

学
教

小・中学校の教員がチームを組み、
義務教育９年間における発達の段階
や系統性を重視して研究を進めるこ
とができました。

ｂ
・子供の実態に応じた指導、興
味関心を高める教材開発、教員
の指導方法の工夫・改善を重視
した研修を実施していきます。

○教職員の人事交流の推進

・広域的かつ計画的な人事交流に
より、教職員の視野を広め、職務
経験を豊かにすることで、魅力あ
る学校づくりを推進します。

・学校の活性化と教職員の資質の向上を図るため、当初人事方
針に係る計画を定め、転補、転任を行うなど、他市町と積極的
に広域的かつ計画的な人事交流を実施しました。

学
教

・人事方針に基づく計画的な人事交
流推進により、教職員の資質向上と
学校の活性化を図ることができまし
た。

ｂ

・退職者の増加により新採用教
員や再任用教員が増加している
ことから、今後の教職員の年齢
構成や教員の資質向上を十分配
慮した人事交流を図ります。

・教職員の小・中学校の人事交流
や兼務を推進し、指導力の向上を
図ります。

・教職員の人事交流を行うことにより教員の指導力の向上を図
るため、Ｊプラン（＊）や英語専科等により、中学校教諭を小
学校に４人配置するとともに、小中一貫教育に係る教員（２３
人[市費１５・兼務８]）や生徒指導対応教諭（１人）の兼務教
員を配置しました。

学
教

・小中一貫教育の推進を図る兼務教
員や生徒指導対応教諭の発令、Ｊプ
ラン等における教員配置により、中
学校区で課題の共有化と解決策を図
ることができました。

ｂ
・今後も小中一貫教育の推進を
図る兼務教員や生徒指導対応教
諭の発令、Jプラン等の人事交流
を積極的に推進します。

＊ Ｊプラン ・・・ 小学校と中学校のスムーズな橋渡しを行うための施策として県が行う「埼玉県公立小・中学校教員人事交流」をいう。



○校内における教職員間の学びあい研修、学びジョン研修の推進

・ベテラン教職員を手本とした若
手教職員への教育技術の伝承を推
進します。

・校内授業研究会において、ベテラン教職員の授業を参観し、
児相生徒を引き付ける仕掛けが何処にあったかを若手教職員に
気付かせました。また、若手育成のためにベテランと同じ校務
分掌を担当し、若手に対し指導・助言を行いました。

学
教

・授業参観においては、発問の仕方
や若手とベテランが同じ校務分掌を
担当することで、各分掌の運営が円
滑になり、学校の活性化につながり
ました。

ｂ

・教職員定数の関係から、ベテ
ラン教職員が少ない学校は、若
手への伝承に苦慮することも想
定し、学校間の連携強化と情報
交換により補完していきます。

○働き方改革の推進及び教職員事故防止の徹底

・教職員が子供たちの指導に専念
できるよう教職員の多忙化解消・
負担軽減を進め、教育の質の維持
向上を図ります。

・全小・中学校において、ＩＣカードによる客観的な方法によ
る在校時間の把握を行い、市教委において集計した個票を
フィードバックすることにより、各教職員に各自の在校時間を
意識させました。

学
教

・各校で管理職の指示のもと、確実
な実践が行われました。各校独自の
工夫した取組や教育委員会の取組に
より、在校時間が小学校で月平均１
４分の短縮、中学校で１時間２９分
短縮できました。

s
・在校時間の把握に努め、教職
員に在校時間に係る意識を高め
ることで、子供と向き合う時間
が確保できるように努めます。

・教職員事故絶無を目指し、研修
会の実施やポスター作成等の啓発
活動を行い、意識の向上を図りま
す。

・教職員の意識の向上を図るため、教職員事故防止強化期間を
設け、各校で研修会を実施しました。
（４月全校実施、教職員293人参加）
・倫理確立に係る委員会で事故防止チェックリストを活用し、
教職員事故防止の啓発活動を行いました。

学
教

・教職員事故防止研修会や倫理確立
委員会を中心に、事故防止の取組を
実施することで、教職員の意識向上
を図ることができました。

ｂ
・教職員事故絶無を目指し、教
職員一人一人の教育公務員とし
ての自覚と責任を高める取組を
継続していきます。

○学校衛生管理の充実

・衛生推進者研修会の開催等によ
り、衛生推進者の資質の向上を図
るとともに、学校における労働安
全衛生管理体制の充実を図りま
す。

・衛生推進者の資質の向上及び教職員の心身の健康を図るた
め、専門家を招聘し、北本市立小・中学校メンタルヘルス研修
会を実施しました。（１月、２１人参加）
・県主催メンタルヘルス研修会、こころの健康講座に教職員を
派遣し、所属校でその内容の共有を図りました。

学
教

・市主催の研修会を開催することが
でき、管理職及び教職員へ心の健康
について意識付けができました。

ｂ
・今後も研修会等をとおして、
管理職及び教職員の心の健康を
守れるよう努めていきます。

・教職員の健康診断結果への適切
な指導、悩みを共有できる職場づ
くり等を推進するとともに、県な
どの関連機関との連携をとおし
て、教職員の心身の健康管理に努
めます。

・各小・中学校において、学校医（健康管理医）と連携を図
り、教職員の健康診断結果から適切な指導を受けられる機会を
設定するとともに、悩みを共有できる職場づくりに努めまし
た。

学
教

・教職員の健康診断結果をもとに、
学校医の協力のもと、面談を実施
し、教職員の健康保持に努めまし
た。

ｂ
・今後も学校医との連携を密に
し、教職員が相談しやすい環境
づくりができるよう努めていき
ます。
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施策４　教育環境の整備・充実 P56

○安全に配慮した学校施設の管理と整備の推進【※令和元年度重点項目】

・施設内外の危険箇所の把握に努
め、適切な改修を推進します。

・「既存不適格」とされたブロック塀の中で、劣化が進み、危
険な箇所については、ブロック塀改修工事を実施しました。(工
事個所：中丸小、南小、北小)
・東中学校の劣化が進んでいた擁壁及び外構につきまして、改
修工事を実施しました。

教
総

・ブロック塀の点検・調査及び「既
存不適格」とされたブロック塀の改
修工事について、速やかに実施でき
ました。

ｂ

・その他にも、劣化が進むブ
ロック塀等を順次改修していく
とともに、引き続き施設の巡回
を実施し、危険個所の迅速な把
握に努めます。

・施設等の状況に応じ、老朽化し
た施設・設備の改修・更新に努め
ます。

・東中学校A・C棟照明器具改修工事を実施し、各教室の悪天候
時の照度不足を解消しました。
・中丸東小学校昇降口周辺等舗装改修工事を実施し、経年劣化
した舗装を改修しました。

教
総

・施設の老朽化の状況に応じ、適切
な施設・設備の改修・更新を実施す
ることができました。

ｂ
・引き続き、施設の老朽化の状
況を確認し、改修・更新の優先
性を見極めながら進めていきま
す。

○学校施設の有効活用の推進

・各小学校の余裕教室や地域活動
室で放課後子ども教室を実施しま
す。

・子供たちが地域社会の中で心豊かに健やかにはぐくまれるよ
う、地域のボランティアの協力のもと、小学校の地域活動室等
を利用して、放課後に自主的な学習活動や体験活動、スポーツ
活動などを全ての小学校で行いました。

生
学

・小学校の地域活動室等で「放課後
子ども教室」を実施することによ
り、子供たちの健全育成を図るとと
もに、学校施設を有効活用すること
ができました。

ｂ

・「放課後子ども教室」の活動
拠点となる部屋の安全確保につ
いて、学校とのさらなる調整を
図っていきます。
・放課後子ども総合プランに基
づき、学童保育室との連携活動
を増やしていきます。

○オープンスペースを活用した学習形態の工夫・研究

・開放的で明るい施設を用いて、
子供たちの元気な活動を充実させ
ます。

・各小・中学校の施設において、必要性に合わせ多目的室等の
オープンスペースを活用し、学習形態の工夫をするなど、学習
環境を整えながら、学習活動を展開しました。

学
教

・外国語活動の授業などにおいて開
放的な環境の中、意欲的にのびのび
活動する子供たちの姿が見られまし
た。

ｂ
・子供たち一人一人に合った課
題を明確にし、適切な指導を
行っていきます。



○高等学校等の入学準備金貸付事業の推進

・経済的な支援を必要とする家庭
に対し、高校、大学等の入学金を
無利子で貸し付けることで、就学
の機会を得やすくします。

・入学準備金について、大学等２件、高等学校２件、計４件、
1,200,000円の貸し付けを行いました。
・入学準備金貸付事業について、市の広報紙により周知を行い
ました。（１１月号）

学
教

・入学準備金の貸し付けにより、進
学に係る支出の一部を支援すること
ができました。

ｂ

・貸し付けについて、今後も広
報紙による周知を行います。
・貸付金の回収については、返
済が滞納している家庭への勧奨
を行います。

○幼稚園就園奨励費補助事業の推進

・幼稚園への就園に係る費用負担
を軽減することで、幼児の就園を
推奨します。

・幼稚園に係る入園料及び保育料を補助対象とした幼稚園就園
奨励金を平成３１年４月～令和元年９月分まで、553人に対して
支給しました（支給総額29,736,500円）。
・周知については市の広報紙により行いました。（６月号）

学
教

・幼稚園就園奨励金の支給により、
入園料及び保育料の保護者負担の軽
減を図ることができました。

ｂ
・令和元年１０月分より、幼児
教育無償化事業へ転換したこと
で本事業は保育課へ移管されま
した。

○就学援助制度の周知及び支援

・経済的な理由により小・中学校
への就学が困難な児童生徒の保護
者に対し、学用品費や給食費等の
一部を負担して、教育の機会が失
われないようにします。

・就学援助費について、小学校182人、12,735,282円、中学校、
135人、15,353,979円の支給をしました。
・新入学児童生徒に対し、新入学学用品費を入学前に支給しま
した。

学
教

・就学援助費の支給により、就学に
係る保護者の負担を軽減することが
できました。

ｂ
・入学説明会においての就学援
助制度の説明、在校生保護者へ
の通知を配布します。

・制度について市の広報やホーム
ページに掲載するとともに、学校
と連携して制度の周知に努めま
す。

・制度については、広報紙（１月号）と市ホームページに掲載
しました。
・学校において、新入学説明会時に、制度について説明を実施
し、在学児童生徒には通知を配布しました。

学
教

・就学援助制度の周知により、支給
対象者を広げ、保護者の負担を軽減
を図ることができました。

ｂ
・周知を図るため、広報紙及び
市ホームページの内容を工夫し
ます。

○特別支援教育就学奨励事業の推進

・小・中学校の特別支援学級に就
学する児童生徒の保護者に対し、
学用品費や給食費等の一部を負担
軽減するとともに、特別支援教育
の振興を図ります。

・特別支援教育就学奨励費について、小学校３２人、1,882,700
円、中学校２５人、2,552,455円を支給しました。

学
教

・特別支援教育就学奨励費事業の推
進により、特別支援教育の就学に係
る負担軽減を図ることができまし
た。

ｂ
・特別支援教育学級に在籍する
児童生徒に制度の周知案内をし
ます。
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施策５　学校経営の改革推進 P58

○学校の組織体制の整備・充実

・校長は、学校経営のビジョンを
明確に提示し、教職員の共通理解
のもと、リーダーシップを発揮し
た学校経営を推進します。

・特色ある学校経営を推進するため、各学校長が学校教育目標
の具現化・具体策を示し、特色ある取組等を示したグランドデ
ザインを作成しました。そして、教職員に明示して目標及び目
標具現化のための具体策を共有しました。

学
教

・校長が経営ビジョンと運営計画を
グランドデザインで明示し、教職員
が共通理解することで、チームとし
て教育活動を取り組みました。

ｂ
・今後も校長のリーダーシップ
のもと、学校組織として特色あ
る取組を推進します。

・校長と教頭を中心に教職員集団
をとりまとめる主幹教諭や中堅教
職員などのミドルリーダーの育成
を支援します。

・責任ある役職を任せることでリーダーの自覚を高めるため、
小・中学校に主幹教諭（５名）を配置するとともに中堅教職員
を校務分掌の主担当として配置し、力量を発揮できるよう、校
長や教頭にミドルリーダーの育成を促しました。

学
教

・学校課題研究で主幹教諭や教務主
任、各主任が中心となり組織的な課
題解決が着実に取り組まれました。

ｂ

・若手教職員が急増し、年齢構
成の二極化が顕著なため、今後
も主幹教諭や中堅教職員等のミ
ドルリーダー育成を充実させ、
組織力の向上を目指します。

○学校運営に係る情報公開の推進

・学校経営について、保護者等へ
の情報発信を積極的に行います。

・各小・中学校で、学校だよりやホームページの活用、保護者
会、学級懇談会、ＰＴＡ総会や役員会等の開催の機会を活用
し、学校経営に関する情報発信を積極的に行いました。

学
教

・様々な媒体・機会を活用し、学校
評価・学校経営・日々の教育活動の
様子を、積極的に情報発信・公開し
ました。

ｂ
・年度当初に学校経営方針等を
ホームページで紹介し、年度末
には成果を発信することで、学
校運営の情報共有を図ります。

・学校公開、学校だより、ホーム
ページ等により、各小・中学校の
様子を発信します。

・各小・中学校において、学校公開日の設定、土曜参観の実
施、定期的な学校だよりの発行、ホームページの更新を行い、
日々の学校の様子を発信しました。

学
教

・計画的な実施と定期的な発行、
ホームページの随時更新等により、
日々の学校の様子を発信することが
できました。

ｂ
・各小・中学校で様々な媒体や
機会を積極的に活用し、分かり
やすく一貫性のある情報発信に
取り組んでいきます。

○全職員を対象にした人事評価制度の活用

・様々な教育課題の解決に向け
て、すべての教職員の力を結集し
て目指す学校像の実現を図りま
す。

・教職員一人一人が教育課題の解決に向け教科指導、学年・学
級経営、生徒指導、その他の校務等の年度の目標とその方策を
立てるとともに、チームワーク行動の重点項目を設定し、達成
度の評価と課題の分析を行うとともに、校長、教頭との面談を
とおして校長の目指す学校像の実現に教職員の力を結集しまし
た。

学
教

・計画的に着実に人事評価を行うこ
とで、教職員が自らの教育活動を評
価し資質の向上を図ることができま
した。

ｂ
・各小・中学校の教育課題を明
確にし、目指す学校像の実現に
向け、今後もより丁寧に人事評
価制度を活用していきます。

・教職員の職務遂行過程で発揮さ
れた能力、執務姿勢を正しく評価
し、教職員の育成を図ります。

・１２月以降に教頭は教職員の達成状況申告を評価しました。
また、校長が一人一人の教員と面談を行い、人事評価の結果を
フィードバックして、教職員に指導・助言を行い、教育課題へ
の取組等、職務遂行過程で発揮された能力や執務姿勢を評価
し、教職員の育成を図りました。

学
教

・教職員が校長の目指す学校像の実
現と連鎖した目標を定め、その目標
を達成するために取り組みました。
また、校長がその取組を評価するこ
とにより教職員の資質及び能力の向
上を図ることができました。

ｂ

・今後もより丁寧に人事評価制
度を活用していくとともに、校
長及び教頭が教職員を正しく評
価できるよう評価者研修を実施
していきます。



　　　　施策１　家庭教育に関する学習機会の充実とＰＴＡ活動の推進

　　　　施策２　地域の教育推進体制の充実

　　　　施策３　子供の読書活動の推進

　　　　施策４　地域活動室事業と学校応援団の活用の推進

基本目標Ⅳ
家庭・地域の教育力の向上

　主に保護者が子供たちに基本的な生活習慣や倫理観、自制心や自立心などを身に付けさせるために行う、家庭教育に関する学
習機会の充実とＰＴＡ活動の推進を図るとともに、地域の教育推進体制の充実を図ります。
　また、こども図書館等を活用して、親子で読書に親しむ機会を提供するなど、子供の読書活動の推進を図ります。
　さらに、地域活動室事業と学校応援団の活動の推進をとおして地域との絆を深め、地域の教育力の向上を図るとともに、学校
における教育活動の充実を図ります。
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事
業

個別取組
令和元年度

取組状況・実績

施策１　家庭教育に関する学習機会の充実とＰＴＡ活動の推進 P60

○家庭教育支援の講座の充実【※令和元年度重点項目】

・家庭の教育力をより向上させる
ため、入学前児童の保護者対象の
子育て講演会等を実施します。

・子供の発達段階に応じた子育て方法の理解を深めていただく
ため、小・中学校入学前の子供を持つ保護者を対象に「新入学
児童をもつ親としての心がまえ」や「中学生の親が留意したい
こと」などの子育て講座を開催しました。（10月～１月、各
小・中学校１回の計12回開催、延べ907人参加）

生
学

・小学校の就学時健診や中学校の学
校説明会に合わせて、子育て講座を
実施し、多くの保護者に講座を受け
ていただくことで、発達段階に応じ
た子育てについて理解を深める機会
を提供することができました。

ａ

・子供の発達段階に応じた子育
てを一層理解していただくた
め、子育て講座を実施するとと
もに、当該講座について保護者
のニーズを踏まえ、より充実し
た内容にしていきます。

○ＰＴＡ活動の推進

・教育講演会等、事業の活性化を
図るとともに、各小・中学校のＰ
ＴＡが相互に情報交換し、協力で
きるよう、北本市ＰＴＡ連合会に
対する支援を行います。

・家庭教育講演会「ハートピア２１」を市とＰＴＡ連合会との
共催により、会場の提供及び企画・運営を支援し、参加者が大
幅に増加しました。また、実施後のアンケートによると高い満
足度を示す結果となりました。（11月23日、492人参加）
・ＰＴＡ会員の資質向上を図るため、各小・中学校のＰＴＡに
おいてテーマを定めて企画・運営する家庭教育学級を委託によ
り実施しました。（延べ19回開催、延べ952人参加）
・北本市ＰＴＡ連合会の活動を支援するため、補助金290,000円
を交付しました。

生
学

・各PTA単位で会員が話し合いをす
ることで協働する意識が高まりまし
た。
・事業の共催や委託、補助金の交付
など、様々な方法でＰＴＡ活動を支
援し、ＰＴＡ活動の推進を図ること
ができました。

ａ
・より主体的なＰＴＡ活動の推
進を図るため、助言や情報提供
等の支援を充実していきます。

施策２　地域の教育推進体制の充実 P61

○自然体験活動等の推進

・地域性を生かした自然体験活動
等の取組を推進します。

・地域の方の協力を得て、各小学校で野菜の種まき、収穫等の
体験活動や、花植え等を実施しました。

学
教

・地域の方の協力で、農業体験など
で自然とふれあう活動の実践をとお
して、農業や食育に興味を持つ児童
がみられるようになりました。

ｂ

・土とのふれ合いは、児童に
とって大切であるため、今後も
農地の確保と農業経営者との綿
密な打合せを実施していきま
す。

基本目標Ⅳ　家庭・地域の教育力の向上

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価

取
組
評
価

課題・方向性
計
画
書



○放課後子ども教室事業における北本市放課後子ども総合プランの推進【※令和元年度重点項目】

・放課後子ども教室と学童保育室
の児童が北本市放課後子ども総合
プランに基づき、共通プログラム
に参加する活動を推進していきま
す。

・「北本市放課後子ども総合プラン」に基づき、「放課後子ど
も教室」と「学童保育室」に通う児童が一緒に活動する共通プ
ログラムを市内のすべての放課後子ども教室で年間8回実施し、
児童の放課後の安全・安心を確保するとともに、多様な体験活
動を促進することができました。

生
学

・各小学校における「放課後子ども
教室」において、当該学区内の多く
の地域の方々の参画を得て実施する
ことにより、多様な活動を行うこと
ができ、地域の教育推進体制の充実
を図ることができました。

ｂ
・地域（コミュニティ等）との
連携を密にし、事業への理解・
関心を深めて、継続的に地域の
人材の参画を図っていきます。

○青少年の健全育成活動の促進

・青少年の健全育成に係る情報交
換会を設けるなど、関係団体の取
組を支援します。

・県の青少年非行・被害防止特別強調月間に合わせて、北本駅
を中心に非行防止キャンペーンを実施し、啓発活動を行いまし
た。（7月3日実施）
・北本市青少年育成市民会議との共催で「麹町中学の教育改
革」をテーマに講演会を開催しました。（12月7日実施）
・北本市青少年育成市民会議の活動を支援するため、補助金
750,000円を交付しました。
・「郷土きたもと」をテーマとした活動を通して、青少年の健
全育成及び青少年のふるさと意識の高揚を図るため、青少年ふ
るさと学習事業を北本市青少年育成市民会議に委託しました。

生
学

・北本駅を中心に非行防止街頭キャ
ンペーンを実施することにより、効
果的な啓発活動を行うことができま
した。
・北本市青少年育成市民会議との共
催で教育講演会を開催することによ
り、青少年の健全育成について考え
る場を設けることができました。
・青少年ふるさと学習をとおして、
ふるさと意識の高揚を図ることがで
きました。

ｂ
・さらに幅広い参加を募り、青
少年の健全育成の啓発を深める
ために助言や情報提供等の支援
を充実していきます。

○学校公開の実施

・学校公開の実施をとおして、教
育に対する地域の理解を深め、関
心を高めます。

・学校教育に対しての理解を深めていただくため、各小・中学
校で保護者や地域の方を対象に、児童生徒の様子や学校の環境
を公開する学校公開（各小・中学校年間7回程度）を行いまし
た。

学
教

・学校公開で、子供が学習したり発
表したりする姿や、教育活動の実際
を保護者や地域の方々にご覧いただ
き理解していただくことや感想をい
ただくことができました。

ｂ

・児童生徒の学ぶ姿や学校の環
境、教育活動の実際を公開する
ことで、地域の理解を深めてい
きます。
・学校公開日には、多くの人の
出入りがあるため、児童生徒の
安全面に配慮していきます。
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施策３　子供の読書活動の推進 P63

○読書に親しむ機会の提供と充実

・おはなし会を定期的に実施する
とともに、季節毎の各種行事にお
いてブックトークや読み聞かせを
実施します。

・利用者の多くが読書の準備段階にある小さな子供たちである
ことから、本を手渡すと同時に耳から聞く機会の提供に努めま
した。
・毎週のおはなし会、季節ごとのおはなし会、夏休みの「子ど
も読書まつり」などを実施しました。新たにわらべうたの会、
障がいのある利用者のためのおはなし会を実施しました。

生
学

・おはなし会、ブックトークを行
い、利用者により多くの本を紹介
し、読書への動機付けが図られまし
た。障がいのある利用者のためのお
はなし会など、より多くの利用者に
おはなし会を実施しました。

ｂ

・子供の読書活動を推進する市
民団体と連携して、おはなし会
や行事を開催し、子供が読書に
親しむ機会を増やしていきま
す。

・おすすめ本の展示など、利用者
へ積極的に情報を提供し、読書へ
の動機付けを促進します。

・子供たちが読書の幅を広げ読書の体験を深めるきっかけを提
供するために、様々な分野の本の展示を行いました。
・文化を伝える季節の本、行事の本など、利用者の興味関心を
引く本の展示に努めました。

生
学

・様々な分野の本の展示を行い、利
用者により多くの本を紹介すること
ができ、貸出が増えました。

ｂ
・子供たちや保護者の課題解決
に役立つ本やニーズの高い本
を、テーマを定めて展示してい
きます。

・子供の読書活動を推進するため
の講座を開催し、親子で本に親し
むための動機付けや機会を設ける
とともに、図書館分室を充実さ
せ、子供の読書活動への支援を図
ります。

・親子で本に親しむことの大切さを理解するために「こどもの
読書週間」にブックトークやおはなし会、クイズラリーなどの
イベントを開催しました。

生
学

・親子で参加できるイベントを開催
し、本と子供の関わりに対する理解
を深めてもらい、読書活動を推進す
ることができました。

ｂ

・子供の読書活動を推進する市
民団体と連携して、おはなし会
やイベントを開催し、子供が読
書に親しむ機会を増やしていき
ます。

○読書環境の整備・充実 　

・子供の発達段階に応じた読書環
境を整えるとともに、気兼ねなく
乳幼児を図書に親しませることが
できる環境づくりを進めるため、
こども図書館の充実を図ります。

・絵本の読み聞かせを年間320回（参加者895人）、おはなし
会・イベントを年間251回（参加者3,386人）開催するととも
に、テーマごとに図書の展示会を年間74回開催しました。
・図書を新規に1,994点購入し、蔵書の充実を図りました。

生
学

・各団体と調整を図り、絵本の読み
聞かせ、おはなし会、イベント等に
多くの子供や保護者が参加すること
ができ、本に親しみを持たせること
ができました。また、蔵書を増や
し、より多くの本に親しめる機会を
提供しました。

ａ

・こども図書館の蔵書構成に注
意を払い、子供や保護者が興味
関心を持って様々な分野の図書
に触れられるよう、指定管理者
と協力して選書に取り組みま
す。
・北本市子ども読書活動推進計
画に基づき、読書活動の推進と
環境整備に努めていきます。



施策４　地域活動室事業と学校応援団の活動の推進 P64

○地域活動室事業の推進

・ＨＰや学校通信等を利用して地
域活動室の活動に関する周知を行
い、地域住民の参加を促すことで
地域活動室の活用を図ります。

・各小・中学校の学校だより等で、地域活動室の活用や活動内
容について地域の方に周知しました。
・各小・中学校の地域活動室にコーディネーターを配置し、地
域の方の要望を聞き、地域と学校との連絡調整等を行いまし
た。

学
教

・学校だより等を活用し、地域活動
室の活用や活動内容について周知す
ることができました。
・コーディネーターが連絡調整を行
い活用状況の工夫改善を図ることが
できました。

ｂ

・引き続き地域活動室の効果的
な活用ができるよう、学校だよ
り等による周知の工夫とコー
ディネーターの活用により、地
域交流を促進します。

・児童生徒が地域活動室を訪問
し、地域住民と交流を深めるな
ど、地域活動室における児童生徒
と地域住民との交流を支援しま
す。

・地域の方々の希望者を対象に、書道や絵手紙の講座、パソコ
ン教室や子育て講座など、相談活動やコミュニティの場となり
ました。

学
教

・各種講座の開催をとおして、地域
活動室における交流活動に一定の成
果を挙げることができました。

ｂ

・児童生徒が地域活動室との交
流をよりしやすくなるよう、
「コミュニティ・スクール事
業」及び「地域活動協働本部」
の在り方を研究していきます。

○学校応援団の活動の推進【※令和元年度重点項目】

・総合的な学習の時間で地域住民
にゲストティーチャーとして授業
に参加していただくなど、地域の
教育力の活用を図ります。

・総合的な学習の時間や家庭科の時間に、地域の方をゲスト
ティーチャーとして招き、授業の補助をしていただきました。

学
教

・地域の方の経験に基づく指導によ
り、既習事項と現実社会が結びつ
き、より深く学ぶことにつながると
ともに、地域の魅力を再発見するこ
ができました。

ｂ

・学校応援団を幅広く募集して
活用したり、市役所の出前講座
などを活用したりすることで、
より効果的に総合的な学習の時
間等の学びを深めていきます。

・保護者及び地域住民の挨拶運動
や校舎内外の巡回等への協力をと
おして、子供の健全な育成を推進
します。

・校舎内外の安全管理を客観的な視点で行うために、学期に一
度の頻度で、保護者を含む地域の方と教職員と児童生徒が共同
で安全点検を実施しました。

学
教

・普段、校舎を利用していない地域
の方の目で施設の状況を確認してい
ただくことで、教職員や児童生徒だ
と気づきにくい危険箇所を指摘して
いただくことができました。

ｂ

・不審者がなかなか減らない状
況を受け、今後より一層保護者
を含めた地域住民の方の見守り
活動を活性化し、子供の健全な
育成を推進します。

・保護者や地域住民の学校清掃活
動や美化活動への参加をとおし
て、校内環境の整備を推進しま
す。

・各小・中学校において、ＰＴＡや学校応援団の協力のもと、
枝おろし、草刈り、トイレ清掃などに参加していただき、校内
環境の美化が図られました。

学
教

・地域の大人の方々の力や道具をお
借りすることで、教職員や児童生徒
たちだけではできない美化作業がで
き、教育環境が改善されました。

ｂ
・今後も学校応援団による日常
の環境整備活動に加え、長期休
業期間中のＰＴＡ等との合同美
化活動を推進していきます。

・子供たちや地域の方々がより安
全に過ごせるよう、安心安全パト
ロール活動のさらなる充実を図り
ます。

・児童生徒の安全を確保するため、保護者や地域の方による登
下校の安全見守り活動や放課後の学区内パトロール等を実施し
ました。

学
教

・一か月～一学期に一度の頻度であ
んしんまちづくり学校パトロールを
行うことで、地域の防犯意識の高揚
につながり、児童生徒の健全な育成
を促進することができました。

ｂ

・今後も計画的・組織的に見守
り活動を実施するとともに、目
に見えづらいＳＮＳ関係のトラ
ブルにも対処できるよう、最新
情報を収集し、共有していきま
す。
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　　　　施策１　生涯学習による生涯学習のまちづくりの推進

　　　　施策２　学習施設の整備・運営の充実

　　　　施策３　文化芸術活動の推進

基本目標Ⅴ
生涯学習の支援

　市民が生涯を通じて学習することができ、学習した成果が適切に評価され、社会に還元されるような生涯学習による生涯学習
のまちづくりの実現を推進するとともに、生涯学習の活動の拠点となる学習施設の整備・運営の充実に努めます。
　また、市民への文化芸術活動の発表の場の提供や地域文化の振興をとおして、市民の文化芸術活動を推進します。



事
業

個別取組
令和元年度

取組状況・実績

施策１　生涯学習による生涯学習のまちづくりの推進 P67

○生涯学習啓発活動の充実

・市の広報やホームページ等を活
用した、生涯学習啓発活動の充実
に努めます。

・市の広報紙に、市民大学きたもと学苑、日本薬科大学の公開
講座、市役所出前講座、文化のつどい、きたもとピアノフェス
ティバルの開催案内を掲載し、参加を募りました。
・市のホームページに、市内で活動するグループ・サークル情
報を掲載しました。また、大学公開講座において、インター
ネットによる申込を実施しました。

生
学

・市内外から多くの参加者を募集す
ることができ、生涯学習の学習環境
について、ＰＲすることができまし
た。

ｂ

・広報紙及び市のホームページ
を利用した生涯学習啓発活動に
努めるとともに、生涯学習関連
講座に係るインターネットを利
用した参加申込を拡充します。

・生涯学習関係団体などの情報を
掲載した生涯学習情報誌を発行
し、その充実に努めます。

・市民の生涯学習活動への情報提供を行うため、市内で活動す
るグループ・サークルの情報、刊行物の案内、公民館等の案内
をまとめた生涯学習に係る総合的な情報誌を発行（850部作成）
し、公民館等の生涯学習拠点施設において配布しました。

生
学

・市内で活動する団体を紹介するこ
とで、市民に生涯学習活動の機会を
提供することができました。

ｂ ・生涯学習情報誌を適宜見直
し、新鮮な情報を発信します。

○学習情報の収集及び相談体制の整備

・市民や関係団体の様々な学習
ニーズに応えるため、学習情報を
収集するとともに、学習機会や講
師に関する相談に対し適切に紹介
できるよう、人財情報バンクの充
実を図り相談体制の整備を行いま
す。

・人財情報バンクへの登録者数は、168人となっています。（年
度内11人増加）

生
学

・関係団体からの要望により、指導
者を人材情報バンクから紹介するこ
とができました。

ｂ
・学習情報の収集と人財情報バ
ンクの更新を行います。
・登録者の増員のためにさらな
るＰＲを行います。

○市民大学きたもと学苑の充実

・市民一人一人がライフスタイル
に合わせて学習機会を選び参加で
きる市民大学きたもと学苑の充実
を図ります。

・市民が互いに学び、支え合い、交流を深めるため、市民大学
きたもと学苑の運営に助言と支援を行い、市民の学習機会の拡
充を図りました。(市民大学きたもと学苑、238講座、2,623人受
講　※前年比で5講座の増加、4人の増加）

生
学

・様々な分野の講座を幅広く開催で
きたことで、市民に生涯学習活動の
機会を提供することができました。

ａ
・多彩な講座を開催することに
努めるとともに、多くの方に受
講してもらえるよう広く周知し
ていきます。

・市民大学きたもと学苑の講座の
充実を図るために、新たな市民教
授の登録を目的とした新規市民教
授説明会を開催します。

・新たな市民教授の登録を促進するため、新規市民教授説明会
を、6月と12月の計２回開催しました。（延べ13人参加）

生
学

・新しい市民教授の登録もあり、体
系的・総合的に学習できる市民大学
きたもと学苑の講座を開設すること
ができました。

ｂ
･今後も、新規市民教授説明会を
開催し、新たな市民教授の登録
を促進していきます。

計
画
書

基本目標Ⅴ　生涯学習の支援

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価

取
組
評
価

課題・方向性
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○市役所出前講座の開設

・市民団体からの要請に基づき、
団体が主催する学習会に市職員を
講師として派遣する市役所出前講
座の充実を図ります。

・まちづくり・行政関係で10講座、都市計画関係で4講座、教育
関係で6講座の合計20講座を開設し、市民からの要望により7回
の講座を実施しました。

生
学

・まちづくりと行政、都市計画、教
育・文化等幅広いジャンルの講座を
開催し、市民に市役所の業務につい
て、ＰＲすることができました。

ｂ
・幅広いジャンルの講座が開設
できるように関係部署との調整
を図っていきます。

・市役所出前講座で、環境・福
祉・防災といった現代的課題を
テーマにした講座を開設します。

・環境関係で2講座、福祉関係で9講座、防災関係で2講座の合計
13講座を開催し、市民からの要望により18回の講座を実施しま
した。

生
学

・環境、福祉、防災のジャンルの講
座を開催し、市民に市役所の業務に
ついて、ＰＲすることができまし
た。

ｂ
・市民の関心が高い現代的課題
をテーマとして講座が開設でき
るように関係部署との調整を
図っていきます。

○大学公開講座の開催及び内容の充実

・市民に高度で専門的な学習機会
を提供する大学公開講座の充実に
努めます。

・市民に高度で専門的な学習機会を提供する大学公開講座を実
施しました。（日本薬科大学公開講座（2回）、97人参加）

生
学

・専門的な学習機会を市民に提供す
ることができました。 ｂ

・講座参加者からの意見を参考
にしながら、市民のニーズに
合った講座の開催を検討してい
きます。
・日本薬科大学以外にも新たな
大学との連携を図り、新たな公
開講座の開設を図ります。

○子ども大学きたもとの充実

・大学・専門学校の教員や学習施
設の指導者による専門的な講義や
体験活動を通じて、児童の知的好
奇心を引き出す学習の機会を提供
します。

・市内の小学4～6年生を対象に40名を定員として、7月20日
（土）、7月29日（月）、7月30日（火）、8月7日（水）の4日間
で4講座を実施しました。
　7月20日テレビの仕事～番組作りに挑戦！（文化センター）
　7月29日　鉄道と情報ネットワークの秘密を探れ（文化セン
ター）
　7月30日　今日は私が看護師さん！（北里大学看護専門学校）
　8月7日　カイコのまゆから絹糸づくり（埼玉県自然学習セン
ター）
・延べ167人の参加がありました。

生
学

・各種団体のご協力をいただき、計
画的に全日程を実施することができ
ました。
・専門学校の教員や学習施設の指導
者による専門性の高い講義や体験活
動を通じて子供たちの知的好奇心を
刺激する学びの機会を提供すること
ができました。
・メディアから医療まで様々なジャ
ンルを一度に体験できる機会を提供
し、多くの子ども達の参加がありま
した。

ａ
・子供たちのニーズに合った魅
力ある講義の企画・提案及び協
力者（企業や教育機関）の開拓
に努めます。

○国際理解学習・交流事業の推進

・国際理解学習・国際交流の普及
奨励と、国際交流の場の創出を目
的とした国際交流ラウンジ事業を
推進します。

・国際交流ラウンジ事業を国際交流ラウンジ委員会に委託し、
学習センターを会場に実施しました。
　日本語学習会31回開催、延べ275人参加
　全体会議11回開催、延べ91人参加
　「もっと知ろう友達の国」2回開催、延べ62人参加
　外国語入門講座4回開催、延べ38人参加
　日本語指導ボランティア養成講座4回開催、延べ44人参加

生
学

・日本語学習会を中心に、国際交流
の場を提供することができました。
また、異文化理解の講座や北本まつ
り宵祭りへの参加をとおして、市内
在住の外国人と市民とのコミュニ
ケーションを図ることができまし
た。

ｂ
・今後も日本語学習会を中心
に、国際交流の普及を目的とし
た国際ラウンジ事業を推進しま
す。



施策２　学習施設の整備・運営の充実 P69

○中央公民館・地域学習センター運営の充実

・だれもが幅広く学ぶ学習機会の
充実を図り、生涯学習への意識を
高めます。

・児童・生徒、高齢者、女性等あらゆる年齢、種別を対象にし
た各種講座、イベントを開催し、生涯学習の機会の提供を図り
ました。
　文化センター
　　公民館事業　　86日　3,910人参加
　　自主文化事業　33日　4,140人参加
　地区公民館
　　主催、共催及び支援事業149件　56,059人参加

生
学

・高齢者学級については、高齢者の
意欲向上と生涯学習の推進に繋げる
ことができました。
・女性向けや親子参加の講座を実施
することで、様々な方に生涯学習の
機会を作ることができました。

ｂ

・高齢者学級において、新たな
参加者を増やすため、講座の内
容の充実を図っていきます。
・女性や親子の参加を増やすた
めに、休日の講座の実施など運
営方法について研究していきま
す。

・機能的で利用しやすい施設づく
りを目指して、老朽化している施
設設備を計画的に改修・充実する
とともに、適切な管理運営と緊急
時における体制整備に努めます。
【※令和元年度重点項目】

・公民館等の各種設備修繕と消防訓練を実施し、良好な施設維
持管理と緊急時体制の整備を行いました。
【各公民館等の主要修繕】
　東部公民館：給水ポンプユニット交換工事
　北部公民館：集会室等空調設備改修工事
　西部公民館：駐車場整備工事
【緊急時体制】
緊急時対応マニュアルを作成し運用しています。

生
学

・緊急時対応マニュアルを作成した
ことにより、災害等が発生した際の
対応が明確となり、利用者の安全性
が向上しました。

ｂ

・施設の老朽化が進む中で効果
的に改修し、適切な施設運営が
できるよう、今後も計画的に改
修を行います。
・緊急時対応マニュアルを効果
的なものとするため、周知徹
底、更新を行っていきます。

○各種文化事業の充実と展開

・地域文化の振興に寄与するた
め、本市の文化事業の理念や市民
ニーズを反映させた自主文化事業
を開催します。

・市民が優れた芸術・文化に触れ合い、楽しむ機会を創出する
ため、ロビーコンサート、東京音楽大学提携コンサートを開催
し、市民に良質な音楽を提供しました。
・市民が落語を身近に楽しめる若手落語応援会を開催しまし
た。
・地域文化振興を図るため、市内に工場を持つトヤマ楽器と連
携したリコーダーフェスティバルを開催しました。
・幼児と子育て世代を対象に、情操を育成する子ども劇場フェ
スティバルを開催しました。

生
学

・様々なジャンルの音楽の演奏会を
安価に実施するなど、市民ニーズを
反映した文化事業を実施しました。
・質の高い音楽や演芸をロビーで行
うことにより、住民の文化の向上を
図ることができました。

ｂ

・来場者増加に向けて、SNSを活
用した周知方法の改善や市民
ニーズを捉える工夫を行ってい
きます。
・安価で人気のロビーコンサー
トの観客がホールの文化事業に
も繋がるよう、事業の企画を工
夫していきます。

・本市の音楽文化の創造と発展の
ため、北本ピアノフェスティバル
を開催します。

・第4回きたもとピアノフェスティバルの開催を予定していまし
たが、感染症対策のため中止となりました。

生
学

・第1部、第2部合わせて計61組が出
演予定でした。ゲスト演奏に、ピア
ニストの高橋多佳子さんをお迎えす
る予定でした。

ｂ
・ピアノフェスティバルは市民
の発表の場として、さらなる事
業の充実を図り、来場者数の増
加に努めていきます。
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○野外活動センターの運営の充実【※令和元年度重点項目】

・野外活動や体験活動を行うため
の施設として有効活用されるよ
う、適切な施設の整備と管理運営
に努めます。

・安全な施設の維持管理を図るため、施設設備の日常・定期・
緊急点検等を適切に実施し、破損箇所等の修理を迅速に行いま
した。
・市全体がセラピー基地として認定されたことに伴い、サンア
メニティ北本キャンプフィールドが拠点施設となりました。

生
学

・設備点検及び迅速な修繕を実施
し、野外活動や体験活動に有効活用
されるよう努めました。
・バンガロー、大屋根の新設によ
り、野外活動センターの魅力を高め
多くの方に利用いただきました。

ｂ

・施設の一部で経年劣化による
不具合が発生しているため、安
全に利用できるよう日常点検と
適切な修理を行っていきます。
・施設を有効利用し、さらなる
集客を図れるようＰＲの方法、
イベント内容などを工夫してい
きます。

○視聴覚資料の有効活用

・視聴覚機器及びソフトの有効活
用を図ります。

・プロジェクター、ＤＶＤソフトなどの視聴覚機器・ソフトに
ついて、貸し出しを行いました。
（貸出件数　機器：3件、ソフト：34件）

生
学

・視聴覚機器、ソフトの貸し出しを
行うことにより、学習活動の推進を
図ることができました。

ｂ

市の行政改革推進委員会の答申
を受け、平成31年3月31日に視聴
覚ライブラリーを廃止しました
が、図書館で機器の貸し出しを
実施していきます。

○プラネタリウムの運営の充実

・幼児・児童に対し、豊かな情操
をはぐくむことを目的として実施
する団体投影の内容の充実を図り
ます。

・子供たちを対象にした団体投影を実施しました。
　無料投影　34回　1,368人
　有料投影　29回　　963人

生
学

・小学生には、リクエストに対応し
た投影内容の充実を図りました。
・保育所や幼稚園等の幼児に対して
は、オリジナルの投影プログラムを
上映しました。
・新型コロナウイルス対策として3
月を臨時休館したにもかかわらず、
利用者が対前年度比で10％増加しま
した。

ａ

・来場者を増やすため、魅力あ
る番組作成やインターネットを
利用した広報活動を実施し、市
外の幼稚園等にも広報していき
ます。

・自然事象への興味を深めてもら
うため、事前学習と文化センター
屋上で実際の望遠鏡を使用した天
体観望会を定期的に開催します。

・望遠鏡や星座早見盤を使った天体観望会を文化センター屋上
で行いました。（回数6回）

生
学

・事前学習と実際の望遠鏡を使用し
た天体観望会を実施することで、自
然事象への興味を向上することがで
きました。

ｂ
・望遠鏡が老朽化しているた
め、望遠鏡を修繕するなど対策
を検討していきます。

・デジタルシステムの機能を十分
に発揮した、魅力的な映像番組を
投影します。

・星空を中心にした番組、家族で楽しみながら学ぶ番組、宇宙
科学をテーマにした5番組を用意し、来館者が見たい番組を選べ
るようにしました。
・ゴールデンウィークと夏休みには投影回数を増やしたり、人
気キャラクターの特別番組などを投影しました。

生
学

・お試し用の無料投影や内容を充実
した有料投影を用意し、番組編成を
工夫することで、利用者が増加しま
した。

ｂ
・来場者を増やすため、魅力あ
る番組作成や投影内容を工夫し
ていきます。



○図書館運営の充実

・市民の読書を支援するととも
に、地域や市民の課題解決に必要
な各種資料や情報の整備・充実に
努めます。

・図書館資料の整備・充実を図りました。（新規購入図書資料
中央図書館7,866点、こども図書館1,994点）
・レファレンスサービスを実施しました。（中央図書館2,220
件、こども図書館5,454件）

生
学

・図書資料の整備・充実を図ること
で、地域や市民の課題解決の支援が
できました。
・レファレンスサービスを行うこと
で利用者の支援を行いました。

ｂ

・蔵書を充実させるとともに、
他の公立図書館との相互貸借の
制度等を活用し、充実した読書
活動が行えるよう支援していき
ます。

・廃棄図書のリサイクルを実施
し、関係機関等への資料提供と再
活用を推進します。

・廃棄図書について、小中学校、保育所、公民館に情報提供
し、リサイクルを実施しています。

生
学

・関係機関と連携して廃棄図書をリ
サイクルして活用することで、地域
の図書資料の充実に繋がりました。

ｂ
・関係機関と連携して廃棄図書
のリサイクル活用を実施してい
きます。

・中央図書館と公民館に置く図書
館分室とのネットワークを強化
し、利便性の向上を図るととも
に、こども図書館の利用を促進し
ます。

・中央図書館、図書館分室、こども図書館のネットワークを強
化し、市民サービス向上に努めました。
・中央図書館、こども図書館、児童館が行事等での連携を図
り、利用促進に取り組みました。
・「図書館を使った調べる学習コンクール」を開催し、21作品
の応募があり、子供たちの図書への興味の向上、読書活動の推
進を図ることができました。

生
学

・中央図書館、図書館分室、こども
図書館のネットワークを強化し、利
用者の利便性の向上が図られまし
た。

ｂ
・中央図書館、図書館分室、こ
ども図書館のネットワークを強
化し、図書館の利用促進を図っ
ていきます。

・視覚障がい者などに対するデイ
ジー図書の貸出サービスを推進し
ます。

・視覚障がい者等向け音声サービスの充実を図るため、日々の
新聞情報や図書館蔵書についてボランティア協力のもと、デイ
ジー図書を作成しました。（デイジー図書貸出952件）
・朗読者養成講座（上級）を開催しました。（修了者10人）

生
学

・市民のボランティア活動によりデ
イジー図書を新規作成し、視覚障が
い者の読書機会の拡大が図られまし
た。
・新規の朗読者を養成することがで
きました。
・障がい者サービスを充実させるこ
とで、対面朗読サービスの利用も増
加しました。

ａ

・デイジー図書の蔵書点数を増
やして、サービスの充実を図っ
ていきます。
・新規の朗読者を支援してデイ
ジー図書の作成に取り組んでい
きます。

・おはなし会をはじめ各種行事に
おけるブックトークや読み聞かせ
を魅力あるものとし、子供の読書
活動への支援を推進します。

・絵本の読み聞かせを年間320回（参加者895人）、おはなし
会・イベントを年間251回（参加者3,386人）開催するととも
に、テーマごとに図書の展示会を年間74回開催しました。

生
学

・読み聞かせを年間320回実施し、
子供や保護者に多くの本を紹介する
ことで読書活動の推進が図られまし
た。
・新型コロナウイルス対策として3
月に臨時休館がありましたが、それ
以外の月では利用者が増加しまし
た。

ａ

・こども図書館の利用促進を
図っていきます。
・関係団体（北本市子ども文庫
連絡会・北本子どもの本を楽し
む会）と連携し、おはなし会や
行事を充実させていきます。
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施策３　文化芸術活動の推進 P71

○市民文化祭の開催

・市民に文化芸術の発表の場を提
供するとともに、文化芸術に親し
む人々の輪を広げるため、市民文
化祭を開催します。

・第54回市民文化祭芸術展の開催
　11月7日～10日、出品点数842点、来場者数3,353人
・第54回市民文化祭文化のつどいの開催
　11月16日、17日、24日　出演団体66団体　来場者数3,408人

生
学

・出演団体数、来場者数とも前年度
を上まわり、市民の文化意識を高め
るとともに、出品者相互の交流を深
め、市民の日ごろの成果を発表でき
る良い機会となりました。
・北本市で活動するサークル・団体
をより多くの人に知ってもらうこと
ができました。

ａ

・より多くの方からの出品と来
場していただくため、企画及び
広報活動をさらに充実していき
ます。
・文化のつどいの運営方法につ
いて、出演団体がより参画しや
すい検討を行います。

○市民文芸誌の刊行

・市民の文芸活動の振興を図るた
め、詩、俳句、小説等を公募し、
掲載するための市民文芸誌「むく
ろじ」等を刊行します。

・小学生から高齢者の方まで幅広い年代の作品を掲載した、市
民文芸誌「むくろじ第43号」を発行しました。
（応募者数 一般347点、ジュニア8点、1冊800円で販売）

生
学

・小学生から高齢者の方まで幅広い
年代の作品を掲載し、市民の文化創
造活動を促すとともに、北本市の文
化の振興に寄与することができまし
た。

ｂ
・より多くの方に作品を応募し
ていただくために、広報活動を
充実していきます。

○文化団体等の活動の支援

・文化団体等が行う事業活動につ
いて名義後援等を行い、団体等の
活動を支援します。

・文化団体連合会をはじめ、各種文化団体等が主催する発表会
等について、名義後援を実施しました。

生
学

・事前連絡や各種団体との調整を密
にとり、各文化団体がその特徴を生
かした活動を行うことを促すことが
できました。

ａ
・文化団体がさらに幅広く活動
できるように配慮していきま
す。

・文化団体等の活動などを掲載し
た生涯学習情報誌を発行し、地域
文化活動の活性化を図ります。

・市内で活動するグループ・サークルの情報や刊行物の案内、
公民館等案内をまとめた情報誌を発行（850部作成）し、公民館
等の生涯学習拠点施設にて配布しました。

生
学

・学習情報の問合せがあった際に、
文化団体等の情報を提供することが
できました。

ｂ
・文化団体がさらに幅広く活動
できるように配慮していきま
す。



　　　　施策１　文化財保護の調査と研究

　　　　施策２　文化財の保存と管理

　　　　施策３　文化財の啓発と活用

　　　　施策４　郷土芸能の継承と支援

基本目標Ⅵ
文化財保護の推進

　地域で長く培われてきた北本の歴史・伝統・文化への理解を深め、次の世代に守り伝えるため、貴重な文化財の調査・保存を
進めるとともに、郷土芸能の保存と振興に努めます。
　また、文化財への理解を深め、これを活用するため、文化財の情報の発信と啓発事業の充実に努めます。
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事
業

個別取組
令和元年度

取組状況・実績

施策１　文化財保護の調査と研究 P73

○文化財の調査・研究

・デーノタメ遺跡、石戸城跡など
貴重な埋蔵文化財包蔵地について
は、積極的な内容確認調査を行
い、史跡指定に向けて取り組みま
す。また、学識経験者や専門機関
と連携し、遺跡の重要性について
情報発信をします。

・デーノタメ遺跡については総括報告書を刊行し、遺跡の重要
性を広く公表しました。
・保存・活用に向けて文化庁、埼玉県教育委員会と協議を進め
ました。出土遺物の分析作業については、土壌サンプル中の微
細な花粉の分析、年代分析等を進めました。また、遺跡の構
造、性格等を確認するため、現地における内容確認調査を実施
し、縄文時代後期の古環境について明らかにすることができま
した。
・デーノタメ遺跡の出土遺物のうち、脆弱な木製品は真空凍結
乾燥法による保存処理を行いました。また、復元の困難な漆塗
土器を再現文化財として新たに作製しました。

文
化
財

・「デーノタメ遺跡総括報告書」は
史跡指定に向けた基礎資料としても
用いられるため、遺跡の特徴であ
る、集落の規模の大きさと継続期間
の長さについて、詳しく報告を行い
ました。また、出土遺物の自然科学
分析を10項目にわたって行い、当時
の古環境や縄文人の植物資源利用に
ついても、新たな知見を得ることが
ことができました。
・デーノタメ遺跡の内容確認調査に
より、遺跡の構造、低湿地遺跡の性
格、規模等を明らかにしました。

ｓ

・デーノタメ遺跡については、
「デーノタメ遺跡総括報告書」
を刊行し、遺跡の重要性を公表
しました。今後は、遺跡への理
解を深めることを目標に、シン
ポジウムの開催を検討するな
ど、文化財の啓発に一層取り組
んでいきます。また、遺跡の性
格をより詳細に把握するため、
内容確認調査および出土遺物の
分析を進めます。さらに、デー
ノタメ遺跡調査指導委員会の指
導のもと、国・県との協議を進
め、保存と活用に努めていきま
す。

○埋蔵文化財の調査【※令和元年度重点項目】

・開発行為等で失われる埋蔵文化
財については、発掘調査を行い、
調査報告書を刊行します。

・埋蔵文化財包蔵地における開発事業に先立ち、記録による保
存措置のため、4件（雑木林遺跡、№82遺跡、上宿遺跡、№97遺
跡）の発掘調査を実施しました。
・「中井遺跡第３次調査、下宿遺跡第６次調査」の発掘調査報
告書を刊行しました。

文
化
財

・文化財保護法に則り、事業者・地
権者と協議・調整を行い、開発事業
等に対して埋蔵文化財の適切な取扱
いに努め、文化財の保護を図ること
ができました。
・開発に伴う発掘調査の報告書を作
成することにより、市内遺跡の調査
成果を公表することができました。

ｂ

・今後も開発事業等に伴う埋蔵
文化財の取扱いについて、文化
財保護法に則り適切に対応して
いきます。
・試掘及び発掘調査が増加傾向
にあることから、専門職員の採
用について人事所管課と協議し
ていきます。

基本目標Ⅵ　文化財保護の推進

施
策

■主な取組 所
管
課

教育委員会の自己評価

取
組
評
価

課題・方向性
計
画
書

＊

＊ デーノタメ遺跡 ・・・ 「デーノタメ」は、北本市を南北に流れる江川の支流付近に、昭和４０年代まであった約千㎡の湧水池の名前。遺跡はこの湧水池を囲む６万㎡程で、

縄文時代中期後期の水場遺構や漆塗土器が発見されている。



○指定文化財にかかる調査研究

・指定文化財の候補となるリスト
を作成し、記載された文化財につ
いての重要性や希少性を評価し
て、指定に向けて取り組みます。

・「放光寺旧蔵の霊柩車」と「田島家文書」について調査を行
い、文化財保護審議会において当該文化財について審議し、市
指定文化財候補としました。

文
化
財

・新たに2件の文化財の調査を進
め、指定文化財候補とすることがで
きました。

ｂ

・今後も、市内に所在している
文化財の調査を実施し、新たな
市指定文化財として保護・活用
できるように努めます。
・指定文化財のうち、破損や劣
化が認められるものについて
は、修復及び復元し、適切に保
存を図っていきます。

施策２　文化財の保存と管理 P74

○郷土資料室所蔵の史(資)料の整理と台帳化

・市民の求めに応じたレファレン
スサービスに対応できる管理を行
います。

・市内で収集された古文書、行政文書についてリスト化し、閲
覧等に対応できるようにしました。

文
化
財

・リスト化と同時に収蔵についても
工夫し、適正な保存管理に努めまし
た。

ｂ

・現在の施設の老朽化、狭隘化
が進んでいることから「北本市
公共施設マネジメント計画」に
おいて、優先的に対応できるよ
う検討していきます。

○文化財資料の寄贈、寄託の対応

・積極的な対応に努め、資料の散
逸を防ぎます。

・農耕具等の古民具、旧家の古文書など、5件、1841点の民俗
的・歴史的資料を収集しました。

文
化
財

・古民具の収集や古文書の解読を行
い、失われつつある民俗資料、歴史
史料の保存・整理を図ることができ
ました。

ｂ

・保管する文化財資料の目録化
を進めていますが、今後も資料
の増加が見込まれるため、保
存・保管施設の確保が課題と
なっています。「北本市公共施
設マネジメント計画」に基づ
き、移転計画を検討していきま
す。

○指定文化財の現況調査の実施

・保存状態、管理状況などを把握
し、必要に応じて所有者への助
言、修繕への補助などを行いま
す。

・個人所有の指定文化財については、文化財の現状確認を文書
で行うとともに、修繕や活用等の助言を行いました。

文
化
財

・指定文化財の適切な管理等につい
て、文書による調査を行い、指定文
化財の管理状況を把握することがで
きました。

ｂ
・指定文化財の適正な保存・管
理・活用を図るため、指定文化
財の現状を確認するための調査
を行います。

○指定文化財の所有者の変更対応

・情報収集に努め、文化財の市外
流失や消失を防ぎます。

・文書により、指定文化財の現状確認や所有者情報の変更につ
いて報告していただきました。

文
化
財

・所有者情報の変更については、適
宜把握し、管理台帳上の訂正を行い
ました。

ｂ
・所有者情報については、年1回
以上の照会ができるよう検討し
ていきます。

縄文時代中期後期の水場遺構や漆塗土器が発見されている。
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○民俗文化財の集中的な収蔵

・市内に分散して収蔵している民
俗文化財を１ヶ所にまとめて管理
します。

・(仮称)埋蔵文化財センターの整備の中で、収蔵を一元化する
ため、「北本市公共施設マネジメント計画」において、優先的
に整備を進めることを目指しました。

文
化
財

・民具収蔵については、施設整備の
必要性について全庁的な共通認識を
図ることができました。

ｂ

・現在の分散した施設では効率
が悪く問題が多いため、「北本
市公共施設マネジメント計画」
において優先的な対応を目指し
ていきます。

○（仮称）埋蔵文化財センターの整備及び埋蔵文化財展示室の設置

・文化財保存施設としての整備
と、出土した埋蔵文化財の展示を
目指します。

・(仮称)埋蔵文化財センターの整備の中で、市内出土の埋蔵文
化財の展示を可能とするため、「北本市公共施設マネジメント
計画」において、優先的に整備を進めることを目指しました。

文
化
財

・埋蔵文化財施設の整備の必要性に
ついては、全庁的な共通認識をもつ
ことができました。

ｂ

・現在の施設の老朽化、狭隘化
が進んでいることから、「北本
市公共施設マネジメント計画」
において優先的な対応を目指し
ていきます。

施策３　文化財の啓発と活用 P75

○インターネット等による文化財の情報発信

・文化財の情報や最新の調査成果
について情報を発信します。

・市庁舎１階に展示スペースを設け、スポット展示「デーノタ
メ遺跡が語るもの」展を年間を通して開催しました。発掘され
た遺物の展示を行い、遺跡の重要性を写真パネルにより紹介す
ることで、縄文時代の古環境や縄文人の「食」の情報について
も発信しました。
・学校や地域との連携による体験学習については、小・中学校
社会科授業、市役所出前講座、高齢者学級、公民館、自治会等
が主催する歴史講座、歴史探訪会等を支援しました(33回開催、
延べ4,167人参加)。

文
化
財

・学校や公民館等と連携を図り、体
験学習や出前講座を実施すること
で、児童生徒や市民に郷土の歴史や
文化財にふれる機会を提供すること
ができました。

ｂ

・今後も、歴史的資料や文化財
等を活用した出前講座、体験学
習、歴史探訪会等を実施してい
きます。
・参加者が子供や高齢者などに
偏っていることから、中間年齢
層に向けた啓発を検討していき
ます。

・市広報等を通じ、市内の文化財
の魅力や重要性について周知に努
めます。

・デーノタメ遺跡の調査成果を市のホームページ上に公開しま
した。
・広報きたもとで「岩槻街道」の特集記事を掲載しました。

文
化
財

・「デーノタメ遺跡総括報告書」を
市ホームページ上に全文を掲載し、
一般の市民から研究者までの利用に
供しました。
・市広報の特集記事として、市東側
を縦貫する「岩槻街道」について６
ページにわたり紹介し、市民の地元
への理解を深めることができまし
た。

ａ
・文化財の広報掲載の機会を増
やすよう、所管課へ働きかけて
いきます。

・市内の各種文化財の案内板等の
整備に努めます。

・デーノタメ遺跡の案内・解説看板を整備しました。
文
化
財

・市民から多くの要望が寄せられて
いた、デーノタメ遺跡の現地案内看
板について、都市再生機構（ＵＲ）
の協力を得て設置しました。これに
より市民や見学者の遺跡への理解を
図ることができました。

ａ
・市内文化財の活用に向け、観
光部門の所管課と連携して対応
していきます。



○文化財の展示・公開・活用

・国指定天然記念物「石戸蒲ザク
ラ」及び「板石塔婆」の積極的な
公開に努めます。

・石戸蒲ザクラの適切な保存活用に向け「石戸蒲ザクラ保存検
討委員会」を開催し、『石戸蒲ザクラ保存活用計画』の策定に
ついて協議を進めました。

文
化
財

・国、県及び市の指定文化財につい
ては、所有者、関係機関と連携を図
りながら、文化財の適切な保存、管
理を行い、公開に努めました。

ｂ ・板石塔婆の年間を通しての公
開を検討していきます。

・（仮称）北本市埋蔵文化財セン
ターの埋蔵文化財展示室を活用
し、地域学習の拠点づくりを図り
ます。

・(仮称)埋蔵文化財センターの整備については、「北本市公共
施設マネジメント計画」の中で、優先的に整備を進めることを
目指しました。

文
化
財

・施設整備の必要性については、全
庁的な共通認識をもつことができま
した。

ｂ

・現在の施設の老朽化、狭隘化
が進んでいることから、「北本
市公共施設マネジメント計画」
において優先的な対応を目指し
ていきます。

・重要遺跡を始め、発掘調査の成
果等の現地説明会を開催します。

・小・中学校の社会科授業、市役所出前講座、高齢者学級、公
民館、自治会等が主催する歴史講座、歴史探訪会等において、
市内の遺跡を紹介しました。

文
化
財

・各種講座や市内散策などでは、参
加者から市の新たな魅力を認識した
と好評を得ました。

ｂ
・発掘調査等の現地見学の機会
を増やすことを検討していきま
す。

○文化財の学習・啓発活動【※令和元年度重点項目】

・市内小・中学校への出張授業事
業やフィールド学習の充実に努め
ます。

・小学校3年生対象の社会科見学会で、石戸蒲ザクラ、板石塔婆
の案内、解説を行いました。
・学校との連携による体験学習については、小・中学校社会科
授業において、歴史等の授業支援を行いました。

文
化
財

・学校と連携を図り、体験学習や出
前講座を実施することで、児童生徒
に郷土の歴史や文化財にふれる機会
を提供することができました。

ｂ
・今後も、歴史的資料や文化財
等を活用した出前講座、体験学
習、歴史探訪会等を実施してい
きます。

・公民館等で開催の地域学習や
「市役所出前講座事業」の支援・
協力に努めます。

・地域との連携による体験学習については、市役所出前講座、
高齢者学級、公民館、自治会等が主催する歴史講座、歴史探訪
会等を支援しました。

文
化
財

・市内の文化財について、講座、散
策の参加者が親しむ機会を設けるこ
とができました。

ｂ
・今後も、歴史的資料や文化財
等を活用した出前講座、体験学
習、歴史探訪会等を実施してい
きます。

・市内の重要遺跡等をテーマにし
たシンポジウム等を開催します。

・予定していた「シンポジウムデーノタメ遺跡が拓く縄文の世
界Ⅲ」は新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期しまし
た。

文
化
財

・延期はやむをえない措置であった
と考えます。改めて開催に向けて努
力します。

ｂ
・３回目のデーノタメ遺跡のシ
ンポジウムが延期となったこと
から、改めて開催を検討してい
きます。

・地域史料を活用した「歴史講
座」「古文書読解の会」等の開催
に努めます。

・市で収集した古文書を教材として、「古文書を読む」の講座
を開催しました。

文
化
財

・古文書からわかる市内の江戸時代
のくらしについて、参加者の理解を
深めることができました。

ｂ
・今後も、市内の古文書を教材
とした講座等の実施をしていき
ます。
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施策４　郷土芸能の継承と支援 P76

○郷土芸能団体の支援と後継者育成

・国、県、財団等の補助について
情報を集め、団体の支援につなげ
るよう努めます。

・国、県の補助制度に加えて、民間団体からの活動補助などの
情報を各団体へ伝え、申請等の支援を行いました。

文
化
財

・補助金申請について、定例の理事
会などで、情報の提供を行い、各団
体の活動支援につなげることができ
ました。

ｂ

・補助金の申請対象は指定文化
財であることを条件とすること
が多く、未指定の団体の活動に
ついても補助金の情報を収集し
ていきます。

・後継者育成にあたり、団体との
連携に努めます。

・後継者育成のため、新会員募集や宣伝の支援を行ってきまし
た。

文
化
財

・各団体の意向を踏まえて、ポス
ター掲示やビラの配布について、支
援を行いました。

ｂ
・今まで地域内で行われていた
会員の募集範囲について、広域
化することを郷土芸能保存団体
連合会へ提案していきます。

・市内の小・中学校と郷土芸能団
体との連携に努めます。

・郷土芸能大会の記録ＤＶＤを市内小・中学校へ配布し、市内
の郷土芸能を鑑賞してもらう機会を提供しました。

文
化
財

・市内小・中学校へ、大会記録のＤ
ＶＤ配布や郷土芸能大会の告知など
を行いました。

ｂ
・課外授業などで地元のお囃子
や獅子舞等を披露する機会を増
やし、併せて体験学習の授業へ
の支援を検討します。

○郷土芸能の記録と情報の発信

・貴重な郷土芸能の活動を映像で
記録します。

・郷土芸能大会や北本まつりなどに参加する団体の、映像の記
録を行いました。また、郷土芸能大会においてこれらをパネル
化し、各団体の紹介を行いました。

文
化
財

・映像の記録は毎回行っており、郷
土芸能の歴史として保存活用に努め
ることができました。

ｂ
・郷土芸能の映像の上映機会や
写真展などの企画を考えていき
ます。

・市内で活動する郷土芸能の魅力
をホームページ等で発信します。

・埼玉県を通じて、郷土芸能大会の開催を各種メディアに向け
て発信しました。

文
化
財

・20年以上続く郷土芸能大会の開催
について、市広報をはじめ、新聞、
情報誌への掲載や、ＦＭラジオへの
会長の出演などを積極的に行い周知
をはかりました。

ａ

・今後も積極的に各種メディア
に働きかけていきます。また、
市ホームページ上に郷土芸能保
存団体連合会の情報を掲載して
いきます。

・市内の郷土芸能を解説したリー
フレットの作成に努めます。

・郷土芸能大会において作成したパンフレットに、団体の活動
紹介を記載しました。また、郷土芸能大会の報告書を作成し、
市内関係機関と近隣自治体へ配布しました。

文
化
財

・郷土芸能大会のパンフレットをカ
ラー印刷にして、より見やすい紙面
とし、各団体の歴史や活動について
紹介しました。これにより、市民や
県民に対して、郷土芸能保存団体連
合会に所属する各団体の周知とイ
メージアップにつなげることができ
ました。

ａ
・市内の郷土芸能のパンフレッ
トやリーフレットの作成を郷土
芸能保存団体連合会と検討して
いきます。



○郷土芸能保存団体連合会の支援【※令和元年度重点項目】

・郷土芸能大会を継続的に開催
し、これを共催します。

・郷土芸能に関連するイベントで、20年を超える活動を続けて
いる自治体が県内には見当たらない中で、令和元年度は第21回
目の郷土芸能大会を開催しました。

文
化
財

・教育委員会は共催団体として郷土
芸能大会の開催を支援し、埼玉県を
はじめとする各自治体に対して、大
会の宣伝や情報発信を積極的に行い
ました。
・郷土芸能大会のＤＶＤを市内小中
学校へ配布し、これにより郷土芸能
大会開催が後継者育成に寄与するこ
とができたと考えます。

ａ
・郷土芸能大会の観客の年代層
を広げていくため、市内小・中
学校、高校等への宣伝に努めま
す。

・市外で活動する郷土芸能団体と
の交流について支援します。

・郷土芸能大会に市外からゲスト団体を招き、各団体と交流を
行いました。また、ゲスト団体の活動についても宣伝しまし
た。

文
化
財

・ここ数年は郷土芸能大会に市外の
団体を招き、情報交換や各団体との
交流を図りました。

ｂ
・郷土芸能大会だけではなく、
日常的な交流や各団体の市外へ
の派遣などを支援していきま
す。

「s」 「ａ」 「ｂ」 「ｃ」

施策１ 確かな学力の育成と指導方法の工夫・改善 11 3 8

施策２ 時代の変化や社会の変化に対応する教育の推進 13 2 1 10

施策３ 「知・徳・体」の基礎の確実な習得の取組 6 1 5

施策４ 進路指導・キャリア教育の推進 6 2 4

施策５ 本物にふれる事業の推進 4 4

施策６ 共生社会の形成に向けた特別支援教育の推進 12 2 10

施策１ 基本的人権を尊重する教育の推進 8 8

施策２ 人権啓発活動の推進 2 1 1

施策３ 心の教育の推進 8 1 7

施策４ ボランティア・福祉教育の推進 2 2

施策５ 生徒指導・教育相談体制の充実 12 1 1 10

施策６ 児童生徒の健康の保持増進 13 1 12

施策７ 運動習慣の形成と体力向上の推進 10 2 8

施策８ 安全教育の推進と安全管理の徹底 13 2 11

施策１ 小中一貫教育（学校４・３・２制）をはじめとした異校種間連携の推進 6 2 1 3

施策２ 地域に開かれた特色ある学校づくり、信頼される学校づくりの推進 8 2 6

施策３ 教職員の資質の向上 10 1 1 8

施策４ 教育環境の整備・充実 9 9

施策５ 学校経営の改革推進 6 6

施策１ 家庭教育に関する学習機会の充実とＰＴＡ活動の推進 2 2

施策２ 地域の教育推進体制の充実 4 4

施策３ 子供の読書活動の推進 4 1 3

施策４ 地域活動室事業と学校応援団の活用の推進 6 6

施策１ 生涯学習による生涯学習のまちづくりの推進 10 2 8

施策２ 学習施設の整備・運営の充実 14 3 11

施策３ 文化芸術活動の推進 4 2 2

施策１ 文化財保護の調査と研究 3 1 2

施策２ 文化財の保存と管理 6 6

施策３ 文化財の啓発と活用 10 2 8

施策４ 郷土芸能の継承と支援 8 3 5

　・「ｂ」期待する成果を挙げている。

　・「ｃ」期待する成果が十分に得られていない。

基本目標
Ⅲ

基本目標
Ⅳ

基本目標
Ⅴ

基本目標
Ⅵ

＊個別取組にかかる評価（取組評価）の凡例

　・「ａ」期待水準を上まわる成果を挙げている。

　・「ｓ」期待水準を大幅に上まわる成果を挙げている。

基本目標
Ⅱ

【参考】令和元年度事業の個別取組にかかる自己評価（取組評価）の集計表

施策名
個別取組

の数

左記の個別取組の評価内訳

基本目標
Ⅰ
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「s」 「ａ」 「ｂ」 「ｃ」

施策１ 確かな学力の育成と指導方法の工夫・改善 11 3 8

施策２ 時代の変化や社会の変化に対応する教育の推進 13 2 1 10

施策３ 「知・徳・体」の基礎の確実な習得の取組 6 1 5

施策４ 進路指導・キャリア教育の推進 6 2 4

施策５ 本物にふれる事業の推進 4 4

施策６ 共生社会の形成に向けた特別支援教育の推進 12 2 10

施策１ 基本的人権を尊重する教育の推進 8 8

施策２ 人権啓発活動の推進 2 1 1

施策３ 心の教育の推進 8 1 7

施策４ ボランティア・福祉教育の推進 2 2

施策５ 生徒指導・教育相談体制の充実 12 1 1 10

施策６ 児童生徒の健康の保持増進 13 1 12

施策７ 運動習慣の形成と体力向上の推進 10 2 8

施策８ 安全教育の推進と安全管理の徹底 13 2 11

施策１ 小中一貫教育（学校４・３・２制）をはじめとした異校種間連携の推進 6 2 1 3

施策２ 地域に開かれた特色ある学校づくり、信頼される学校づくりの推進 8 2 6

施策３ 教職員の資質の向上 10 1 1 8

施策４ 教育環境の整備・充実 9 9

施策５ 学校経営の改革推進 6 6

施策１ 家庭教育に関する学習機会の充実とＰＴＡ活動の推進 2 2

施策２ 地域の教育推進体制の充実 4 4

施策３ 子供の読書活動の推進 4 1 3

施策４ 地域活動室事業と学校応援団の活用の推進 6 6

施策１ 生涯学習による生涯学習のまちづくりの推進 10 2 8

施策２ 学習施設の整備・運営の充実 14 3 11

施策３ 文化芸術活動の推進 4 2 2

施策１ 文化財保護の調査と研究 3 1 2

施策２ 文化財の保存と管理 6 6

施策３ 文化財の啓発と活用 10 2 8

施策４ 郷土芸能の継承と支援 8 3 5

　・「ｂ」期待する成果を挙げている。

　・「ｃ」期待する成果が十分に得られていない。

基本目標
Ⅲ

基本目標
Ⅳ

基本目標
Ⅴ

基本目標
Ⅵ

＊個別取組にかかる評価（取組評価）の凡例

　・「ａ」期待水準を上まわる成果を挙げている。

　・「ｓ」期待水準を大幅に上まわる成果を挙げている。

基本目標
Ⅱ

【参考】令和元年度事業の個別取組にかかる自己評価（取組評価）の集計表

施策名
個別取組

の数

左記の個別取組の評価内訳

基本目標
Ⅰ
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６ 評  価 

 

【評価基準】 

評価記号 評 価 要 素 

Ａ 期待水準を大幅に上まわる成果を挙げている。 

Ｂ 期待する成果を挙げている。 

Ｃ 期待する成果が十分に得られていない。 

 

【点検・評価の集計結果】 

評価記号 自己評価 
外部評価者評価 

清水委員 金子委員 

Ａ ７施策 23.3％ ７施策 23.3％ ８施策 26.7％ 

Ｂ ２３施策 76.7％ ２３施策 76.7％ ２２施策 73.3％ 

Ｃ ０施策 0.0％ ０施策 0.0％ ０施策 0.0％ 

合  計 ３０施策 100.0％ ３０施策 100.0％ ３０施策 100.0％ 

 ＊第２期北本市教育振興基本計画に定める３０の施策に対する点検・評価となります。 

 ＊各個別取組の「取組評価」におけるｓ及び a 評価の割合を基に、「施策単位」による評

価を行いました。 

 ＊各事務事業の評価に関することは、各担当課にお問合せください。 

 

【点検・評価の施策ごとの結果】 

基本目標及び施策 
自己 

評価 

外部評価者 

評価 
主管課 

施策の

取組状

況掲載

ページ 

清水 

委員 

金子 

委員 

Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成 

１ 確かな学力の育成と指導方法の工夫・改善 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 ９ 

２ 時代の変化や社会の変化に対応する教育の推進 Ａ Ａ Ａ 学校教育課 １１ 

３ 「知・徳・体」の基礎の確実な習得の取組  Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 １４ 

４ 進路指導・キャリア教育の推進 Ｂ Ｂ Ａ 学校教育課 １５ 

５ 本物にふれる事業の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 １６ 

６ 共生社会の形成に向けた特別支援教育の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 １７ 

Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

１ 基本的人権を尊重する教育の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 ２１ 

２ 人権啓発活動の推進 Ａ Ａ Ａ 生涯学習課 ２２ 
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３ 心の教育の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 ２３ 

４ ボランティア・福祉教育の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 ２５ 

５ 生徒指導・教育相談体制の充実 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 ２５ 

６ 児童生徒の健康の保持増進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 ２８ 

７ 運動習慣の形成と体力向上の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 ３０ 

８ 安全教育の推進と安全管理の徹底 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 ３２ 

Ⅲ 質の高い学校教育の推進 

１ 小中一貫教育（学校４・３・２制）をはじめとした異校種間連携の推進 Ａ Ａ Ａ 学校教育課 ３６ 

２ 地域に開かれた特色ある学校づくり、信頼される学校づくりの推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 ３７ 

３ 教職員の資質の向上 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 ３９ 

４ 教育環境の整備・充実 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 ４１ 

５ 学校経営の改革推進 Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 ４３ 

Ⅳ 家庭・地域の教育力の向上 

１ 家庭教育に関する学習機会の充実とＰＴＡ活動の推進  Ａ Ａ Ａ 生涯学習課 ４５ 

２ 地域の教育推進体制の充実 Ｂ Ｂ Ｂ 生涯学習課 ４５ 

３ 子供の読書活動の推進 Ｂ Ｂ Ｂ 生涯学習課 ４７ 

４ 地域活動室事業と学校応援団の活動の推進  Ｂ Ｂ Ｂ 学校教育課 ４８ 

Ⅴ 生涯学習の支援 

１ 生涯学習による生涯学習のまちづくりの推進 Ｂ Ｂ Ｂ 生涯学習課 ５０ 

２ 学習施設の整備・運営の充実 Ｂ Ｂ Ｂ 生涯学習課 ５２ 

３ 文化芸術活動の推進 Ａ Ａ Ａ 生涯学習課 ５５ 

Ⅵ 文化財保護の推進 

１ 文化財保護の調査と研究 Ａ Ａ Ａ 文化財保護課 ５７ 

２ 文化財の保存と管理 Ｂ Ｂ Ｂ 文化財保護課 ５８ 

３ 文化財の啓発と活用 Ｂ Ｂ Ｂ 文化財保護課 ５９ 

４ 郷土芸能の継承と支援 Ａ Ａ Ａ 文化財保護課 ６１ 
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【主管課における自己評価のまとめ】 

教育総務課 

令和元年度の主な取組みとしましては、学校給食における地産地

消の推進により、児童生徒の食の関心を深めることができました。 

また、老朽化した照明器具や、舗装の改修工事を実施し、教育環

境の整備を図ることができました。 

 しかし、その他にも改修等が必要な施設・設備が残ることから、

教育目標Ⅲの施策４「教育環境の整備・充実」の評価は「Ｂ」とい

たしました。引き続き、安全に配慮した学校施設の整備を順次進め

てまいります。 

 

 

 

 

 

学校教育課 

令和元年度については、小学校１校をコミュニティ・スクールの

モデル校として指定し、研究を進めました。令和２年度以降、指定

校を増やし、コミュニティ・スクールの推進をさらに図ります。 

平成２５年から始まった小中一貫教育（学校４・３・２制）を基

軸とした研究への取組が市内全校の取組として充実していることか

ら基本目標Ⅲ－１の施策を「Ａ」と評価しました。 

また、新学習指導要領が実施される小学校において、外国語活動、

外国語やプログラミング教育の研修を充実させ、国際理解教育及び

情報教育の推進が図れたことから、基本目標Ⅰ－２の施策を「Ａ」

と評価しました。 
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生涯学習課 

基本目標Ⅱでは、施策２において、各種人権教育啓発資料を作成・

配布し、市民の人権意識の啓発を図ることができたことから「Ａ」

評価としました。 

基本目標Ⅳでは、施策１において、全ての小・中学校で子育て講座

を開催し、家庭教育支援を行いました。また、家庭教育講演会「ハ

ートピア２１」では、知名度の高い講師を招聘し、満足度の高い有

意義な講演会を開催できたことから、「Ａ」評価としました。 

基本目標Ⅴでは、施策３において、市民文化祭の開催や、文化団体

等が行う事業活動への支援を行い、文化芸術活動の推進を図ること

ができたことから「Ａ」評価としました。 

その他、市民大学きたもと学苑や子ども大学など多くの参加者が

ある一方、今年度は台風や新型コロナウイルスにおける公共施設の

休館等の影響で実施できなかった事業等もあり、参加人数の増加に

結び付いていないことから、「Ｂ」評価としました。 

 

 

 

 

 

文化財保護課 

基本目標Ⅵの施策１「文化財保護の調査と研究」については、「デ

ーノタメ遺跡総括報告書」を刊行し、遺跡の重要性を公表すること

ができたため「Ａ」評価としました。 

基本目標Ⅵの施策４「郷土芸能の継承と支援」については、郷土

芸能大会の継続により効果が高まるとともに、市外の団体との交流

を図る場にもなっています。令和元年度は第 21回大会となり、県内

では他に例のない大会となってきたことから「Ａ」評価としました。 

 

（注１）生涯スポーツに関する事務は令和元年度まで市長部局所管となります。 

（注２）学校保健体育に関する事務の主管課は「学校教育課」となります。 
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【外部評価者講評】 

 

埼玉大学名誉教授 清 水   誠 （敬称略） 

 

 

  令和元年度教育行政の重点施策に沿って推進された 30 の施策について点検評価

した結果は、各個別取組全てにおいて目標が明確であり、取組状況・実績において

期待する成果をあげたことを確認することができた。また、基本目標Ⅰの施策２「時

代の変化や社会の変化に対応する教育の推進」や基本目標Ⅲの施策１「小中一貫教

育に係る教育活動の推進」など７つの施策において期待水準を大きく上回る成果を

あげていることを確認することができた。特に令和元年度の重点項目の一つである

「小中一貫教育（学校４・３・２制）に係る教育活動の推進や少人数学級を実現す

るための取組」では、取組の成果として児童生徒への効果が明確に現れた実効性の

ある取組であったことがわかる。北本市教育委員会の取組が各学校・保護者・市民

等と連携して期待する水準以上の成果をあげたと評価できる。 

 

 

 

 

元埼玉県教育局南部教育事務所所長 金 子 美智雄 （敬称略） 

 

  北本市教育振興基本計画も第２期２年目となり、教育行政全般に亘り適正な管

理・運営が図られ、各課の施策においても期待どおり又は期待以上の成果が認めら

れており、各施策に対する評価も妥当であると思われる。 

  ことに、「時代の変化や社会の変化に対応する教育の推進」、「人権啓発活動の

推進」、「学校４・３・２制をはじめとした異校種間連携の推進」においては、顕

著な成果が認められた。また、「デーノタメ遺跡保護に関する『文化財保護の調査

と研究』」においても大きな成果をあげている。さらに「家庭教育に関する学習機

会の充実とＰＴＡ活動の推進」の施策では、家庭教育講習会を充実させるなど保護

者からの信頼も厚く期待以上の成果を認めることができ、高く評価できる。 

  今後は、各課で設定した施策の数値目標の達成に向けたさらなる取組と躍進が図

られることを期待したい。 
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７ 指標一覧 

 

  第２期北本市教育振興基本計画において定められている各指標の数値目標について、

令和元年度末におけるその状況は次のとおりでした。 

関連施策 指標 
平成 30年度末 

 

令和元年度末 

（太字は達成） 

第２期教育振興 

基本計画の目標 

（令和４年度末） 

Ⅰ１ 

ほか 

県学習状況調査の各学年の平均正

答率が県平均を上回る教科の割合 
５０．０％ ７１．４％ １００.０％ 

Ⅱ７ 

新体力テスト総合評価５ランク

中上位３ランクである児童生徒

の割合 

８２．３％ ７８．６％ ８７．０％ 

Ⅱ６ 
学校給食における地場産食材の使用量

＊下段に５月１日児童生徒数を参考掲載 

７，５７３㎏ 

（4,557人） 

８，２２７㎏ 

（4,406人） 
１０，０００㎏ 

Ⅲ４ 

Ⅳ２ 

放課後子ども教室における学童

との共通プログラムの実施頻度 

各教室 

６回／年 

各教室 

８回／年 

各教室 

３５回／年 

ⅢⅠ 

（Ⅰ１・Ⅱ５） 

学校４・３・２制における児童生

徒の交流活動実施回数 
１９７回／年 ２０４回／年 ２４０回／年 

Ⅳ４ 
学校応援団の年間支援活動日数

（１校平均） 
１２８日 １８５日 １８０日 

Ⅴ１ 市民大学きたもと学苑の講座数 ２２３講座 ２３８講座 ２５０講座 

Ⅴ１ 人財情報バンク登録者数 １５７人 １６８人 １８０人 

Ⅴ１ 市役所出前講座 ２３件／年 ２５件／年 ３５件／年 

Ⅴ２ 
市民１人当たりの公民館年間利

用回数 
７．２回 ６．４回 ７．５回 

Ⅳ３ 

Ⅴ２ 

市民１人当たりの図書資料年間

貸出点数 
５．５冊 ５．０冊 ５．８冊 

Ⅴ２ 
市民１人当たりの野外活動セン

ター年間利用回数 
０．９回 ０．９回 １．０回 

Ⅵ１ 
保護されている指定・登録文化財

件数 
５３件 ５３件 ５５件 

Ⅵ３ 
文化財学習講座及び小・中学校学

習支援講座数 
３２講座 ３３講座 ３０講座 
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８ 教育委員会の活動状況 

 

（１）教育委員会会議 

区分 日付 
報告・議案 

件数 
議事内容 

定例 4月 25日 

報告 ７件 
平成３０年度各小・中学校第３学期の状況、平成３０年

度学力向上・生徒指導推進事業実施状況等の報告。 

議案 ６件 

北本市立学校の適正規模等に関する検討、平成３１年度

教育委員の学校訪問、北本市就学支援委員会委員の委嘱

等の議案の議決。 

定例 5月 23日 

報告 ３件 要保護及び準要保護児童生徒の認定状況等の報告。 

議案 ３件 
学校協議会委員・外部評価委員の委嘱、北本市立西小学

校学校運営協議会委員の委嘱等の議決。 

臨時 6月 18日 議案 １件 
令和元年第２回北本市議会定例会の一般質問に係る答

弁の議案の議決。 

定例 6月 27日 

報告 ５件 
教育長の決裁処分、北本市青少年指導委員会委員の委嘱

等の報告。 

議案１０件 

北本市いじめ防止等のための基本的な方針、令和２年度

使用小学校用教科用図書採択、令和２年度使用中学校用

教科用図書採択、北本市立小・中学校通学区域に係る諮

問等の議案の議決。 

定例 7月 25日 

報告 ２件 教育長の決裁処分等の報告。 

議案 ４件 

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価報告書、北本市いじめ防止対策推進条例の制定等の議

案の議決。 

定例 8月 22日 

報告 ８件 
令和元年度各小・中学校第１学期状況、北本市立小・中

学校通学区域、石戸蒲ザクラの保存管理等の報告。 

議案 １件 
教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価報告書の議案の議決。 

臨時 9月 12日 議案 １件 
令和元年第３回北本市議会定例会の一般質問に係る答

弁の議案の議決。 

定例 9月 26日 

報告 ８件 
第４回きたもとピアノフェスティバルの開催、「デーノ

タメ遺跡総括報告書」の刊行等の報告。 

議案 ２件 令和２年度当初教職員人事異動の方針等の議案の議決。 
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定例 10月 24日 

報告 ３件 上宿遺跡発掘調査の概要等の報告。 

議案 ０件  

定例 11月 21日 

報告 ３件 令和２年北本市成人式開催概要等の報告。 

議案 ４件 
北本市立栄小学校の今後のあり方に関する方針等の議

案の議決。 

臨時 12月 5日 議案 １件 
令和元年第４回北本市議会定例会の一般質問に係る答

弁の議案の議決。 

定例 12月 26日 

報告 ５件 
第５４回北本市市民文化祭文化のつどいの実施、平成３

０年度デーノタメ遺跡内容確認調査等の報告。 

議案 ２件 令和２年北本市立小・中学校入学通知の議案の議決。 

定例 1月 23日 

報告 ４件 令和元年度各小・中学校第２学期状況等の報告。 

議案 ４件 
北本市立学校設置及び管理条例の一部改正等の議案の

議決。 

再審議 1件 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十条の規

定による教育長の辞職の同意の議決 

定例 2月 12日 

報告 ４件 教育長の決裁処分の報告。 

議案 ９件 
北本市教育委員会会計年度任用職員の報酬等に関する

規則の制定等の議案の議決。 

臨時 3月 2日 議案 １件 新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応の報告。 

定例 3月 22日 

報告１０件 
令和元年度就学支援委員会の支援結果、北本市地区公民

館等令和２年度事業計画等の報告。 

議案 ８件 
令和２年度教育行政の重点施策、令和２年度指導の重

点・努力点について等の議案の議決。 
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（２）総合教育会議 

日付 
議題 

件数 
協議内容 

8月 22日 議題 ３件 
教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び

評価の報告等 

9月 26日 議題 ２件 学校教育の充実について等 

 

（３）学校訪問・社会教育施設等訪問 

区分 日付 概要 

学校訪問 6月 28日 
東中学校、東小学校 

南小学校、西小学校 

学校訪問 7月 3日 
北小学校、中丸東小学校 

中丸小学校、宮内中学校 

学校訪問 7月 4日 
北本中学校、栄小学校 

石戸小学校、西中学校 

社会教育施設等

訪問 
11月 19日 

勤労福祉センター、北部公民館、東部公民館 

西部公民館、栄小放課後こども教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 令和元年度学校訪問の様子 ～ 
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９ 資  料 

 

（１）教育委員会教育長・教育委員            （令和２年３月３１日現在） 

職   名 氏   名 教育長・教育委員の任期 

教 育 長 清 水   隆 平成３０年 ７月１日～令和 ３年 ６月３０日 

職務代理者 大保木 道 子 平成２２年１０月１日～令和 ４年 ９月３０日 

委   員 金 井   裕 平成２５年 ４月１日～令和 ３年 ３月３１日 

委   員 安 田 美詠子 平成２６年１０月１日～令和 ４年 ９月３０日 

委   員 久保田 篤 正 平成２９年 ７月１日～令和 ３年 ６月３０日 

委   員 加 藤 潤 一 令和 元年１０月１日～令和 ５年 ９月３０日 

 

（２）教育委員会の組織                  （令和２年３月３１日現在） 
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（３）公立学校施設 

ア 小学校                   （令和元年５月１日現在） 

学 校 名 児童数（人） 学級数 

中丸小学校 ４４５ １６ 

石戸小学校 ２７８ １３ 

南小学校 ３９２ １５ 

栄小学校 ６５ ８ 

北小学校 ４２３ １３ 

西小学校 ５８２ ２０ 

東小学校 ４４２ １６ 

中丸東小学校 ２２０ １１ 

小学校合計 ２，８４７ １１２ 

  

イ 中学校                   （令和元年５月１日現在） 

学 校 名 生徒数（人） 学級数 

北本中学校 ５５５ １７ 

東中学校 ５１８ １８ 

西中学校 １６２ ８ 

宮内中学校 ３２４ １１ 

中学校合計 １，５５９ ５４ 

 

  



75 

 

（４）北本市教育施策大綱 

 

北本市教育施策大綱 
（平成３０年度～令和４年度） 

 

 

  グローバル化による多様性や急速な情報化・技術革新による社会的変化が進む中で、

北本の子供たちが大きな夢と志を持ち、時代に対応していくため、基礎的な知識・技能

を確実に習得し、それらを活用して、自らの人生を切り拓き、たくましく生きるための

力をはぐくみ、豊かな人間関係を築きながら、幸福な生涯を実現するとともに、北本市

の将来を担い、社会の中で役割を果たすことのできる人材を育成するため、教育は重要

な使命を担っています。 

この使命を果たすため、本市の教育行政を進めていく上での基本的な考え方として、

次の基本理念を掲げます。 

 

 

 

 

Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成  

教育の質を充実させるための土台づくりとして、主体的・対話的で深い学び（いわゆ

るアクティブ・ラーニング）の視点から授業改善を進め、指導方法の工夫・改善を行う

ことにより、児童生徒の学習過程を質的に高め、主体的･対話的で深い学びを実現させま

す。また、時代の変化や社会の変化に対応する教育を推進するとともに、義務教育９年

間における学びと育ちの連続性を重視した教育及び進路指導・キャリア教育を推進する

ことにより、児童生徒の「生きる力」をはぐくみ、一人一人の自己実現を支援します。 

さらに、様々な道の専門家にふれる事業を推進することにより、児童生徒の豊かな感

性をはぐくむとともに、特別な教育的支援を必要とする子供たちに対する支援、指導体

制等の整備を推進します。 

 

Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成  

幼児から高齢者に至るそれぞれの年代において、相手を思いやる心、感動する心など、

○基本理念 

○基本目標 
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人権を尊重する意識を育て、差別のない社会を目指すため、人権啓発活動の推進を図り

ます。 

学校においては、他人を思いやる心や公共の精神を養うため、心の教育やボランティ

ア・福祉教育の充実を図るとともに、いじめや不登校、暴力行為などの問題解決に積極

的に取り組みます。また、児童生徒の健康の保持増進、体力向上などを図るとともに、

交通安全や防災などの安全教育の推進に努めます。 

 

Ⅲ 質の高い学校教育の推進  

各小・中学校のホームページ等を利用した情報発信や学校協議会等の効果的な活用に

より、地域に開かれた特色ある学校づくり、信頼される学校づくりを推進するとともに、

教職員研修の一層の充実、人事配置の改善、人事評価制度の活用等を図ることにより、

一人一人の教職員の資質の向上や総合的な学校力の向上を図ります。また、学校施設を

はじめとした、安全で快適な教育環境の整備を推進します。 

さらに、幼稚園・保育園・小学校及び小・中学校の連携や小中一貫教育を推進し、子

供たちの幼児期から義務教育９年間を見通した教育活動を行います。 

 

Ⅳ 家庭・地域の教育力の向上  

主に保護者が子供たちに基本的な生活習慣や倫理観、自制心や自立心などを身に付け

させるために行う、家庭教育に関する学習機会の充実とＰＴＡ活動の推進を図るととも

に、地域の教育推進体制の充実を図ります。また、こども図書館等を活用して、親子で

読書に親しむ機会を提供するなど、子供の読書活動の推進を図ります。 

さらに、地域活動室事業と学校応援団の活動の推進をとおして地域との絆を深め、地

域の教育力の向上を図るとともに、学校における教育活動の充実を図ります。 

 

Ⅴ 生涯学習の支援  

市民が生涯を通じて学習することができ、学習した成果が適切に評価され、社会に還

元されるような生涯学習による生涯学習のまちづくりの実現を推進するとともに、生涯

学習の活動の拠点となる学習施設の整備・運営の充実に努めます。また、市民への文化

芸術活動の発表の場の提供や地域文化の振興をとおして、市民の文化芸術活動を推進し

ます。 

 

Ⅵ 文化財保護の推進  

地域で長く培われてきた北本の歴史・伝統・文化への理解を深め、次の世代に守り伝

えるため、貴重な文化財の調査・保存を進めるとともに、郷土芸能の保存と振興に努め

ます。また、文化財への理解を深め、これを活用するため、文化財の情報の発信と啓発

事業の充実に努めます。  
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北本市教育施策大綱と北本市教育振興基本計画との関係図 

 

 

 

 

 

 

○基本理念 

「共に学び 未来を拓く 北本の教育」 

○基本目標 

Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成 

Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

Ⅲ 質の高い学校教育の推進 

Ⅳ 家庭・地域の教育力の向上 

Ⅴ 生涯学習の支援 

Ⅵ 文化財保護の推進 

 

実行計画 

 

 

 

  

 

 

 

北本市・北本市教育委員会 

 

 

 

北本市教育施策大綱 

第２期北本市教育振興基本計画 

（平成３０年度～令和４年度） 

（平成３０年度～令和４年度） 
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（令和元年度実施事業） 

教育委員会の事務に関する点検評価報告書 
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 Ｆ Ａ Ｘ ０４８－５９２－５９９７ 

 Ｕ Ｒ Ｌ http://www.city.kitamoto. saitama .jp 

 Ｅ-mail   a04400@city.kitamoto.lg.jp 
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